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議事のてんまつ 

午前 9 時 開会 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 おはようございます。[一同「おはようございます。」]
ご苦労さまでございます。任期最後の委員会審査ということでございます。一般質問も大

事ですけれども委員会質問、委員会審査が本来の職務として一番大事かと思いますので最

後までしっかりお願いをしたいというふうに思います。ただいま伊藤副委員長火事の方へ

行っておりますので 5 人出席ということで会議を始めたいというふうに思います。それで

は企画振興課・みのわ魅力発信室の審査から始めたいと思います。 
 
①企画振興課・みのわ魅力発信室 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算

（第 9 号）について課長の方から説明をお願いいたします。企画振興課長。すみません、

言い直します。議案第 1 号 箕輪町公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。お願いいたします。企画振興課長 
○毛利企画振興課長 それでは議案第 1 号 箕輪町公の施設の指定管理者の指定につきま

して今回、平成 31 年 3 月 31 日で指定の期間が満了いたします 13 の施設について提案をさ

せていただいております。細部につきまして財政係長が説明をいたしますので、よろしく

お願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 議案第 1 号 箕輪町公の施設の指定管理者の指定に

つきましてご説明申し上げます。それでは議案書の方をご覧ください。先ほどお話ありま

した今回指定管理者の指定をいたします施設は、1 ページの表にございます 13 の施設とな

ってございます。添付してございます資料にてご説明させていただきたいと思いますので 3
ページをご覧ください。A4 の横のページになりますけれどもそちらをご覧いただければと

思います。そちらの表ですけれども各施設の指定管理者、指定期間、指定管理料を平成 31
年 3 月 31 日まで左側の前回、平成 31 年 4 月 1 日からを右側の今回として比較した表とな

ってございます。まず箕輪町長田コミュニティセンターから箕輪町上古田地区転作促進研

修センターまでの 8 施設ですが、こちらにつきましては引き続き施設が所在してございま

す区を指定管理者としてするものでございます。指定の期間は前回と同様の 10 年間として

ございます。続きまして箕輪町障がい者地域活動支援センター「みのわ～れ」でございま

すけれども、こちらも引き続き企業組合労協ながのを指定管理者とするもので、こちらに

つきましては指定管理期間は 3 年間でございます。次の信州みのわ のうさんぶつかこう

じょ及び交流施設ぷらプラにつきましては、新たにみのわ加工株式会社を指定管理者とす

るもので指定の期間は 3 年ということでございます。次の箕輪町農産物直売場にこりこ及

びにこりこキッチンたべりこにつきましては、引き続き株式会社みのわ振興公社を指定管
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理とするものでございますけれども指定の期間は 1 年間ということになってございます。

なお、平成 31 年 4 月から複数年指定期間を設定し、指定管理料が発生する 4 つの施設につ

きましてはこの後の一般会計補正予算の方で債務負担をお願いするようになっております

ので、よろしくお願いいたします。指定管理者の指定につきましては基本的には公募が原

則となってございますが、箕輪町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第 2 条

第 2 項で前項の規定にかかわらず、公の施設の性格・規模・機能等を考慮し、設置目的を

効果的かつ効率的に達成することができると思慮するときは公募によらず、箕輪町が出資

している法人公共団体、公共的団体等の指定に申請をさせることができるということで規

定されております。これによりまして各区にお願いする部分と、みのわ振興公社というふ

うにお願いする施設につきましては、公募によらず管理者として指定をお願いをしたいと

思っているところでございます。説明は以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑を行いたいと思います。ご質疑ある方は挙手を

してお願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 指定管理者そのものはあれなんですが、指定管理料ですね。これ後の

収入の部でやるかどうかちょっと、今ここを見る限り「みのわ～れ」は前回の、今までの

やつが何でこんなに入っているか。それから金額が大分下がっている感じなんです、他の

やつもね。これ何か理由を教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 まず「みのわ～れ」の方でございます。企業組合労

協ながのの方へ前回もお願いをしていたんですけれども、前回は指定管理料ってことでは

なくて指定の始まりが 28 年 7 月 1 日からということで途中だったものですから委託料の方

でですね、そちらの方の係る業務に係るものを賄っていたということがありまして、今回

新たに 4 月 1 日からリスタートするということの中で 3 年間分の 2,645 万 2,000 円を計上

したものでございます。それから、のうさんぶつかこうじょとぷらプラにつきましては昨

年度というか前回まで 295 万円と 35 万円でそれぞれでしてたんですけれども、今回それぞ

れの施設を足してみのわ加工さんが入ってくるということで施設を実際を使っていくに当

たってどういう管理料の仕方がいいかということを算定し直しまして、今回 220 万 8,000
円ということでございます。消費税の増税分もあったりしたものですから、そちらの分は

増なってるんですけれども、今まで指定管理料で払っていた部分を見直しをかけてちょっ

と減になっているような状況でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 「みのわ～れ」の委託料ちょっと比べたいのでいくらだったか、逆に

言うと年間どのくらいだったか。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 すみません、すぐ出ませんのでまた調べて後ほどで

お願いしたいと思います。すみません。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 その他ございませんか。今のに関係して、この指定
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管理料は年間という事なのか、それとも 3 年間 10 年間ということなのか。係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 今回議案に載ってます指定管理料は指定管理期間に

係る期間ということで 3 年間なり 5 年間なり 10 年間ということでなってございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 荻原委員 
○３番 荻原委員 直売所の「にこりこ」なんですけども、前回一般質問の中でこれぼつ

ぼつ JA との最終段階に入っているということで JA との理事会決定後には多分 JA という

形になると思うんですけど、そういったときにこの扱いってのはどういうふうに変わって

くるんでしょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○毛利企画振興課長 今いつからというものが全くはっきりしていない、まだ協議の段階

でその後の施設をだれが管理するのかということも明らかになっていない状態でございま

す。これは今後その一帯の方向性を考えていく上で次の事業者が決定していく段階で合わ

せて検討させていただくというようなことになろうかと思います。その上で 4 月 1 日から

ということであれば当然このちょうどいい期間なんですけれども、切り替えのそうでない

ということが想定されます。そういう時にはまた途中で切るのかどうするのかということ

はまたそのときに検討させていただければというふうに思っております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。他にございますでしょうか。浦野

委員 
○８番 浦野委員 今委員長に聞いたその指定管理料についていわゆる880万ぐらいだね。

そうするとそれに対応する、その上だったらだし、この下前が 295 万で今度は 3 年で 220
万ていうことですね。すごく要するに下げたってことですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 のうさんぶつかこうじょの 295万と 35万円というこ

とで、昨年までそういう形でやってたのですが、今回消費税の先ほどいった改正がプラス

分というのがございますけれども、あと今までその土地利用料と施設利用料というのをも

らってたんですけれども、そこら辺を指定管理に出しているので施設料もらうのはちょっ

とおかしいんじゃないかということでそこの中でその部分を差引まして委託料として出し

てた分を考慮して後電気料ですね、ああいったものがちょっと増えてきているところがあ

りましたのでそこら辺をそもそも指定管理料の中で見ずに清算をし直して管理者の方で払

ってもらうということでその分金額的には下がってきた指定管理料の算定ということで聞

いております。 
○８番 浦野委員 そうじゃなくても 1 年で比べても下がったなと思ったんだけど、そう

すると 3 分の 1 以下ってすごく下がったということだね、飛躍的に。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 295 万円に 35 万円足して 330 万円が今回二つで 220
万円になるので約 110万円ほどを 3 年間で下がってきているので年間まあ 30 万円くらい下

がってきている。 
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○８番 浦野委員 そういうことではなく、こっち 1 年で 295 万でしょ。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 両方とも 3 年間の指定管理料です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 先ほどの答弁で行くとこの指定の期間のものだと言

うもんで前回のところ見ると 30 年 4 月 1 日から。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 申し訳ないです、意味が分かりました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 勘違いしていました。かこうじょが 30 年から 31 年

の 1 年で 295 万と 35 万円で 330 万円でしたのでそれが 1 年間分指定管理期間ですので、3
年間に直すと 900 万円ぐらいになっていたものが今回 220 万円ということで 3 年間なって

おりますので、今言われたように大分下がっているような試算でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 いいですか。 
○６番 下原委員 口挟むようだけど、そういう期間も短くなる、指定管理料も少なくな

る理由は何なのかってことを浦野さんが聞いてることは、下がっていることなんてわかる

んだから。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 320 万くらいだったという約 3 年という比較すると

1,000 万くらいからかかってたのが 220 万になったということなんだよね。 
○６番 下原委員 課長に聞きたいけどそういう実情を知っていて町長は OK したってこ

となのかい。皆さんが勝手に思ったのか、そこなんです。それで町長が良いっていうのな

らね町長に聞いてきます。 
○８番 浦野委員 管理者としては問題ないと思う。管理者の指定だからここではいいの

かな。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 これ、ちょっとそうは言ってもえらい金額の違いだ

もんできっちり説明をほしいところなんだけれども、時間かかるようだったら少し調べて

もらう、そうだね。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 手元の資料が今年度のちょっと指定管理料の算定分

でしか持ってきてないもので、今言われた前回との比較のやつで前回資料がちょっとない

ものですから調べさせていただいてということでよろしいでしょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 じゃあこの議案後にします。その説明聞いてから採

決したいと思いますので。 
それでは議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算（第 9 号）を議題といたしま

す。課長から説明をお願いいたします。課長 
○毛利企画振興課長 議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算（第 9 号）のうち

企画振興課に関する部分をご説明をさせていただきます。細部につきましては財政係長か

ら説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 それでは議案第 2号 平成 30 年度箕輪町一般会計補

正予算（第 9 号）につきましてご説明いたします。それでは 5 ページの方をご覧いただき
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たいと思います。5 ページ A4 の横になりますけれども第 2 表 繰越明許費の補正でござい

ます。繰越明許費の追加といたしまして民生費 木下保育園建設事業のほか 8 件合計で 5
億 1,419 万 2,000 円を繰り越すものでございます。民生費 木下保育園建設事業の用地取

得費としまして 7,520 万円、農林水産業費 担い手確保経営強化支援事業としまして個人

果樹農家への農業機械の補助分 358 万 4,000 円、松林の保護樹林帯造成（樹種転換）業務

委託ということで福与郷沢地区分としまして 2,100 万円、商工費 輝くゲンバプロジェク

ト企画・制作業務委託料としまして 262 万 5,000 円、土木費 防災・安全社会資本整備総

合交付金事業舗装・橋梁修繕工事としまして町道 6 と 316 号線の道路改良工事と明神橋の

補修工事にかかわるものとしまして 9,700 万円、橋梁の強度調査業務委託としまして八乙

女の水道橋に関するもので 717 万 2,000 円、教育費 小学校費の冷房設備対応臨時特例交

付金事業空調設備設置事業としまして 2 億 1,381 万 5,000 円、中学校費の冷房設備対応臨

時特例交付金事業空調設置事業としまして 8,970 万 5,000 円、災害復旧費 災害復旧工事

（帯無線・大出深沢線）としまして 409 万 1,000 円となってございます。続きまして 6 ペ

ージをご覧ください。6 ページ第 3 表 債務負担行為でございます。先ほどちょっとあれに

なってしまいましたけれども指定管理にかかわるものでございます。公の施設の指定管理

につきまして、指定管理期間を複数年とした施設で指定管理料を支払う 4 つの施設につい

て債務負担行為を行うのものでございます。それが表の上の 3 行目までとなってございま

す。表の 4 行目から 6 行目までにつきましては昨年指定管理を指定しその指定管理料を債

務負担行為として設定してあります 3 つの施設となりますけれども、本年 10 月の消費税の

税率の引き上げに伴いまして 31年度以降の指定管理料について消費税率の引き上げ分の増

額が必要となったためその差額分を新たに追加するものでございます。続きまして 7 ペー

ジをご覧ください。7 ページ、第 4 表 地方債補正でございます。児童福祉施設整備事業債

につきましては児童発達支援事業所の改修事業の延期によるもの、また農地農林施設災害

復旧事業債につきましては補助金の増額によるもので、それぞれ借り入れを予定していた

項目を廃止し、借り入れをしないものとしたものでございます。それでは歳入歳出予算の

補正をご説明申し上げたいと思います。まず歳入からお願いをしたいと思います。ページ

飛びまして 10 ページをご覧ください。10 ページ、12 款 地方交付税でございます。特別

交付税としまして 4,000 万円を計上してございます。続きまして 17 ページをご覧ください。

17 ページでございます。20 款 繰入金でございます。財政調整基金からの繰入れを 3,000
万円減額しまして平成 30年度中の財政調整基金からの繰入れを 0とするものでございます。

歳入は以上でございます。続きまして、歳出についてご説明いたします。21 ページをご覧

ください。21 ページ 2 款 総務費でございます。0250 の財政調整基金費でございますが財

政調整基金積み立て献金としまして、1,000 万円を増額し 1,300 万円とするものでございま

す。続きまして 37 ページをご覧ください。37 ページでございます。14 款の予備費でござ

います。1401 の予備費につきましては歳入歳出を調製いたしまして 429 万 3,000 円を増額

をしているものでございます。以上一般会計補正予算（第 9 号）の説明を終わらせていた
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だきます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 2 号につきましてご質疑ございます

方はお願いいたします。小島委員 
○１番 小島委員 前もこれ聞いたんだけど、企画の皆さんでわかるかどうか 5 ページの

繰越明許明神橋といってるんだけどこれ前にこれ 1 年延期してまたこれで繰越明許になる

ということはもっと何か計画がはっきりしてるんではないかと私は思うが途中で変更した

のかもしらんけど、その辺の説明はできるか。大まかなことは分かるんじゃないかと思う

んだがどうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○毛利企画振興課長 明神橋の関係なんだけれども、あの橋の補強は大きくその二つに分

かれておりまして上流側の欄干と下流側の欄干という部分でございます。その片側から始

めていて、それが繰り越しになったものの事業、それから後半分の工事が今回最後のもの

が今年発注されて繰越しとなるというふうに繰越しの繰越しというわけではなくてなんと

いうのか工事自体が大きく 1 工区、2 工区と大きく分かれていて、そのどちらも繰越しにな

ってしまったというようなものでございます。1 期目の工事についてはもう既に終了してお

ってそれを受けて今年 2 期目を発注したというそれが繰越しになっているというものにな

ってございます。 
○１番 小島委員 言っている意味は分からんじゃないけど、だけどおかしいのは本当は 1
年でできる計画だったはずなんだよ。それだけど変更があったのかどうかはちょっと確認

できなんだけども結局、去年繰越したはずなんだよ。それだけど 2 期工事じゃなくて 1 期

でやるようなことを言ってたはずなんだよ、確か。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○毛利企画振興課長 1 回にやる予定だったかもしれないんですけれども、社会資本の補助

金のつき具合でその事業の量を調整したということだというふうに承知しております。 
○１番 小島委員 補助金が変わってもらえなくて。 
○毛利企画振興課長 半分しかつかなったことが一番の大きな要因。 
○１番 小島委員 はっきり分からんけど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。私一つ聞きたいんだけ

ど、その繰越明許の農業費の担い手確保・経営強化支援事業というのは何なんですか。何

で繰越さなきゃいけないのか。係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 担い手確保の経営強化支援事業ということで、こち

らの事業の内容につきましては農家の方に施設整備をしたときに機械の導入したときに補

助金をあげますよという事業だそうです。その事業が国庫補助でございまして申請をあげ

てあったんですけれども、予算がついたのが国の補正予算でついてきたということで補正

予算のついた段階がちょっと遅かったというか年明けだったので、その分ちょっと施行す

るということで実行ができないということで、その分でちょっと繰越をしたいということ
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で聞いております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 そういう工事なんだね、じゃあ。いや、工事とか機

械のことなんだね。担い手を確保するというもんでそういう意味で人を確保するのに何で

と思っただけの話で。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 機械を導入した方に対する補助金です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 分かりました。他にございますでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。討論もないですね。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算

（第 9 号）について採決いたします。原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。それでは本案につきましては

原案のとおり決することといたします。 
 議案第 6 号 箕輪町 U・I ターン応援奨学金返還支援基金条例制定についてを議題といた

します。説明をお願いいたします。課長 
○社本みのわの魅力発信室長兼政策調整担当課長 第 6 号議案の箕輪町 U・I ターン応援奨

学金返還支援基金条例制定についてご説明を申し上げます。この条例につきましては提案

理由にもございますけれども、箕輪町内に居住し、上伊那区域内で働く若者に対する大学

等の奨学金の返還の支援に係る事業に充てる資金といたしまして箕輪町 U・I ターン応援奨

学金返還支援基金を設置することに関し必要な事項を定めさせていただくものでございま

す。この条例の施行期日は平成 31 年 4 月 1 日からとするものでございます。細部につきま

しては箕輪の魅力発信室の係長より説明させますのでよろしくご審議ご決定くださいます

ようお願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 それでは議案第 6 号 箕輪町 U・I ターン応援奨学金返還

支援基金条例制定につきまして細部の説明を申し上げたいと思います。提案理由につきま

しては先ほど室長が申し上げたとおりでございます。最初に第 1 条の設置でございます。

こちらにつきましては、箕輪町内に居住し上伊那区域内で働く若者に対する大学等の奨学

金の返還の支援に係る事業に充てる資金といたしまして今回箕輪町 U・I ターン応援奨学金

返還支援基金を設置するものとしております。第 2 条でございます。基金の積み立てにつ

いて定めるものでございまして積み立てる額は箕輪町の一般会計歳入歳出予算で定めるも

のとしております。第 3 条は基金の管理について定めるものでございます。現金は金融機

関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものでございます。続きまして

第 4 条こちらにつきましては基金の運用益金の処理について定めるものでございます。こ

ちらにつきましては、予算に計上させていただきまして、基金に編入するものとするもの
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でございます。続きましておめくりいただきまして第 5 条でございます。こちら、繰替運

用について定めるものでございます。財政上必要あると認めるときは確実な繰り戻しの方

法、また期間及び利率を定めまして基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用するこ

とができるというものでございます。最後に第 6 条でございます。こちら基金の処分につ

いて定めるものでございます。基金設置の目的を達成するために要する費用に充てるとき

などに基金の全部また一部を処分することができるというものでございます。施行期日に

つきましては先ほど室長がご説明したように、平成31年4月1日とするものでございます。

以上で第 6 号議案の説明を終わります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方

お願いいたします。ございませんか。本会議の折に小出嶋議員からちょっと質問が出てた

と思うんだけれど、実際に支給するというのは別の規則なり条例で定めるということです

ね。課長 
○社本みのわの魅力発信室長兼政策調整担当課長 実際に奨学金の返還に対しての要綱に

つきましては、補助金の交付要綱を定めさせていただきまして、そちらの方で運用させて

いただきたいと思っています。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 要綱をつくるわけね。ありがとうございました。他

にございますか。浦野委員 
○８番 浦野委員 小出嶋さんから話があったのか、ちょっとここのところどうやって知

らせるかっていうようなことをメモしてあるんだけどそういう質問があったんだけど、要

は一応こういう返還こういうものやってるよってことを知らせるというのが一番大事で、

知らない人は絶対申請無いのでその辺を教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○社本みのわの魅力発信室長兼政策調整担当課長 議会のときもご質問いただきました。

奨学金返還を支援するということで奨学金の返還の対象になる方は U・I ターンですので箕

輪町の出身の方というのと、もう一つは箕輪に住んでいたことがない方が対象なんですけ

れども主な対象は U ターンかなと思っているところです。そうしますと町から出ていった

人にどうやって伝えるかということなんですけど、それにつきましては一つは同窓会の補

助金も設けさせて今回新たに設けさせていただいています。そのときに同窓会ですが大半

の人は町から出て東京であるとか住んでいる方ですので同窓会を開いた時にこの補助金が

ありますよ、いろんなほかの補助金もあわせてですがこういった補助金もできたのでご利

用くださいということを案内させていただくことをさせていただきたいと思います。あと

はいろんな形でホームページ等で周知させていただきますし、移住相談会の時とかですと

かそうですし色んな場面で U ターンということを考えますと、先ほど言いました同総会の

ときしっかりと周知させていただくという事で大きな効果が得られるのではないかなと思

っております。後は成人式にもファンクラブに入会をさせていただき入会促進をさせてい

ただきます。でファンクラブに入っていただいた方は成人式に来てる方ですので箕輪出身
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の方ですのでそのファンクラブに入っていただいた方にはメールアドレスにいろんな町の

U・Ｉターン施策についての情報とかいろんな町の情報も流さしていただきます。その中に

も奨学金の返還支援制度をご利用くださいって、ご利用いただけますということをファン

クラブの会員に対しまして情報を提供させていただきたいと思います。以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 ファンクラブの話が出ました。前から聞きたいと思っていたんですが、

どのくらい成人式に来た中で箕輪から外へ出てる方でどのぐらいのパーセンテージ、概ね

で結構ですが加入率みたいなものが、あるいは人数でも結構なんですが。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 成人式ということで今把握はしてないんですが、3 月 7 日

現在でファンクラブの会員の方が町内で 34 人、町外で 61 人、合計 95 人の方に今会員にな

っていただいております。以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 討論ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。議案第 6 号 箕輪町 U・I ターン応

援奨学金返還支援基金条例制定について、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。原案のとおり決するものといたし

ます。 
 続きまして議案第 11 号 箕輪町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。説明をお願いいたします。みのわの魅力発信室長 
○社本みのわの魅力発信室長兼政策調整担当課長 議案第 11 号 箕輪町ふるさと応援基金

条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。この条例につきましては提

案理由のとおり事業区分を変更するため箕輪町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条

例の一部を改正するものでございます。この条例の施行期日は平成 31 年 4 月 1 日からとす

るものでございます。細部につきましてはみのわの魅力発信室の係長よりご説明いたしま

すのでよろしくご審議ご決定いただきますようお願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 それでは議案第 11 号 箕輪町ふるさと応援基金条例の一

部を改正する条例につきまして細部の説明を申し上げます。提案理由につきましては先ほ

ど室長が申し上げたとおりでございます。こちら資料の方をご覧いただきたいと思います。

資料の箕輪町ふるさと応援基金条例新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。今回

の改正につきましては箕輪町ふるさと応援基金条例の第 2 条の事業の区分について改正を
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するものでございます。こちらふるさと応援基金を今後重点的に進めます町の施策に充て

ることを明確にするために今回町の左側の現行の寄附金を財源として行う事業の各号を見

直しをさせていただきまして右側の改正案の各号のとおりとするものでございます。まず

第 1 号でございますが、こちらは若者、女性及び子育て世代の U・I ターンの促進に関する

事業でございます。第 2 号は、安全・安心なまちづくりに関する事業、第 3 号は安心して

妊娠、出産及び子育てのできる環境整備に関する事業、第 4 号は学力向上及び郷土愛の醸

成に関する事業、第 5 号は健康増進及び健康寿命延伸に関する事業、第 6 号は安心できる

福祉のまちづくりに関する事業、第 7 号は農林業、商工業及び観光の振興に関する事業、

第 8 号はその他町長が特に必要と認める事業というものでございます。施行期日は先ほど

室長が説明したように平成 31 年 4 月 1 日とするものでございます。以上で第 11 号議案の

細部説明の方終わりとさせていただきます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問をある

方お願いいたします。ございませんか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。それでは議案第 11 号 箕輪町

ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。本案は原案

のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たします。 
 続きまして議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算企画振興課分を議題といたし

ますのでご説明をお願いいたします。課長 
○毛利企画振興課長 議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算でございます。この

うち企画振興課またみのわの魅力発信室に係る部分につきましてそれぞれ担当の係長より

ご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計

予算につきましてご説明申し上げます。まず白い表紙のこちらの平成 31 年度箕輪町予算書

という横のやつでございますけれども、こちらをご覧いただきたいと思います。その中で

まず 8 ページをお願いいたします。8 ページ、第 2 表の地方債でございます。地方債につき

ましては平成 31 年度予算につきまして 8 項目ございます。限度額の合計は 6 億 6,950 万円

となってございます。まず、木下保育園の実施設計地質調査にかかる経費及び保育園の空

調設備、三日町保育園の改修などの事業としまして保育園整備事業債を 8,010 万円、続き

まして JR 木ノ下駅に設置します公衆トイレの建設事業としまして衛生施設整備事業債で

1,020 万円、道路改良などに充てます地方道路等整備事業債を 6,160 万円、社会資本整備総

合交付金事業などに充てます公共事業等債を 7,020 万円、耐震性貯水槽の設置及び消防団
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の積載車の整備に充てる消防施設事業債を 2,550 万円、学童クラブ北部教室の改築に充て

ます学校教育施設整備事業債を 1,250 万円、町民体育館、武道館の耐震改修実施設計に充

てる体育施設整備事業債を 1,940 万円借り入れるものでございます。また今年度に交付税

措置がされます臨時財政対策債につきましては、前年度より 2,000 万少ない 3 億 9,000 万

円を計上させていただいてございます。予算書の説明は以上になります。続きまして箕輪

町予算に関する説明書をご覧ください。緑色の表紙の分厚い冊子の方でございます。こち

らにつきまして歳入でございますが 5 ページをご覧いただきたいと思います。5 ページ 2
款 地方贈与税でございます。地方贈与税は地方揮発油譲与税 2,900 万円、軽自動車重量

譲与税を 7,200 万円合わせて 1 億 100 万円となりまして、前年度比 2％の増ということで

見込んでございます。続きまして6ページと7ページをご覧ください。3款 利子割交付金、

7 ページ、4 款 配当割交付金でございます。利子割交付金につきましては 400 万円、配当

割交付金は 800 万円とそれぞれ前年度比 100 万円増ということで見込んでございます。続

きまして 8 ページをご覧ください。5 款 株式等譲渡所得割交付金でございます。こちらの

交付金につきましては 1,200 万円で前年度と同額を見込んでございます。次 9 ページをご

覧ください。6 款 地方消費税交付金でございます。こちらつきましては 5 億 1,200 万円で

前年度比 0.4％の増ということで見込んでございます。続きまして 10 ページと次の 11 ペー

ジをご覧いただきたいと思います。7 款 環境性能割交付金、8 款 自動車取得税交付金で

ございます。こちらつきましては消費税率の引き上げに伴いまして創設されました環境性

能割交付金については 500 万円を新たに計上してございます。これに伴いまして 10 月以降

廃止されます自動車取得税交付金につきましては 1,200 万円と前年度比 900 万円の減とい

うことで見込んでございます。続きまして 12 ページをご覧ください。11 款 地方特例交付

金でございます。こちらにつきましては従来の住宅借入金等の特別控除額に減収補てん分

の増また環境割、環境性能割の臨時的軽減による税収補てんを新たに加えまして、1,000 万

円増の 2,300 万円ということで見込んでございます。13 ページをご覧ください。12 款 地

方交付税でございます。こちらにつきましては 18 億 2,000 万円で地方財政計画などの状況

を勘案しまして前年と同額を見込んでございます。14 ページをご覧ください。13 款 交通

安全対策特別交付金でございます。こちらにつきましては前年度比 100 万円減の 200 万円

を計上してございます。続きまして 16 ページをご覧ください。16 ページ、14 款 分担金

及び負担金でございます。このうち真ん中にあります農林水産業費負担金の 1201 でござい

ます。ふるさと林道緊急整備事業債償還金諏訪市負担分で林道日陰入に対します諏訪市の

負担金分ということで 428 万 5,000 円見込んでいるところでございます。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 17 ページをご覧いただきたいと思います。15
款 使用料及び手数料でございます。こちら総務使用料、総務管理使用料でございます。そ

のうち魅力発信室に係る部分といたしまして音声告知放送の受信料現年分 318 万円でござ

います。こちら使用者の方に月額 100 円をいただいているものでございます。続きまして

説明の 03 音声告知放送の利用料でございます。6 万 2,000 円でございます。こちらお悔や
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み等のですね、放送をする際に利用者の方からいただいているものでございます。 
○柴宮まちづくり政策係長 続きまして、20 ページをご覧ください。20 ページの 16 款 国

庫支出金でございます。真ん中あたりになりますが 02 項の 02 目総務費国庫補助金でござ

います。こちらの総務費補助金の中の説明ですが 28 の地方創成推進交付金であります。

1,160 万円ということでこちらにつきましてはまち・ひと・しごと総合戦略に基づき取り組

みます事業につきまして歳入を見込んでいるものであります。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 23 ページをご覧いただきたいと思います。17
款 県支出金でございます。こちら 02 目の総務費県補助金、節の 01 節 総務管理費県補

助金でございます。そのうち説明の 10 でございます。総務管理費補助金ということで 125
万円、今回こちら UIJ ターンの就業移住支援金ということで国また県の方から補助金をい

ただくものでございます。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして 26 ページをご覧ください。17 款の県支出

金でございます。02 の総務費委託金の 01 総務管理費委託金でございます。03 とございま

して県の委託事務交付金でございます。県からの委託事務を受けて行うものの交付金とい

うことで 120 万円計上してございます。続きまして 28 ページをご覧いただきたいと思いま

す。18 款 財産収入でございます。01 の財産貸付収入でございます。右側にあります町有

地の貸付収入と電柱の敷地貸付収入でございます。町有地の貸付収入につきましては松島

駅とあと春日街道、あと旧交番跡地を今駐車場として貸しておりますのでその収入、電柱

の敷地貸付収入につきましては中電、NTT、KDDI などに町有地で立ってるものについて

の収入を見込んでございます。続きまして下にございます。02 の利子および配当金でござ

います。01 の財政調整基金運用収入につきましては 300 万円見込んでございます。それか

ら05減債基金の運用収入として5万円、その後ふるさと応援基金運用収入として2,000円、

08 福祉基金の運用収入で 14 万 2,000 円、09 の生涯学習まちづくり基金運用収入として 20
万円見込んでございます。それからその下にございます 02 の財産売払収入廃目となってご

ざいます。こちらにつきましては町民プールの跡地を売却したものにございまして、30 年

度載っておりましたが今回はそれに伴いまして廃目ということでございます。続きまして

30 ページをご覧ください。19 款の寄附金でございます。01 の一般寄附金 1,000 円という

ことで載せてございますけれども、こちらについては長野県の町村会の寄附金ということ

をちょっと見込んでおりますが、額が確定してございませんので 1,000 円ということで取

りあえず目で計上してございます。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして同じく 30 ページでございます。02 目の総務費

寄附金でございます。こちら総務費寄附金といたしましてふるさと応援寄附金を 6,100 万

円、平成 30 年度の予算並みに計上させていただきました。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして 31ページをご覧いただきたいと思います。

20 款の繰入金でございます。財政調整基金からの繰入れを前年度より 2,000 万円少ない 3
億 6,000 万円ということで見込んでございます。 
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○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 18目 ふるさと応援基金の繰入金でございま

す。こちら 5,138 万 4,000 円ということでこちら平成 30 年度の寄附金を寄附者の指定する

使い道によりまして、各事業に充当するものでございます。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして 33 ページをご覧ください。33 ページ 21
款 繰越金でございます。繰越金は前年度より 2,000 万円少ない 3 億円ということで見込

んでございます。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 37 ページをご覧いただきたいと思います。22
款 諸収入でございます。そのうち説明の 12 雑入 2の企画振興課に係る部分でございます。

こちら中ほどでございますが、ホームページの広告掲載料ということで 6 万円の 4 事業者

24 万円でございます。 
○清水若者・女性活躍推進係長 同じく諸収入の雑入 2 になりますけれども、長野結婚マ

ッチングシステムの事務手数料としまして 4,000 円となっております。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きましてその下 0236 移住・定住推進事業の移住定住交

流推進支援事業の補助金でございます。こちら地域活性化センターの方に現在申請してお

りまして 199 万 8,000 円を見込んでいるところでございます。 
○柴宮まちづくり政策係長 続きまして 0239 の企画事業費です。コミュニティ助成事業補

助金ということで宝くじの収益金の一部を地域振興に役立てるという補助金の収入を見込

んでいるものでございます。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして 41 ページをご覧ください。41 ページ 23
款の町債でございます。15 の臨時財政対策債でございます。こちらにつきましては前年度

より 2,000 万円少ない 3 億 9,000 万円ということで計上してございます。歳入については

以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 歳入の説明が終わったところです。今の歳入につい

ての説明についてご質疑ある方はお願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 14 ページの交通安全対策特別交付金でこれ見込みなんだろうけど、結

構 100 万円と少なく見積もってあるんですが、何かこれは情報とかそういうものがあった

のか。その辺のことを聞きたいんですが。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 予算額につきましては昨年度まで 300 万円というこ

とで計上してございましたけれども、実績額を見てくる中で平成 27 年度から 30 年度にか

けて 27 年度は 300 万、28 年度が 270 万、29 年度が 220 万ということで、年々歳入という

か実績が落ちてきておりますので、それに伴いまして実績と減額を見まして 31 年度は 200
万円ということで計上してございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にはございませんか。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 17 ページの総務使用料の音声告知の滞納分、このものはずっと過去

から引きずってきてる滞納なの、この年だけの分の滞納分の金額なのか。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 ある方にしてみれば結構前のものもございます。単年度

ということでなくて結構前のものもあります。 
○１４番 伊藤委員 その方は今こちらに、そのままにして移住しちゃって居ないとかそ

ういう関係で徴収ができないということですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 中にはですね、住んでる方もいらっしゃいまして年 2 回

ほど滞納整理は行っているんですが、なかなかいただけないような現状です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 続けて歳出お願いいたします。 
○毛利企画振興課長 今、土岐係長来ていただきましたので、先ほどのみのわ加工の部分

についてちょっと説明をさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 申し訳ございませんが 17号先全てやっちゃってから

の説明ということで、ちょっと待っていただくことになるけれども。すみません元に戻し

ます。17 号をそのまま審査を続けます。歳出の方をお願いいたします。鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 それでは歳出の関係につきましてご説明をさせていただ

きます。51 ページをご覧いただきたいと思います。0220 文書広報費でございます。こちら

今年度 2,868 万 6,000 円、こちら計上いたしました。08 節の報償費でございます。こちら

42 万円ということで広報業務の協力等謝礼ということで広報モニターまたふるさと CM 大

賞の作成などに係ります謝礼 12 万円でございます。またシティープロモーション勉強会の

講師謝礼ということで来年度、4 回ほど今予定しておりますが勉強会の方の講師謝礼 30 万

円でございます。13 節 委託料でございます。2,544 万 5,000 円でございます。主なもの

といたしまして 01 委託料の 2 段目でございます。広報紙等制作業務委託料でございます。

こちら広報みのわの実の作成にかかります委託料 769 万 3,000 円でございます。その下の

世帯配布物袋入れ作業委託料につきましてはシルバー人材センターの方に委託をしており

まして、袋詰めの方をしていただいてるものでございます。99 万 5,000 円でございます。

その下広報発送業務委託料ということで全戸の方に今ポスティングというような形で発送

をしているものでございます。402 万 1,000 円でございます。続きまして 2 段ほど下に行き

まして、ホームページサーバーの更新業務委託料 766 万 8,000 円でございます。今回サポ

ート期間が終了によりまして、今回町のホームページのサーバーを更新する委託料でござ

います。その下、自主番組製作業務委託料ということで伊那ケーブルテレビの方で今放送

しておりますもみじチャンネルの制作に係ります委託料 313 万 5,000 円でございます。続

きましておめくりいただきまして 52 ページをご覧いただきたいと思います。19 節 負担金、

補助及び交付金で 17 万 4,000 円でございます。そのうち、こちら文字放送のセキュリティ

アプライアンス装置リプレイス負担金ということでこちら不正なアクセスやウイルスの入
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り込みを抑制する装置につきまして南箕輪村、伊那市と一緒に導入したところでございま

して、こちらのサポートの終了に伴います負担金 15 万 9,000 円でございます。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして53ページをご覧ください。53ページ0230
財政管理費でございます。財政管理費のうち 11 の需用費でございます。印刷製本費として

16 万円でございます。こちら予算説明書の印刷代でございます。その下にございます 13
委託料でございます。新地方公会計制度の支援業務委託料としまして 148 万円計上してご

ざいます。こちらはシステム管理をしております RKK というる会社の方に公会計の委託を

出したいと考えております。それから 14 の使用料及び賃借料でございます。起債管理する

システムの使用料としまして 21 万円計上してございます。続きまして 54 ページをご覧く

ださい。54 ページでございます。05 の財産管理費でございます。0232 の財産管理費でご

ざいます。11 の事業費でございます。一番上の 43000 普通財産管理消耗品につきましては

除草剤等を購入する消耗品でございます。それから02の燃料費同じく43000でございます。

こちらの燃料費につきましては、職員が草刈り等を管理し行う場合の燃料費ということで

計上 5,000 円してございます。それから 55 ページをご覧ください。13 の委託料でございま

す。43000 の普通財産管理業務委託料ということでこちら草刈りの方業務を業者委託する

ときの委託料として計上してございます。その下にございます。境界立会等の測量調査業

務委託料 100 万円でございます。こちら所有地の売買等異動がある場合、また確定がして

いない境界等あればそういったところの業務を出すようなことで 100 万円計上してござい

ます。同じくその下にございます公共施設長寿命化計画策定支援業務委託料 600 万円でご

ざいます。こちらにつきましては平成 32 年度までに個別計画の策定が義務付けられており

まして、それに伴う支援の業務を委託料として計上したものでございます。 
○清水若者・女性活躍推進係長 続きまして 0233 の男女共同参画社会費になります。まず

報酬ということで 183 万円となっております。非常勤職員の方 1 人お願いをしてコーディ

ネーターということで来年度もお願いしていきたいというふうに思っております。08 の報

償費になります。122 万 5,000 円のうちの講師等謝礼ということで 93 万円を計上してござ

います。こちらは県と共催で行う講演会の講師、また今年度の男女共同参画のフォーラム

を予定していますのでそのときに講師の方をお呼びしたいと思っております。女性会議の

出席等謝礼ということで 22 万 5,000 円となっております。続きまして 56 ページになりま

す。13 の委託料ということで 424 万 1,000 円となっております。こちらにつきましては男

女共同参画のアクションプランの推進等委託料ということで 125 万 2,000 円、こちらにつ

きましては女性の起業向けのセミナー、また現在行っております会社、企業の方を対象と

したセミナーを予定しております。女性の就業支援事業委託料ということで 298 万 9,000
円を計上してございます。こちらにつきましては女性の就業、またはそれに伴うもろもろ

の相談をワンストップで受付ようということで相談員さんをおきながら子育てと仕事につ

いて相談を受けれる体制を整えていこうというものになります。19 の負担金、補助金及び

交付金になります。150 万円になっております。こちらにつきましては女性の働きやすい環
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境づくり補助金ということで新たに創設するものです。こちらにつきましては 1 件 30 万円、

5 件を予定をしまして 150 万円とさせていただいております。続きまして 0234 の結婚支援

事業になります。こちらにつきましても報酬ということで非常勤職員さんを 1 人結婚相談

員ということで予定をしておりまして 180 万円となっております。続きまして 08 の報償費

になります。こちらハッピーサポートの事業スタッフの謝礼、こちらは実際にイベント等

にかかわっていただいたスタッフにお支払いする謝礼ということで 5 万円でその他にハッ

ピーサポートの事業講師の謝礼ということで講演会等を予定しておりましてその謝礼 20万

円となっております。また結婚相談協力員の謝礼ということで現在 9 名の方に協力委員と

して活動していただいております。1 回の会議につきまして 3,000 円ということで謝礼をお

支払いしたいというふうに思っております。続きまして 11 の事業費になりますけれどもこ

ちらハッピーサポートの事業のチラシの作成などに使いたいというふうに考えております。

最後に役務費ということで通信運搬費になります。11 万 8,000 円ですが、こちらは相談を

受けるためのスマートフォンまたタブレットの使用の通信料となっております。 
○柴宮まちづくり政策係長 続きまして 57 ページご覧ください。0235 の企画費でござい

ます。01 の報酬でありますが非常勤職員報酬ということでみのわ未来委員会委員報酬が 28
万 8,000 円、委員会を開いた際に、委員さんへのお支払いする報酬でございます。それか

ら入札等審査委員会委員報酬ということで入札制度の改正等あった際にする際に必要に応

じて開催するものということで 3 万円の要求をさせていただくものです。続きまして 08 の

報償費でございます。45 万 6,000 円ということで、まちづくりなどの指導助言謝礼という

ことであります。庁内の職員で構成されております政策研究等の事業行う際にアドバイザ

ーさんとして指導等助言をいただく際にお支払い報償ということで 45 万 6,000 円の要求を

させていただくものです。次が 09 の旅費でございます。普通職員旅費ということで 56 万

3,000 円ということで各当町で予定してます事業の先進地視察等に要する旅費いうことで

要求をさせていただいてあります。02 の費用弁償につきましてはみのわ未来委員会の委員

さんに遠方からお越しいただく方いらっしゃるものですから費用弁償ということで 10 万

8,000 円の要求をさせていただくものです。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 11 の事業費でございます。そのうちの 04 印

刷製本費でございます。こちふるさと応援寄附金の PR 等のパンフレットの印刷に 20 万

6,000 円でございます。 
○柴宮まちづくり政策係長 続きまして 12 の役務費です。01 通信運搬費ですが住民満足度

調査等郵券料が 31 万 1,000 円ということで例年行っております住民満足度調査と 17 歳意

識調査に関する郵券料でございます。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 03 広告料でございます。こちらふるさと応援

寄附金につきまして広告、雑誌、または SNS 等を使いまして公告を実施する費用でござい

ます。134 万 7,000 円でございます。その下の 04 手数料でございます。こちらふるさと応

援寄附金のクレジット決裁を使うために手数料を 35 万 9,000 円計上させていただきました。 
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○柴宮まちづくり政策係長 13 の委託料でございます。委託料の一番上になりますが住民

満足度調査等実施委託料ということで回答いただきましたアンケートの分析業務につきま

して委託させていただくもので 51 万 7,000 円、それから次がひと・まち・しごと総合戦略

策定業務委託料ということで 31 年度で 1 期目が最終年度となります。2 期目に向けて策定

するもので 200 万円の計上というものです。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きましてその下ふるさと応援寄附金にかかります業務

委託料 3,381 万 3,000 円でございます。こちらふるさと応援寄附金に係りますポータルサ

イトの運営また返礼品の調達また配送等に係ります委託料でございます。 
○清水若者・女性活躍推進係長 続きまして委託料のこども大学箕輪実施の委託料という

ことで 28 万 9,000 円となっております。こちらにつきましては町内の小学生に対して大学

生を講師に迎え行うものとなっております。次に若者活躍推進事業の委託料ということで

96 万 2,000 円、クラウドソーシング人材育成業務委託料ということで 708 万 4,000 円とな

っております。こちらにつきましては 2 年目を迎える事業となります。 
○柴宮まちづくり政策係長 それでは 1枚おめくりいただきまして 58ページをお願いしま

す。18 の備品購入費です。パソコンということで入札用のパソコンのサポートが切れるも

のですからこちらのパソコンの購入費ということで 20 万円の要求をするものです。19 の負

担金補助及び交付金でございます。こちら地方自治研究機構賛助金から始まりまして各種

団体への負担金等の計上でございます。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして 25 の積立金でございます。生涯学習まち

づくり基金の積立金利子分といたしまして 2 万円を計上してございます。 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 続きまして 0236 移住・定住推進事業費でございます。ま

ずこちら合計で 6,682 万 3,000 円でございます。まず 01 節 報酬でございます。こちらに

つきましては 814 万 8,000 円ということで空き家等対策協議会の委員報酬を 4 万 8,000 円

また非常勤職員さんといたしまして、移住アドバイザー、地域おこし協力隊、また事務、

一般事務ということで非常勤職員の報酬を計上させていただきました。続きまして 08 報償

費でございます。こちら 10 万 6,000 円でございます。こちら移住者の相談謝礼ということ

で移住相談会等への出席の謝礼また 31 年度から新たに設置いたします、里親の謝礼という

ことで 2 万 5,000 円計上させていただきました。続きまして 09 の旅費でございます。こち

らにつきましては移住相談会等への参加に係ります旅費を 21 万 5,000 円、費用弁償につき

ましては非常勤職員さんの費用弁償分でございます。続きまして 11 の事業費 50 万 9,000
円でございます。こちらの消耗品費につきましては体験住宅等の消耗品でございます。ま

た 02 の燃料費でございますがこちらは公用車の燃料費、また体験住宅の灯油、又ガス等の

燃料費でございます。05 の光熱水費でございます。11 万 9,000 円でございます。こちら体

験住宅の上下水道、また電気等の光熱水費でございます。続きまして 12 役務費 112 万 2,000
円でございます。こちら 03 の広告料といたしまして、移住定住の促進に係ります広告料を

98 万 6,000 円ということで計上させていただきました。こちらまた雑誌、SNS 等を活用し
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て広告をしていきたいと考えております。続きまして 13 の委託料 638 万 4,000 円でござい

ます。こちら主なものといたしまして、移住体験ツアーの業務委託料ということ 78 万 8,000
円、また移住定住のパンフレットの作成業務委託料ということで 35 万 7,000 円でございま

す。また新たにサポートアプリの作成業務委託料ということでファンクラブの会員を増や

すために今回こちらのアプリの方を作成してまいりたいと思います。270 万円でございます。

また箕輪ファンクラブのファンミーティングということで東京また箕輪の方でこちらファ

ンミーティングの方開催する費用といたしまして、93 万 5,000 円でございます。続きまし

て使用料及び賃借料でございます。114 万 8,000 円、こちら移住相談会の出展ブースの使用

料ということで 22 万円、また地域おこし協力隊の家賃相当分の住居賃借料ということで 60
万円計上さしていただきました。続きまして 15 工事請負費 51 万 6,000 円でございます。

こちら体験住宅の利用者の方からご要望のありました空調設置ということでエアコンの方

を体験住宅の方に設置する工事費でございます。51 万 6,000 円でございます。続きまして

19 負担金、補助及び交付金でございます。01 の負担金でございますがこちら地域おこし

協力隊の活動に係ります負担金 260 万円、続きまして 02 の補助金 4,096 万 8,000 円でござ

います。こちら最初に若者世代定住奨励金でございますが今回箕輪 U・I ターン応援プロジ

ェクトといたしまして大きく見直しを行いまして 2,900 万円計上させていただきました。

続きまして次の 60 ページをご覧いただきたいと思います。箕輪 U・I ターン応援プロジェ

クトに係ります補助金の説明をさせていただきます。最初に U・I ターン応援就労企業支援

補助金ということで、こちら、国・県の補助金を活用いたしまして箕輪に移住していただ

ける方に補助金を交付するものでございます。220 万円でございます。続きまして U・I タ
ーン応援特定人材就労奨励金ということで、こちら介護福祉士また看護士また保育士等の

ですね、特定人材の方の就労に関する奨励金ということで 300 万円計上させていただきま

した。続きまして U・I ターン応援就職活動支援補助金でございます。こちらの就職活動の

際にですね、箕輪に来て、就職活動をする際に交通費につきまして補助金を交付するもの

でございます。20 万円でございます。続きまして U・I ターン応援奨学金返還等支援補助

金でございます。こちら先ほどお認めいただきました基金の方を活用いたしまして奨学金

の返還に係わりますものに対して補助金を交付するものでございます。76 万 8,000 円でご

ざいます。続きまして若者同窓会支援補助金ということでこちら町内で行われます同窓会

に対する開催に係ります補助金の費用、経費につきまして補助をするものでございます。

30 万円でございます。続きまして 25 の積立金 300 万円でございます。こちらは先ほどお

認めいただきました基金の方に積立金を 300 万円するものでございます。 
○柴宮まちづくり政策係長 続きまして 0239 の企画事業費でございます。19‐02 の補助

金がコミュニティ助成事業補助金ということで310万円でございます。内容としましては、

今年度は長岡区さんで冷暖房設置に対するものが 170 万円、中曽根区さんが防災用備品と

いうことは 140 万円の申請をしているものでございまして合計は 310 万円です。次が 03
の交付金ですが地域総合活性化事業交付金ということで 3,000 万円でございます。地域の
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ずくを出して活性化に資するような事業に取り組む際の、交付する事業でございます。 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 続きまして63ページをご覧ください。63ページ0250
財政調整基金費でございます。こちらにつきましては財政調整基金の積立金利子分としま

して 300 万円、その下にございます 0299 減債基金費こちらも 25 積立金でございます。

減債基金の積立金利子分としまして 5 万円。計上してございます。続きまして飛びますけ

れども 92 ページをご覧ください。92 ページ 04 款の衛生費でございます。そのうち 0401
一般保健費 19 負担金、補助及び交付金でございます。下の方でございます。その中の 1
番上にございます長野県上伊那広域水道用水企業団への負担金ということで 243 万 8,000
円計上してございます。続きまして 166 ページをご覧ください。166 ページ 12 款 公債費

でございます。1201 長期債償還元金でございます。こちらにつきましては前年度より

2,601 万 4,000 円少ない 8 億 3,089 万 8,000 円を見込んでございます。1202 長期債償還

利子でございます。こちらつきましても前年度より 744 万 1,000 円少ない 6,205 万円を見

込んでございます。それから 1203 一時借入金の利子でございます。こちらにつきまして

は昨年同額の 300 万円としてございます。167 ページをご覧ください。14 款の予備費でご

ざいます。1401 予備費です。予備費につきましても緊急事案の対応分を含め、昨年と同

額の 3,000 万円を計上させていただきました。続きましてもう 1 冊ございますこの平成 31
年度の白の冊子の A4 の横でございます。一般会計及び特別会計予算給与費明細書並びに主

要事業の概要等調書という別冊の白い表紙のこういったものがございますがそちらをご覧

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。では表紙を含めまして 3 枚おめくりいた

だきまして 3 ページをご覧いただきたいと思います。平成 31 年度一般会計へ歳入歳出予算

款別一覧表でございます。こちらにつきましては一般会計の歳入歳出を款別に一覧表にし

まして前年度と比較した表でございます。施政方針等でこちらにつきましては説明させて

いただきましたので省略をさせていただきたいと思います。次の 4 ページをお願いしたい

と思います。一般会計当初予算款別内訳（歳入）でございます。一般会計の歳入を款別、

財源の性質別に分けた表でございます。毎年経常的にあります収入で使い道が限定されな

い経常一般財源でございますけれども今年度予算での経常一般財源は 59 億 5,153 万 4,000
円となってございまして前年度に比べ 1.5％の増と、ほぼ同規模になってございます。次に

5 ページをご覧ください。平成 31 年の一般会計当初予算予算性質別内訳（歳出）でござい

ます。こちらは今度は歳出を性質別に分析した表でございます。1 の人件費は総額で 22 億

3,861 万 6,000 円で 1.3％の増となってございますけれども非常勤職員の報酬なども含まれ

ておりますが特に増えた原因は県議会、町議会、参議院選挙等に係るものが増となってき

てございます。2 の物件費でございます。14 億 4,867 万 8,000 円で 15.5％の増となってご

ざいます。こちらにつきましては橋梁の定期点検委託のほか防災行政無線の戸別受信機の

導入や職員用パソコンの更新などにより大幅増となっているものでございます。4 の扶助費

でございます。10 億 6,296 万円でこちら 4.5％の増となってございます。こちらにつきま

しては障害福祉サービス給付費、福祉医療費の増などが主な要因でございます。5 の補助費
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でございます。14 億 8,640 万 9,000 円で 4.2％の減となってございます。こちらにつきま

しては、上伊那広域連合負担金のうちごみ・し尿処理事業費の減が大きなものとなってご

ざいます。11 の普通建設事業費でございます。こちらにつきましては庁舎、ながた荘の空

調設備整備の事業費など大きい事業の終了で大きく減少しているものでございます。以上

が性質別の歳出の説明でございます。続きまして 10 ページをご覧ください。10 ページでご

ざいます。この表は債務負担行為で平成 32 年度以降にわたるものについてまとめた表でご

ざいます。平成 31 年度以降の支出見込額は 1 億 1,216 万 4,000 円となってございまして昨

年に比べ 2,115 万 5,000 円減少している状況でございます。昨年度からは平成 7 年度分の

長野県の西部箕輪土地改良区補助金、長野県の上伊那郡広域水道用水高料金対策費補助金、

南箕輪村の特別養護老人ホーム建設事業負担金の 3 事業が減となってきてございまして、

今年度新たに箕輪西部運動場の指定管理料、箕輪町障がい者地域活動支援センター「みの

わ～れ」の指定管理料、信州みのわ のうさんぶつかこうじょの指定管理料交流施設ぷら

プラ指定管理料の 4 施設を新たに追加したものでございます。また社会福祉総合センター

指定管理料、信州かやの山荘指定管理料、箕輪町ながた自然公園指定管理料の 3 施設につ

きましては補正予算第 3 表の債務負担行為でご説明したとおりでございますけれども本年

10 月の消費税率引き上げに伴いまして 31 年度以降の指定管理料につきまして、その引き上

げ分について増額を加味した金額としてございます。続きまして 11 ページをご覧いただき

たいと思います。11 ページでございます。地方債の平成 29 年度末における現在高と平成

30 年度末、平成 31 年度末における現在高の見込に関する調書でございます。一番下の合計

欄をご覧ください。平成 29 年度末現在高は 94 億 449 万 4,000 円、平成 30 年度末の現在

高見込額は 93 億 397 万 8,000 円となってございまして 1 億 51 万 6,000 円減少する見込み

でございます。また平成 31 年度現在高見込額は 95 億 3,108 万円となってございまして平

成 30 年度末に比べ 2 億 2,710 万 2,000 円増加する見込みでございます。平成 31 年度末に

おける現在高の増加につきましては平成 31年の一般会計予算の詳細に加えまして木下保育

園の用地や学校の空調設備など平成 30 年度から 31 年度への繰り越し事業などにより借入

全体が翌年度になるものが多くなるためでございます。続きまして 12 ページをご覧いただ

きたいと思います。この表は平成 26 年 4 月に消費税率が 5％から 8％に引き上げられたわ

けでございますがその 3％分の引き上げ分は国自治体とも社会保障施策に充てることとさ

れておりまして、町の予算のどの社会保障分野に充てられたかを示した表でございます。

上段にございます歳入市町村交付金の 2 億 736 万円は地方消費税交付金 5 億 1,200 万円の

予算のうち社会保障分として推計される額でございます。歳出社会保障分野は表の左側に

ございますように社会福祉、社会保険、保健衛生でございまして、その分野がさらに細か

く分類されているものでございます。歳出表の右から 2 番目の列がその充当額となってご

ざいまして合計額が社会保障分として推計される額となっているものでございます。以上

が平成 31 年度の一般会計の予算の説明とさせていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑に入りたいと思います。ご質疑ある方

はお願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 56 ページ 19 節の負担金の関係で補助金か、女性の働きやすい環境づく

り補助金、これ 150 万円これをちょっと具体的にこれだけじゃわからないのでどんなこと

が該当するんだということを教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○清水若者・女性活躍推進係長 こちらの補助金につきましては現在要綱のほう審議して

いただいてるところになりますが、具体的には町内の中小企業の事業所に対しまして交付

するものとしておりまして、今想定しているものにつきましては環境の整備ということで、

ハード面の整備に関するものに限定してございます。例えば女性のお手洗いの改修ですと

か、例えば駐車場が夜間勤務の方が暗いだとか区画をもう少し一台停めるスペースを広げ

たいですとか、あと更衣室にベビーカーをしまえるような場所をつくりたいだとか、そう

いったようなハード面での設備投資というものに補助を出していこうというふうに考えて

おります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。小島委員 
○１番 小島委員 ちょっとページを記憶していないのだけど、未来委員会のメンバーが

変わってると思うんですが、どんなメンバーで何人ぐらいとかそれから人数とか、遠方の

方ってどちらからお願いしているのか、それで会議はどのくらい開いているのか未来委員

会のお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 柴宮係長 
○柴宮まちづくり政策係長 未来委員会でございますが現在 12名の委員さんで構成をされ

ているところです。遠方の方、費用弁償の関係ですけども長野市から来ていただいてる方

がいらっしゃいますので、そちらの方にお支払いする旅費です。それから構成ですけども

やはり農業団体からとか、労働組合さんからの推薦いただいた方、それから移住者の方、

それから女性と若い世代で町内で活躍してる方、そういった方から構成されているもので

あります。平成 30 年度におきましては 2 回開催させていただきました。新しい委員さんで

したので 1 回目にいろんな各種計画のご説明を差し上げまして 1 月ちょっと遅れてしまい

ましたが 1 月に平成 29 年度の事業の評価をしていただきました。31 年度におきましては

そういった事業の評価はできれば決算議会の前に行いたいと考えておりましてそれから総

合戦略もどういうふうになっているかまだわからない状況はあるんですけども 2 期目に向

けて戦略をつくってまいりますので、そういった計画に対する助言や意見等ですね、求め

ていきますので 31年度は回数的にはもうちょっと増えていくのかなということで予定して

おります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 多分公募としたと思うんだけど、公募のこちらからお願いした方やら

あるいは応募のあった方の比率というのはどれくらいあります。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 柴宮係長 
○柴宮まちづくり政策係長 公募をいたしましたが、ちょっとお願いできるような方の応

募をいただけなかったものですからこちらからお声かけをしまして引き受けていただいて

いる方が全てです。 
○１番 小島委員 もう 1 個いい。女性がどのくらいいます。女性もいるよね、当然。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 柴宮係長 
○柴宮まちづくり政策係長 女性の方は 3 人だったかと思います。 
○１番 小島委員 分かりました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。浦野委員 
○８番 浦野委員 今のものに関連して、長野からの費用弁償という方はどのような関係

の方ですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 柴宮係長 
○柴宮まちづくり政策係長 すみません、今名簿が手元にないのでいけないんですけども、

農協の関連する団体の役員の方です。町内ですね、今長野市にお勤めですけども町内に住

所をお持ちの方にお願いしています。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますでしょうか。荻原委員 
○３番 荻原委員 59 ページのですね、移住定住の広告料でこれ 98 万 6,000 円、これどこ

ら辺にどの程度、どんなふうな形でそういった広告を出しておられるのでしょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 大体首都圏をメインターゲットにしておりまして、やは

り今の実績を見ますと東京の寄附が多いもんですから、首都圏をターゲットに雑誌、また

今回ですね SNS を活用させていただいて今広告を打とうと思っております。やっぱり寄附

が一番多いのが 12 月なものですから、その前にはですね、広告をうたせていただいて寄附

を増やしてまいりたいと思っております。以上でございます。途中で変わってしまってす

みません。やっぱり首都圏の方を対象に雑誌だとか同じように SNS の広告をしていきたい

と思っています。すみませんでした。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 いいですか。浦野委員 
○８番 浦野委員 今の寄附の話がでたので 6,100 万ぐらいの収入見込みの中でここの支

出、一番大きなものだと思うけれどようするに委託料で 3,380 万円ぐらいやってますね。

そうすると 5 割以上が結果的には、それから今も広告料なんて話も出たのですが結構かか

っちゃってるというようなことで自治体によっては自らやると、委託をしないで。それに

よって要するに町内のものはよくわかってるし、それを発送するような形でやることによ

ってそのいわゆる本当の純然たる使えるお金ていうのが出てるってことをちょっとどこだ

か忘れたんですけどそういう自治体もあるということですが、そんなようなことのもう最

初にしちゃったからもうそのままだというのではなくて検討とかそういうふうになってい

るかどうかその辺をお聞きします。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 来年度の予算を策定するにあたりまして検討させていた

だきました。ただですね、件数が今年でいいますと 2 月末現在で 4,178 件の寄附がござい

ました。それに対して実際に返礼品を送ったりですね、受領証明書を郵送するというと、

かなり職員の負担が大きいのかなということで今回委託をさせていただいてそちらの方対

応したいということで予算の方要求させていただきました。先ほど浦野委員さんのご質問

あったように 5 割超えてますが、返礼品につきましては 3 割以内というような総務省から

の通知も出ておりますので 3 割以内に抑えまして送料だとか、先ほども説明したようにポ

ータルサイトの運営等にかかります経費でございます。 
○８番 浦野委員 私も本当に記憶の中だもんでいけないんだけど村かな、村だったよう

な気がするんですがうちのもちろん町より小さいんだけど結構たくさん何千万という収入

を挙げているところでそれやってるところもあると、件数はちょっと知らないんだけどそ

うですね、要は実際の実入りが少ないと意味がないような気がするんですがその辺も引き

続きまたね、良い方法があったらお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。いいですか、移住定住の非常勤職

員報酬って 192 万ってなってるんだけど、他の所見ていると非常勤職員報酬って 180 万っ

ていうのが一般的にうんと多いんだけれどもこれってなにか決まっているのか。鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 各非常勤職員さんで報酬額は決まっておりましてうちで

いうと移住アドバイザーにつきましてこの単価でってことで決まって予算の方を計上させ

ていただく、ただまた移住アドバイザーさんと事務とは単価がまた違かったりしてります

ので、金額はそこらへん若干違うとこあります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 アドバイザーさんとこの事務が違うのはいいんだけ

れど同じような他の課っていうのところの非常勤職員報酬って多分事務で雇ってると思う

んですけれども 180 万ってうんと多いんだよね。なんで 192 万になるのってそういう意味

なんだけれども。だからアドバイザーと比較してとか、そういうことじゃないんですよ。

これ見ていくと非常勤職員報酬って 180 万って書いてある費目が一番多いんですよ。180
万の場合そうだと思ったけれども。鈴木係長 
○鈴木みのわの魅力発信室係長 すみません、180 万の根拠までは私たちの方は分からない

ところもあるんですが人事係の方でですね、いろんな業務だとかいろいろ経験値等も含め

てで単価の方を設定していただいてると思います。なぜそこが一番多いっていうのはすみ

ません。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○毛利企画振興課長 180 万円ですと月額が 15 万円でございます。192 万円だと 16 万円

なんですけども非常勤の職員のいわゆる報酬なんですけれども、3 年以上と以下で単価が違

っておりまして、3 年以上の職員を想定しているということになっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 分かりました。他にございますでしょうか。よろし
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いですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。それでは討論はございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町

一般会計予算の企画振興課分についてを採決いたします。本案は原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。それでは本案は原案のとおり

決するものといたします。ちょっと休憩入れますか。 
○毛利企画振興課長 「みのわ～れ」の実績を。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 そうですか、それまで全部終わってからにします。

高橋係長 
○高橋企画振興課長補佐兼財政係長 先ほどすみません、ご質問いただきました「みのわ

～れ」の運営の委託料でございます。それぞれ単年でというお話でしたのですみませんで

した。ちょっと今調べさせていただきましたが、平成 30 年度につきましては 868 万 4,000
円、これ 1 年間分でございます。31 年度当初はですね、876 万 4,000 円ということで計上

してございます。ほとんどそこは変わらないです。はい。それで加工所とそれとぷらプラ

ですね、そちらの過去との比較の内訳ということで、こちらの担当というかですね、直接

管理してる係にお願いしたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長聞いてはいる？中身は。 
○土岐未来農戦略係長 概ねお聞きしております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 あえて申し上げますけれども議案第 1 号の資料の方

ですね。のうさんぶつかこうじょ、それから交流施設ぷらプラなんだけれどもこれ説明の

中では指定管理料というのはここの指定期間分のものだという説明があったわけです。そ

うするとのうさんぶつかこうじょは約 1 年間、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日 1 年間で 295
万と 35 万を前回までは払ってたと、1 年間で 320 万くらいを、それに対して今度は 3 年間

で 220万 8,000円ってことで一挙に 800万くらい近く下がってる、これはどういう訳かと、

こういうことの質問でございます。土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 今回指定管理料で見直しを行いました背景にはこれまで株式会社

みのわ振興公社の方で請け負っていただきました指定管理かこうじょ及びぷらプラにつき

まして、かこうじょの利用につきましては昨年の 11 月末でですね、振興公社の利用が停止

したものですから新たに利用者を募集しましたところみのわ加工株式会社様という、駒ケ

根すずらん牛乳の 100％出資の子会社でございますがそちらの方で受けていただく見込み

がつきました。かこうじょにつきましては指定管理者と利用者が別といようなことでござ

いまして管理をする公社と利用するみのわ加工というのが今現在の状態でございます。今
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回お計らいさせていただいておりますのは 4 月 1 日以降の形につきまして指定管理者の募

集につきまして新たに行いましたところ、そちらについてもみのわ加工で受けたいという

話がございましたので 4 月 1 日以降は指定管理者、利用者ともにみのわ加工という形での

債務負担をご相談してるものでございます。ではその内訳の費用について申し上げます。

295 万円がかこうじょ、35 万円が交流施設ぷらプラということで、これまでは指定管理を

公社にお願いしてまいりました。ちょっと分けて申し上げますけれども、まずかこうじょ

の方からご説明申し上げます。今回内訳といたしますと、かこうじょの方につきましては

お渡ししてる資料、すみません、ご覧いただきたいのですがみのわ加工株式会社指定管理

料予算書という縦の表ございます。そちらの方が 4 月 1 日以降にみのわ加工様で受けてい

ただくかこうじょ及びぷらプラについての見積書でございましてこれがイコール今回債務

負担としてご相談する金額でございます。一方参考にもう 1 枚おつけいたしましたけれど

もそちらの横の表につきましては急いで作ったもので汚くて申しわけないんですけれども

のうさんぶつかこうじょ及びぷらプラのこれまでの指定管理料として支払う内訳でござい

ます。何が変わったのかという点でございますけれども、では横のこれまでの表の方をご

覧いただきながらお願いしたいと思います。のうさんぶつかこうじょにつきましては、基

本的に条例で町の農産物を使った加工等を行うことが主な目的として定められておりまし

てそういったことについての利用の目的というのは今回みのわ加工になっても変わりませ

ん。そういった中、まず管理に要する費用いわゆる建物の維持管理でございますとか水道

等の光熱水費の基本料相当分と申し上げますか、そういったような料金とそれから小さな

修繕ですとかそういったものについてはこれまでも 31 年以降も変わらず予算として、ほぼ

同額を計上しております。今回 31 から支出として落としたのが 1 番上の二つです。外部委

託経費（町政策分）、研究開発費（町政策分）というものがございます。こちらにつきまし

ては振興公社が町の公益要素の会社という形でやっていただく都合上町の都合でですね、

本来の商売とは別の部分で加工してください、特産品をつくってください、そういったも

のをお願いしてきた経過がございましてそういったものに充てる経費として計上していた

ものでございますが、今回純粋な民間企業ということで契約してお願いしてまいることに

なりますとちょっとそういうものがなじんでこないということでそこの相当額か 124 万ほ

どございますけれども、そちらについて落とさせていただきました。残りの費用につきま

しては継続的に申し上げているものでございまして、171 万円、まず支出としてここが落ち

たというのが一つ目でございます。もう 1 点ございまして加工所の利用者につきましては、

本来ですと 1 日当たり 2,940 円の利用料を払わなければいけないということになってござ

いますが振興公社での運営ということでですね、そういったものについては減免しており

ました。年末年始を除く 359 日分につきまして、2,940 円というものが今度新しい業者には

かかってまいりますのでその分が収入として見込まれます。そういったものを差し引きい

たしますとかこうじょの方につきましてはちょっと合算しててわかりにくいんですけれど

も 122 万 3,000 円ということが今回の出入りということになってまいります。それでお答
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えになっていますか。つまりそういうふうに計算したということなんですが。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 わかりました。その約 800 万くらいになるの、それ

で。 
○土岐未来農戦略係長 出の方ですので 120 万ずつ 3 年落としますよね、360 万です。そ

れから収入 100 万円で 3 年ありますよねという分、それが約 660 万、670 万円だと思うん

ですがそれプラス後は費用の見直し等行った調整分というようなすごくざっくり申し上げ

ておりますけどそういうようなイメージでございます。大所は説明がつくのかなというと

ころなんですが。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 だそうでございます。よろしいですか。だけどそう

してみると振興公社はすごく楽なことをやってたってことなの。それでもうまく回らなん

だということかい。それでは先ほどの保留にしておりました議案第 1 号であります。ただ

いま土岐係長から指定管理料の前回と今回の差の理由について説明を受けたところですが

他にご質疑はございますでしょうか。浦野委員 
○８番 浦野委員 いずれにしてもそのいわゆるかこうじょの株式会社の方ではそれでで

きると結構でございますということだよね。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 今皆様のお手元にお配りしているものにつきましてはみのわ加工

側がこの値段ならできるという見積もりでいただいたものですので、できるのであろうと

いうことでいきたいと思っています。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。議案第 1 号採決してよろしい

ですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 箕輪町公の施設の指定管理者の指定についてを採決

いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たします。どうもご苦労さまでございました。 
 【企画振興課・みのわ魅力発信室 終了】 

 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 会議を再開いたします。ちょっと冒頭私がちょっと

手違いをしてしまいましたので今回の議事録署名委員ですけれども伊藤委員と荻原委員を

指名しますのでお願いいたします。 
②総務課 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 2 号箕輪町一般会計補正予算（第 9
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号）総務課分についてを議題といたします。課長お願いいたします。 
○中村総務課長 それではお願いします。歳入歳出ともにございますので担当係長からそ

れぞれ説明させますのでよろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 歳入からご説明を申し上げます。補正予算書の 12
ページをお願いいたします。16 款の国庫支出金、2 項の国庫補助金、総務費国庫補助金に

なります。こちらですけれども 125 万 4,000 円の収入増の補正をお願いするものでござい

ます。内訳といたしましては社会保障・税番号制度システム整備補助金といたしまして 275
万 4,000 円、また公衆無線ラン環境整備支援費補助金といたしましてこちらは 150 万円減

額するものでございます。社会保障・税番号制度システム整備費補助金でございます。こ

ちらは 9 月に 388 万 8,000 円ということで補正を（聴取不能）それでは 12 ページの国庫支

出金でございます。2 項 2 目の総務費国庫補助金でございますけれども、こちら社会保障税

番号制度システム整備補助金の関係で 275 万 4,000 円の収入増を補正でお願いするもので

ございます。この内容は 9 月に 388 万 8,000 円補正にて計上させていただいたものでござ

いますけれども、上伊那広域連合がさらにマイナンバーカードの記載事項の充実にかかる

企画開発を行うということで増額するものでございます。また、公衆無線 LAN 環境整備支

援事業費等の補助金でございますけれどもこちらは150万円を減額するものでございます。

こちらは対象事業費の減に伴うものでございます。詳細につきましては後ほど支出のとこ

ろで説明をさせていただきたいと思います。差し引き 125 万 4,000 円の収入増を補正にて

お願いするものでございます。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きまして 14 ページの方お願いいたします。17 款 県支

出金でございます。総務費委託金としまして選挙費委託金 21 万 1,000 円の増でございます。

こちらの方長野県知事選挙が委託金が確定しまして増額になるということで 21 万 1,000 円

増額するものでございます。それでは引き続き今度歳出の方へいきまして 20 ページをお願

いします。0201 一般管理費でございます。役務費としまして 20 万円これは電話の使用料

がちょっと増額になりまして 20 万円、それから委託料としまして法律相談委託料、これ顧

問弁護士への委託が増えましたので 64 万 8,000 円増、それから負担金の方は広域連合負担

金が減額になりますので 1,331 万 5,000 円の減ということでございます。それから続きま

して 0202 庁舎管理費でございます。こちらの方 11 の需用費としまして、まず庁舎 1 階窓

口増設用消耗品ということで 58 万 1,000 円でございますが、こちらのほう備品の方もその

後 18 の備品購入費の方に出てまいりますけども 1階の特に福祉課のあたりの相談窓口がで

すね、総合窓口の住民票とかの交付する窓口と背中合わせになっておりまして、やはり個

人情報というかプライバシーのところがなかなか守りづらいという環境で少しでもちょっ

と改善したいということで、今回補正させていただきまして何とか 4 月からは少しでもプ

ライバシーを保護できるような形をつくりたいと思っていますのでよろしくお願いします。

それから続けて燃料費でございまして、105 万 9,000 円の減、それから高熱水費としてこれ
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電気料になりますが 76 万 1,000 円の増ということでございます。こちらの方はエアコン改

修に伴いましての入れ替わりと言いってはなんですけども灯油の方が不要になり電気料の

方は増額になるというような形でございます。それから 06 の修繕料でございまして 51 万

円、これも先ほどの関連での増額。あとは I・U ターンの係が下へおりるという関連もあり

ましてこちらの方あわせて盛らせていただいております。それから 18 の備品購入費は 521
万 4,000 円で先ほどの 1 階の窓口分と講堂の会議机ですが大変古くなってきたりですとか、

あと最近女性の会議の出席の時に前が開けっぱなしという、そういう部分も配慮する必要

性がやはり出てきたのでこの際入れ替えたいということで増額補正をさせていただいてお

ります。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 引き続きまして0211情報通信センター事業費でご

ざいます。こちら需用費光熱水費としまして電気料の 30 万円の補正をお願いするものでご

ざいます。ぎりぎりの計上であったところに加えましてこの夏暑かったこともございまし

て電気代の増額をお願いするものでございます。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きまして次のページ 21 ページでございます。0220 文

書広報費でございまして 12 の役務費、通信運搬費 42 万 4,000 円の増でございます。こち

らの方郵券料が増額になりますので増をさせていただきたいというものでございます。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 0221 情報化推進費でございます。こちらは先ほど

の国庫補助金収入の減がございましたけれども、その対象工事となります。公衆無線 LAN
の環境整備工事でございますけれどもこちらを 300 万円減額するものでございます。当初

は 600 万円を見込んで予算計上しておりましたけれども、機器の設置工事の仕様の変更を

行いまして、また落札率により減になったというものでございます。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きまして 0255 選挙管理委員会費でございますが、こち

らのほう上伊那広域連合の負担金が確定してまいりましたので 1 万 5,000 円の減、それか

ら 0257 町長選挙費でございますが、こちらの方は無投票となりましたので不用額の減をさ

せていただきたいというものでございます。また次のページ 22 ページでございますが 0261
県知事選挙費でございまして先ほどご説明しました部分で県からくるお金が増額になりま

すのでその部分に係る組替を行って対応するものでございます。続きまして次のページ

0289 経済センサス費でございますが、こちらの方も額の組替を行って対応するものでござ

いまして増減しているものでございます。 
○瀧澤消防防災係長 33 ページをお開きいただきたいと思います。まず 0901 常備消防費

でございますけれども上伊那広域消防への負担金ですが、114 万 1,000 円の減額補正をお願

いするところでございます。続きまして0931防災行政無線の管理費でございますけれども、

光熱費の電気料の増ということで 10 万円の増の補正をよろしくお願いしたいと思います。

合わせて 0932 の住宅建築耐震改修事業費ございますけど、こちらの補助金の対象が減とな

ったということで 200 万円の減額ということでお願いをいたします。 
○中村総務課長 補正予算の説明については以上でございます。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質疑ある方

お願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 20 ページ法律相談の委託料が増ということですが、委託料はその年間

いくらでなくて、単価なんです。1 件いくらとかそういうことですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○中村総務課長 この法律相談の委託料につきましては月額定例といいますか、簡単な相

談については定額でお支払いしておりまして特別重い案件につきましては別途料金がかか

るということで、それは少し今回何回かあったということで予算足りなくなってしまった

というものでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 今のその月額って決まってる額は幾らなの。 
○中村総務課長 月額 5 万円でお願いしております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 64 万 8,000 円あれするのはそのいわゆるで別途の枠

だけどだけでこれ何件くらいあるんですか。課長 
○中村総務課長 例えばですね、内容が深くなるものについては 20万くらいかかるんです。

それで継続的にさらにこう伸びてきますとさらに追加ということもありましてそういうも

のが今年 3 件だったかあった思うんですが、まだこれから 3 月にもそういうことが発生す

る可能性もあるということで今回補正をお願いしております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 5 万円というと全部で 60 万だよね、定額よりこれどんと増えてという

ことだと思いますが、1 件気にかかるのは弁護士さんから個人的なところに移ってまたこう

いう相談については全部こっちでみてやるのか、あるいは個人にも請求されるのかそうい

うことはないか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○中村総務課長 個人的なものにつきましては当然個人の方にかかります。ですのであく

までも組織として相談を受けるものについてでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますでしょうか。下原委員 
○６番 下原委員 支出の 33 ページの 0932 の住宅建築物耐震改修事業費というのがです

ね、補正前の金額が 344 万 8,000 円で補正でマイナス 200 万円だというふうになると、こ

れはそんなに申し入れがなかったというふうに解釈しないといけないのか、何か大きなこ

とが出来ないでやってきたのかということをお尋ねしたいんですが。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 瀧澤係長 
○瀧澤消防防災係長 ここの件に関しての事業主体が建設課で行ってることなのでしっか

り内容は把握していないんですけれど、実際に申請がなかったと。 
○６番 下原委員 建設課で聞いてくれとこういうことでいいわけですね。もう一つよろ

しいですか。今度は金額が少ないんでけども常備消防費っていうものがマイナスになって

くるっていうことは普通は、この程度は普通なのかもしれないけど、110 万円くらいは総合
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的には 2 億数 1,000 万円を動かしてるお金の中で年百数十万円のお金は普通なのかも知ら

ないけれども、こういうもの俺が今言うような普通なのか、それとも今期というか今の時

点では珍しいことなのか、どうなのか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 瀧澤係長 
○瀧澤消防防災係長 おそらくお答えできる立場ではないと思うんですけど、いずれにし

ても広域消防の方で決算されて減額をされた数字をお伝え聞いてこちらの方の負担金も減

ってきたということですので、ちょっと細かい内容まではちょっと。 
○６番 下原委員 今後少なくすればいい。それは今のは冗談だとしてとってもらいたい

んだけど、要するにそういうことがわかるような担当が瀧澤さんではないにしてもそうい

うことがわかるようにしておくってことはその次のことが起きてくるよという意味のこと

を私今申し上げていることですからそれだけ申し上げておきたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。荻原委員 
○３番 荻原委員 お願いします。20 ページの庁舎管理費なんですけれど、さっき川合係

長の方からプライバシーの問題でそこら辺のとこ直したりとかって話なんですけど、まず 1
点はどんなふうなプライバシーをしながらというとなんとなくちょっと自分の中でイメー

ジがわかないものですからその 1 点と、それから庁舎講堂の会議室のテーブルを女性の会

議には替えるということなんですけどもそうすると多分これ全部替えるということだよね。

そうするとあと替えた机っていろいろ処分料だとかかかるような気がするんだけど、そう

いったものはどうなっているのでしょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 まず 1 点目の庁舎の窓口のプライバシーの部分につきま

してはあそこの場所非常に狭い場所でございますが、玄関入って右手のところにある程度

のスペースがありますのでそこのところへ低い当然座って打ち合わせできるようなカウン

ターをつけますが、それに銀行さんにいっていただくとよく分かるんですけど遮へい板み

たいに遮へい的になってるやつを設置するような形で仕切りをつくってそれぞれの個々の

対応をしたいというのが一つ。それともう一つは後ろをどうするかという問題がありまし

て、そこを何とかロールスクリーン、今住民環境課のとこで窓口相談でお客様がいるとき

だけ下げる敷、そのような対応をしてプライバシー保護に努めたいなというふうに考えて

いるところでございます。それから続いて講堂の方の机でございますが、こちらまだまだ

使えるものもたくさんありますのでこちらのほう特に屋外の方で使うケース結構あって今

も講堂から下げたりするので、屋外使用的にまた旧小河内保育園のほう持って行って保管

等したいというふうに考えております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にありますか。浦野委員 
○８番 浦野委員 今のにちょっと関連して遮へい板をやって 1 階のところで区切って遮

へい板をやって後ろスクリーンって確かにプライバシーは守れるんだけどそこから出てき

た人すごく目立つよね。1 番いいというのは本当にあまり一般の人とかいない 2 階の様な所
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の方が、あるいは 1 階の一番隅っことかねそんなような気もするんですが、そういう検討

はどうですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 ご案内のとおりああいった今使用方法になっております。

特に福祉課の関係が高齢者であったりあと車いすの方の利用がありますのでやはり奥まで

行かせるというのがなかなか難点が一つあるかなというのが 1 点、それから実際には税務

課の隣に個室があります。ただ、そこを活用するというケースが、なかなかそこまでお客

さんはやはりご案内してというところの部分でなかなか今現状利用のときにはやはりその

窓口へ来てすぐそこで相談できるという形がどちらかというとお客さん的にはニーズが高

いのかなと、その部分ではできる限りのプライバシー保護に努めたいという対応を考えて

おります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 私も前からそういうところへ座ってるのを見て何かで区切れた方がい

いなと思ってはいたんですが、ただその後ろの方もまた隠しちゃうという、そこまでやる

と、銀行はやってませんよね。そうすると本当に逆に目立つんじゃないかなって思います

のでその点を注意いただきたいなと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 そういったこともありまして、ロールスクリーンにして

ケース・バイ・ケースとだと思うんです。簡単な話のレベルだったら下げる必要もないた

だ、やはりちょっと身内の深刻なお話とかになるとやはり逆にあまり皆さんに見られたく

ないという方もいらっしゃるのでそういった部分は柔軟にケース・バイ・ケースで対応し

ていきたいというふうに考えております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 討論ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 2号 平成 30 年度箕輪町一般会計補

正予算（第 9 号）の総務課分を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議

ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決したものとい

たします。ここで一旦会議を閉じます。休憩をします。再開午後 1 時からでお願いします。

それでは会議を再開いたします。 
 議案第 9 号 箕輪町公益的法人の職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。それでは、説明をお願いいたします。課長 
○中村総務課長 それでは議案第 9 号につきましてお願いしたいと思います。これは土地
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開発公社の解散に伴いまして公益的法人への職員の派遣について定めた条例でございます

が、改正、また条例の整備をするものでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 細部につきましては係長の方から説明させますので

よろしくお願いします。田中係長 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 具体的な説明 2 ページ、新旧対照表で説明をさせてい

ただきたいと思います。現行左側第 2 条の第 1 号に先ほど申し上げました箕輪町土地開発

公社ということで規定しておりましたが、今年度解散認可を受けまして廃止となるもので

ございます。同じく第 6 号でございますが南信農業共済組合ということで規定してありま

すが、こちらにつきましては平成 29 年 4 月 1 日に県内 4 組合が合併いたしまして現在、長

野県農業共済組合ということで活動しておるというものでございましてこの二つにつきま

して、現在存在いたしませんので削除とするものでございます。説明については以上でご

ざいます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質疑ある方

はお願いいたします。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 討論ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。議案第 9 号 箕輪町公益的法人等

への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定について、本案は提案のとおり

決することにご異議ございませんか。  
（「異議なし」の声あり） 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。提案の通り決しました。 
 それでは続きまして議案第 17 号 平成 31 年度一般会計予算、総務課分を議題といたし

ます。説明をお願いいたします。課長 
○中村総務課長 31 年度の当初予算につきましてそれぞれの款にございますのでそれぞれ

説明させますのでよろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 予算説明資料の 18 ページからお願いいたします。それで

は初めに 15 款 使用料及び手数料でございます。0202 の総務手数料でございます。01 の

総務手数料地縁団体証明手数料として、1,000 円でございます。続きまして 21 ページお願

いいたします。16 款 国庫支出金でございまして、一番末尾の 02 総務費委託金でございま

す。自衛官募集事務の委託金で 2 万 5,000 円でございます。続きまして 26 ページをお願い

いたします。17 款 県支出金でございます。03 委託金の 02 総務費委託金で 04 の選挙費委

託金でございます。こちらの方在外選挙人名簿の関係それから県議会議員選挙委託金、そ

れから夏にあります参議院議員の選挙費委託金で総額 2,147 万 8,000 円でございます。続

きましてその下の 05の統計調査費委託金でございますが例年あります国勢調査の準備のた
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めの 20 万円、それから農林業センサスでございまして 270 万円などでございまして計 458
万 8,000 円計上しております。続きまして 34 ページの方お願いいたします。22 款 諸収入

でございます。05 の雑入で 01 雑入でございまして複写機使用料として 5 万円を計上して

ございます。それでは続きまして 36 ページすいませんお願いいたします。同じく 20 の雑

入で 02 で自動販売機電気料 61 万円計上しております。続いて 37 ページでございますが上

から順次説明していきますが、12 の雑入 2 ということで南信交通災害共済取扱事務費 10
万 9,000 円、それから伊那警察署の土地の関係の 137 万 3,000 円。 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 広域連合の人件費等負担金ということで退職手当相当

分ということで収入 1,600 万円を見込んでます。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 以下県民手帳の手数料等ございまして、そちらに記載し

ているところでございます。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 37 ページの下から三つ目になります。0241 交通安

全対策費 80 万円、こちらは交通安全指導員の報酬の交通安全協会からの負担金となりまし

て指導員の基本賃金の 2 分の 1 を収入とするものでございます。80 万円計上してございま

す。 
○瀧澤消防防災係長 41 ページお願い致します。23 款 町債でございますが 09 消防債で

ございます。緊急防災減災の関係で後で支出の方でもお願いするところでありますけれど

も、防火水槽 2 基と消防団の車両の更新第 3 分団の積載車の更新に係る起債ということで

2,550 万円をお願いするところでございます。以上です。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 それでは引き続き歳出の方よろしいでしょうか。それで

は 44 ページからになります。0201 一般管理費でございます。総額 4 億 2,362 万 4,000 円

でございます。主なもののみ説明させていただきます。通常にかかる連絡事務嘱託員長等

の報酬等計上させていただいております。また、45 ページの方に参りまして 11 の需用費で

ございますが 04の印刷製本費の中に来年度受動喫煙防止条例の制定に向けて準備しており

ますが、その関係でのチラシ等の印刷費 24 万 9,000 円計上させていただいております。ま

た、13 の委託料の中にも同じように下から 2 番目ですが、受動喫煙防止看板製作設置委託

料ということで、38 万 3,000 円計上させていただいております。もう 1 点だけちょっと前

後して大変恐縮ですが 12 の役務費でございますが通信運搬費の方が 1,600 万円ほど前年よ

り伸びてますが、こちらの方が 0220 の文書広報費からこちらの方に郵券料の分をこちらに

計上しなおすという形なりますのでそういったことで多くなっております。 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 13 委託料の一番下でございますが、例規整備支援業務

委託料ということで会計年度任用職員制度移行を見据えまして委託料を予算計上させてい

ただいております。31 年 9 月議会には必要な条例等を調定する必要がありまして短期間で

仕上げる必要があるということで委託を検討させていただいております。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きます次のページ 46 ページでございます。19 負担金、

補助及び交付金でございます。上伊那広域連合負担金として 1 億 2,963 万 8,000 円、それ
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から 02 の補助金としまして北部保護司会補助金として 55 万円、こちらの方来年 31 年度箕

輪町で大会が開催されるということになっておりまして例年より 10万円増額してございま

す。続きまして 0202 庁舎管理費でございます。こちらの方 2,011 万 6,000 円でございます。

こちらの方主には 11 の需用費 06 の修繕料でございますがこちらの方を通常の修繕に加え

まして議場のボイラーの定期メンテナンスがありましたり、あとは庁舎の地下室に排水ポ

ンプ等がありそちらの方も更新がございまして、185 万 3,000 円計上してございます。続き

まして次のページ 47 ページでございますが 13 の委託料でございます。この中のこの下か

ら 2 番目でございますが、庁舎西側桜枝おろし委託料ということで 82 万 2,000 円計上させ

ていただいております。かなり歩道車道部分にかなり出てしまっている部分が多くなって

まいりましたので整理をしたいということで計上させていただいております。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 その下の0203防犯推進事業費でございます。1,028
万 4,000 円を計上させていただきました。前年度比 448 万 9,000 円の増でございますけれ

ども主な要因申し上げます。まず、報酬でございますけれども安全安心パトロール隊員、

非常勤でございますけれども 2 名それを半年間の 6 ヶ月の計上ということで 170 万計上さ

せていただいております。共済費は非常勤職員の社会保険料、雇用保険料等でございます。

報償費でございますけれども安全安心な日の集いの講師謝礼ということで 30万円を計上し

てございまして、こちら東京大学の大学院の片田教師を予定してございます。5 月 24 日に

安全安心の日の集い計画してございますので、よろしくお願いいたします。おめくりいた

だきまして 48 ページに参ります。委託料でございますけれどもこちらセーフコミュニティ

関連の委託料といたしまして 188 万 2,000 円計上してございます。JSC と後信大に委託を

しているわけですが 31年度はセーフコミュニティアンケートを行うということで信大への

委託料が若干増大しております。工事請負費でございますけれども 38 万 1,000 円を計上さ

せていただきました。防犯カメラの設置工事ということで 1 基みのわ天竜公園への設置を

計画してございます。備品購入費でございますけれども 211 万 7,000 人、これは安全安心

パトロール車ということで軽自動車ハイブリッド仕様のものに対しまして、青色回転灯、

スピーカー等設置を予定してございます。19 の負担金、補助及び交付金でございますけれ

どもこの中で補助金の部分でございますけれども一番下セーフコミュニティ活動推進補助

金ということで 140 万円計上させていただいております。30 年の 1 月に大出が設立されま

して 7 地区となっております。7 地区掛ける 20 万円で 140 万円計上させていただいており

ます。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 引き続き 0204 の公用自動車管理費でございます。通常の

管理費の計上とあわせて 14 の使用料及び賃借料のところの公用車 1 台基準ですね古くなっ

てるものがありますので更新を計上しております。 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 0205 職員研修費の説明をいたします。今年度、前年度

に比較して 72 万円の減額となっております。主な要因といたしましては、旅費でございま

すがこちらで 66 万 8,000 円の減額となっておりまして、理由といたしましては実績を考慮
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した金額というふうになっております。続きまして 0206 職員福利厚生費でございます。対

前年 15 万 8,000 円の増となっております。主な要因といたしましては需用費でございます

けれども職員貸与被服費ということで昨年に引き続きまして作業着のデザインを変更して

おることによるもので 14 万 2,000 円の増となっているものでございます。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 おめくりいただきまして 50 ページでございます。一番上

の 0208、物品等集中管理費でございまして 397 万円計上させていただいております。次の

0209 集会施設建設事業費でございます。1,852 万 7,000 円ということって前年度より 1,133
万 9,000 円の増になっておりますがこちらにつきましては松島春日町ですね、新築が集会

施設新築が 1 件ございます。そのほか合わせて計 21 件の要望いただいておりましてそちら

を計上させていただいております。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 0211 情報通信センター事業費でございます。こち

らは施設に関する維持管理の費用になります。314 万 4,000 円計上させていただきまして前

年度比 60 万 8,000 円の増でございます。主な増加の要因と指摘いたしましては需用費にな

りますけれども燃料費軽油 100 リットル分を非常用電源の燃料ということで計上いたしま

した。また光熱水費としまして電気代を前年度比 32 万 9,000 円多く計上させていただいて

おります。また修繕費も皆増ということで 20 万円計上させていただいております。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きまして、次のページ 51 ページでございます。0212
交流推進費でございますけれどもこちらの方主に外国人の相談員の人件費等を計上させて

いただいておりまして、また監査等でもご指摘いただいてます報酬の方を見直して増額し

て計上してございます。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 52 ページをお願いいたします。0221 情報化推進費

7,077 万 4,000 円に計上させていただいておりまして前年度比 1,143 万 4,000 円の増でござ

います。内訳といたしまして報酬これにつきましては情報技術の関係で非常勤職員 1 名週 3
日ですけれども 89 万 7,000 円、需用費に参りまして修繕費としまして 195 万 8,000 円を計

上させていただいておりますが、このうちの 145 万 8,000 円は地域イントラネット光ケー

ブルの修繕ということで八乙女から長田へのライン 2 本のうちの 1 本に不具合がでまして、

不具合の箇所が特定できましたので対処をさせていただきたいと思います。延長が 436m に

なります。委託料でございますけれども 3,832 万 6,000 円ということで、その中で庁舎内

の情報通信ネットワーク運用支援補修業務委託でございますけれども 2,760 万 5,000 円、

こちらは常駐による支援と機器の保守になりますがこちらにつきましては前年度比 160 万

円ほど減額となってございます。情報通信ネットワーク関連機器業務委託料といたしまし

て 674 万 3,000 円計上させていただいております。これも前年度にしますと 255 万 3,000
円ほど少なくなっているわけですけれども、Windows サーバー2008 のサポートが 2020 年

の 1 月にサポート終了するということでサーバーの入れ替えになります。委託料の一番下

にまいりましてWindowsサポート終了対応教務委託料ということでこちらも同じ内容にな

りますけれども、新クライアントの OS のバージョンアップをしなければいけないというこ
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とで Windows サーバー2008 を Windows サーバー2016 にアップデートするということで

216 万 6,000 円計上してございます。使用料及び賃借料でございますけれども 739 万 8,000
円でございますがこのうち大半を占めますのは新クライアントサーバのリース料でござい

まして 5 年リースの 4 年目となります。617 万 7,000 円でございます。18 の備品購入費に

参りますけれども 1,385 万 3,000 円でございます。すべてパソコンの購入でございますけ

れども先ほど来お話ししておりますWindowsの関係でサポートが終了をするということで、

庁舎内の Windows7 のサポートが終了になりますのでパソコンの更新をするものでござい

ます。60 台のパソコンを庁舎内、庁舎外含めて更新を計画してございます。53 ページまい

りまして負担金、補助及び交付金の関係でございます。負担金で 692 万 7,000 円計上させ

ていただいておりますけれども中間サーバー・プラットフォーム負担金ということで 531
万 3,000 円計上させていただいております。これ地方公共団体情報システム機構へお支払

いしますマイナンバーの情報連携に係る国の負担金となりまして昨年よりも 330 万円ほど

増加となってございます。以上です。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きまして 1 枚おめくりいただきまして 54 ページでござ

います。0232 財産管理費でございます。12 の役務費としまして 06 保険料でございますが、

建物共済保険料、総合賠償補償保険料として 1,000 万 2,000 円計上させていただいており

ます。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 60 ページでございます。60 ページの中ほど 0241
交通安全対策費でございます。2,401 万 7,000 円計上してございます前年度比 28 万 8,000
円の減でございます。主なものといたしまして需要費でございますけれども消耗品でござ

います夜光反射材等 30 年度 200 万円計上して啓発の方行ったわけですけれども、引き続き

31年度は新入学中学生や公共施設の貸し出しを補充するということで16万2,000円ほど計

上してございます。61 ページ一番上工事請負費にまいりまして 1,608 万 9,000 円計上して

ございます。防犯外灯設置工事これは区要望がございました 44 箇所のほかに政策といたし

まして追加で設置をしていくもの、70 ヵ所を加えまして合計 114 基を計画しております。

これが 975 万 2,000 円ほど計上してございます。続きまして交通安全対策工事でございま

すけれども、こちらはカーブミラーの区要望これが 43 箇所ございました。そのほかに看板

の設置要望 55 カ所、その他にカラーの舗装で注意喚起を促すものこれを 3 箇所予定してご

ざいます。最後 19の負担金、補助及び交付金で運転免許証自主返納の交付金でございます。

前年度と同額の 100 万円計上させていただいております。今年度 30 年度は 4 月から返納分

から交付対象となったわけですけれども、本日現在 75 件ございまして、100 件ほどが見込

まれるということで計上させていただいております。以上です。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 続きまして 66 ページをお願いいたします。選挙の関係な

ります。0255 選挙管理委員会費から入りまして委員さんの報酬等から始まりまして 0256
は通常の選挙啓発の関係、それから 0258 が町議会議員選挙費ということで計上させていた

だいております。1 枚おめくりいただきまして 68 ページでございます。13 の委託料、それ
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から 14 の使用料及び賃借料の方に載っておりますが、投票用紙読取分類機調整委託料、ま

た分類機の使用料ということで初めて計上させていただきました。こちらの方そのあとの

県議会議員の方からも出てきますけども今回の県議選から今まで迅速に開票して正確性を

大きな目ってまいりましたけれども、やはり人員体制等もどんどん変わってまいりました。

また働き方改革ではございませんが職員も、長時間労働に付すという時間が大変長くなっ

ておりますのでこういったことを改善するために機械で投票用紙を読み取る機械がござい

ましてかなり精度も上がってきたということでここで導入というかリースにしたいという

ことで初めて計上させていただいているものでございます。それから 0259 の財産区議会議

員選挙費は 9 財産区で改選の予定でございますので計上させていただいております。0262
県議会議員選挙費でございますが 30年にも計上してますが 880万円計上させていただいて

おります。それからおめくりいただきまして 70 ページでございますけれども 0264 参議院

議員選挙費でございまして必要な経費を計上させていただいております。続きまして 71 ペ

ージでございますが、こちらの方は 0268 一般統計調査費として計上させていただきまして

また 72 ページの方はこれが来年度一番大きな調査なりますが 0269 ということで農林業セ

ンサス費 271 万円それから国勢調査の準備に入ります 0270 で 20 万 2,000 円そのほか通常

の調査がありまして次のページ 73 ページでございますが 0282 全国家計構造調査費という

ことで 97 万 1,000 円計上させていただいております。 
○瀧澤消防防災係長 おめくりをいただきまして 131 ページからお願いいたします、消防

費になります。131 ページ 0901 常備消防費ですが、広域連合への負担金ということで 2 億

4,514 万 7,000 円の計上をさせていただいております。続いて 0910 非常備消防であります

けれども前年度比で 93 万円増加になっているところでございますが、主な要因は消防団員

の報酬 08 の報償費になります。今年度退団予定者 31 名分が計上されておりまして、この

分が増加の要因となっております。続いて 0911 消防団費でございますけれども総額で

2,931 万 6,000 円ということでお願いをしております。若干の減額ということでございます

けれども、主な要因は需用費の消防団車両の修繕費を若干低く見積もってございます。ペ

ージが 132 ページに飛んでおりますが 0920 消防施設管理費でございますけれども総額で

4,712万円で前年度比 2,981万 1,000円の増でございますが先ほど収入でもご説明したとこ

ろになろうかと思いますけれども主だったところが次のページ、0921 の消防施設建設事業

費でございます。この部分が増額の要因となってございます。大きな増額の部分でござい

ますけれども 15 の工事請負費でございますけれども、耐震性貯水槽の設置工事ということ

で木下南城と福与への 2 箇所での防火水槽の設置を予定してございます。続いて 18 の備品

購入費でございますが消防団の積載車ということで車両の更新事業に伴いまして第 3 分団

の積載車の更新を行うということで 1,011 万 3,000 円を計上させていただいております。続

きまして下の段にいきまして 0930 災害対策費でございますけれども総額で 4,190 万 7,000
円でございますが主だった増額の要因でございますけれども0930の災害対策費の中の需用

費のまず 01 消耗品費ということで 161 万 5,000 円を計上させていただいております。これ
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につきましては非常用の備蓄資機材ということで今年度から簡易トイレとそれに付随する

テントをそれぞれの備蓄倉庫に備蓄をしてくという計画で来年度まず 30 基の購入をして、

それぞれの備蓄倉庫に備蓄していくという予定になっております。それからその下段の 04
の印刷製本費でございますが防災ハザードマップの印刷費ということで 85 万 4,000 円を計

上させていただきましてハザードマップが現在 100 年に一遍の洪水に対応するというハザ

ードマップになっているわけですけれども国土交通省の方で 1,000 年に一遍の災害による

浸水想定図が出ておりますので、そちらの方に変更になるハザードマップの更新というこ

とで作成を予定しております。でき上がった際には全戸に配布をするという予定でおりま

す。ページをおめくりいただきまして続いて 0931 の防災行政無線管理費でございますが総

額で 3,166 万 5,000 円、前年度比 1,344 万 4,000 円でございますが大きな増額の要因につ

きましては 18 の備品購入費になります。防災無線の個別受信機の整備計画をいたしており

ます。来年度まず 200 台の個別受信機を整備しまず高齢者の方々への配布を考えておりま

す。200 台を整備してまいります。続いて次のページ 135 ページですけれども防災推進事

業費につきましては 222 万 9,000 円ということで、AED の消耗品ですとか、リース料、後

負担金補助金の関係で自主防災組織の育成事業ということで例年とおり、15 区への自主防

災組織最高額 10 万円の補助金でございますけどもその事業を継続してまいります。以上に

なります。 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 続きまして人件費についてご説明いたします。午前中 1
枚ものでお配りしましたものに沿って説明させていただきたいと思います。給与費明細で

はそれぞれ会計別になっておりますけれども、こちら合計ということで一括して説明させ

ていただきたいと思います。まず一番上段でございますが職員数でございます。合計で今

年度 215 人ということで、1 名減というふうになっております。職員の構成等移動につきま

しては右に書いてあるとおりでございますが正規職員 200 人、再任用フルで 9 人、再任用

パート 6 人ということでございます。派遣等についてはこの中の数字には含まれておりま

せん。退職者、採用者につきましてはこちらの括弧書きに書いてあるところでございます。

育児休業今現在取得しているものも多いんですけれども、5 月になりますと復帰するという

ところも見込んでございます。給料でございますが 445 万 3,000 円の増という形になって

おります。主な要因といたしましては給与改定によるもの、昇給に伴うもの、職員の退職・

採用に伴うもの、職員の異動等によるものでございます。手当につきましては 774 万 4,000
円の増というふうになっております。先ほどの要因に加えまして各種選挙が実施されるこ

とによります特殊勤務手当の増ということで見込んでございます。合計ですけれども 1,007
万 7,000 円の増という形でございます。人件費につきましては以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 31 年度一般会計総務課分につきまして説明は以上で

ございます。いいですか。説明は以上のとおりでございます。質疑を行いたいと思います。

ご質問ある方はお願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 消防費が相対的にいうと 5,100 万ぐらいこれ増えているんですがだい
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たい今増えた要因とかは教えていただいたのですが大会参加、上伊那の大会とかそういう

ことにより減額となるようなことはないのか。今までどこに入っていたかその大会の費用

がわからん。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 滝澤係長 
○瀧澤消防防災係長 まず消防団への交付金の関係になりますのでページ 131 ページから

になりますけども 0911 消防団費、続いて 132 ページの負担金、補助及び交付金というとこ

ろに係わってございます。この中で明確に大会参加という名目にはなっていないわけです

けれどもそれぞれの活動費というところでそれぞれ賄っている部分について参加に必要が

なければ執行されないという形になるかと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 ということはそれも含んで予算立てをしているということだね、決ま

ったのが後になっているから。 
○瀧澤消防防災係長 そういうことでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。小島委員 
○１番 小島委員 47 ページだったかな、パトロールのこれ 2 名だか非常勤を雇ってとい

うことなんだけど説明では私が聞き間違えたか、6 ヶ月とか言っていたが、1 年通すという

ことはなくて、もうちょっと詳しくお願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 車を新年度になりましてから購入調達に、特別仕

様になりますので時間がかかるということもございますし、何分にも初めての事業になり

ますので幾つかの先進地等もございます。どういった形でどういったパトロールにすると

いう具体的なものについてですね、検討しながら 10 月を目途に設立できればということで

検討しております。 
○１番 小島委員 分かりました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。下原委員 
○６番 下原委員 ページ 61ページですけど防犯外灯の設置工事と交通安全対策工事費と

44 プラス 70 の 114 ヶ所を計画しているということだが、これは今年度はその部分これで

完了でしょうか。今までの分も含めてね。だからもし今年だけではなくするんなら来年度

こんな予定をしますよとかいうようなことがお分かりいただければありがたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 まず 30 年度、今年度でございますけれども今年度

は区要望によるものが 51 基ございましてこれをすべて実施いたしました。そのほかに政策

的に、暗いところにっていうものを 103 基設置をしてきたところでございます。来年度に

つきましては 114 基ということでございますけど区要望はもちろん区からの要望について

は全カ所施工を予定してございます。政策分のところについて 70 箇所ということで落ちて

いるのがですね、今年平成 30 年度は、電柱につけれるところを優先いたしました。なるべ
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く早くつくように来年度につきましてはどうしても電柱につけられないような必要なとこ

ろということで柱を立てなければいけないということで基数が 30年度とほぼ同規模の金額

で見込んでいるんですけれども、どうしても基数は伸びないと、それで翌年、3 カ年で一応

考えてございまして 32年度におきましても継続実施をしていくわけですがバイパスの関係

でしょうか、バイパスの歩道がまだ 31 年度の実施だけでは全てがカバーできないと考えて

おりますが、その沢の方の 4 車線化といいますかそこのところがどうしても見えないもん

ですからその辺先送りにして木下松島のところを中心に設置を検討しているところでござ

います。32 年度実際にどこにというところまでは計画ができてはおりません。31 年度につ

きましてはこの辺にというところで図面に落としたものはございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 小林係長がいわれるように 31 年、32 年そうするとほぼ計画どおりに

32 年度で完了するというふうに理解してよろしいですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 完了というのがどのレベルをもって完了というか

というところでございますけれども。 
○６番 下原委員 町が計画しているものに対してどうですかというそういう質問です。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 実は平成 30 年度、今年度ですけれども各区にです

ね、政策的に皆様からご要望いただいた他に追加で設置をしていきたいということで区長

の皆様に説明させていただいて、追加の要望を出していただきました。それにつきまして

はほぼ 30 年と 31 年度で完了いたします。一つの地区ですねかなり数がまとまって出てき

たものですから 1 年度でやると非常にあのバイパスの方についていかないもんですから来

年度、32 年度までに要望をいただいたものについてはすべて完了をいたします。その他に

どこに必要かということにつきましてはまた住宅ができてくれば、必要なところもできて

くるでしょうし今竣工したばかりですけれどもこの状況を見てまた皆様のご意見いただい

て必要なところがあるのかどうかという議論になろうかと考えております。 
○６番 下原委員 防犯灯に限っていうわけではないんだけど、私夜出歩くんで分かりや

すく言うとながたの湯に行った帰りなんか暗くて、学童の衆たちが反射材をつけたつける

かというと必ずしもそうじゃないんだよ、非常に危険を感じる時が何回かありますので学

童歩道といえども、そういう部分の事を心配して私は言っているので、私はたまたま西側

の話をしているので東側でもどこでも同じようにあると思う、学童クラブばかりではなく

結構歩く人ウォーキングする人たちが結構いて、いろいろするものだから完了かこういう

予定か、そうじゃなくて完了ではなくて必要に応じて今後も引き続き防犯灯の設置はして

いくという理解をしてよろしいですね。何年でおしまいでは無いですね。念おしをしてお

きます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○中村総務課長 おっしゃるとおりでございまして街灯のプロジェクトといいますかにつ
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きまして 3 年ということで集中的にやっておりますが引き続いて暗い通学路とかそういう

ところにつきましては引き続き行っていく予定でございます。 
○６番 下原委員 そうですか。ぜひそうしてください。私のこれに対する質問は終わり

ます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。小島委員 
○１番 小島委員 防火水槽 2 基ということで木下と福与木下は南城前から要望があった

んだと思うけど、福与は場所がちょっとよく分からないけどどうかということと去年、今

年かな、申請したら許可をもらえなんでできなんだということもあるけれどこれは計画は

するけどまだこれから出してみないと分からんということなのか、ある程度確定的なもの

なのか、そこら辺はどうですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 滝澤係長 
○瀧澤消防防災係長 防火水槽の予定につきまして今議員さんおっしゃられたように、1 基

目は木下の南城で 2 基目が福与になります。福与の場所ですけれども福与公園ふるさと農

道の方にあります福与公園内に設置を予定しております。両地区ともやはり、以前から要

望がありましたけれども、やはりちょっと補助金の対応を考えていたりというような事情

で予算化されなかったという事情もあったんですけども一応補助金でなく、地方債、町債

を利用して 2 基設置ということで概ね決定しておりますので、来年度実施をしたいと考え

ております。 
○１番 小島委員 分かりました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 音声告知放送、これは今年 200 台ということで 1 人暮らしの老人宅

対象に取りつけていくということでしょうけどこれはいずれだんだんもっと増やしていく

ということで来年あたりもこのことをつけていくあれはあるわけですか。予算では。無線

の方か、それ。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 瀧澤係長 
○瀧澤消防防災係長 200 台設置予定は防災無線の戸別受信機をまず 200 台予定をしてお

りまして音声告知は一応緊急放送対応してるんですけれどもそれとまた別の機械を予定し

ておりましてこれ何年計画ということで一度には財政負担がかかってしまうということで

まず 200 台、で引き続き次の年 200 台と広げていきましてどなたもが戸別受信機もしくは

屋外スピーカーで非常放送が聞き取れるようにということで進めていきたいというふうに

考えているところでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○中村総務課長 防災行政無線につきましては外で聞いて、そして個別受信機については

屋内でということで今年一人暮らし老人とか聞こえにくいところを 200 台今年度予算を計

上しておりますが防災行政無線をこの携帯電話で受信できるというアプリソフトがありま

してそのような導入も含めながらその全世帯に個別受信機を配布するというのは非常に高
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額なものですから、そういうことも含めながらちょっと検討しているところでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 荻原委員 
○３番 荻原委員 庁舎管理費のあれなんですけど非常勤職員報酬のこの電話交換手の

192 万で多分これ失礼だと思うんだけど俺役場へ電話するとき 3 回に 2 回ぐらいは出なく

て総務の誰かが出るようになってるんですよ。多分 1 人だもんでなかなか対応って色々出

る時もあったりするもんで大変だと思うんだけど、あえて必要なのかなというような気も

するんだけどそこら辺のとこってのはあれですかね。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 なかなか実はですね、交換手今 1 人でやっておりまして

それで交換手が他の電話対応してるときは自動的に総務課の方へ電話が切り替わるように

なってまして、ほとんどが総務係で対応するようになってます。非常に係もてんてこ舞い

な状況になっていることは確かで、特に月曜とか週末はとにかく電話が集中しますので非

常に大変な状況になっております。実はこれはまた今後の計画、庁舎の長寿命化等も絡む

のかもしれませんが、電話のやはり交換機も大分老朽化が酷くて更新をしてかなきゃなら

ないと思っております。そのときにですね、どういうふうに対応しようかなと思っている

のですが、各課ですね、今携帯電話に非常にかけるケースが多くてですね、実をいうと役

場からかける場合代表電話でかかってしまうので留守電なっても 79-3111 になっちゃうん

ですね。そうするとどこの部署かわからないというケースが出てきて、非常にそういう折

り返しお電話いただくんですがどこの部署かってことですね、たまには中にはやはりたら

い回しになってしまうケースもやはりあります、ごくまれに。やはり今後更新するタイミ

ングでですね、直通電話、各課直通電話方式にするのも一案かなと思って今検討を開始し

ているところでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。浦野委員 
○８番 浦野委員 今年の新規事業で受動喫煙防止のこれについてチラシはよくわかるん

です。看板を作るっていうんだけど、ちょっとイメージがわかないんだよね、その道に受

動喫煙、禁煙をやめましょうってなのか、その辺がちょっと。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 現在考えているのは例えば役場ですと、駐車場とか玄関

の入り口に敷地内全面禁煙ですというような告知をするような看板を考えております。 
○８番 浦野委員 そうすると役場で例えばって話なんですが他に公共施設とかあるんだ

けど、この何基ぐらいこれ計画しているか、金額は大したことないんだけど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 川合係長 
○川合総務課長補佐兼総務係長 すみません、実はもっと多く要望したのですが減額され

ております。ですので実際には屋外敷地内全面禁煙の看板というのと、あと受動喫煙を防

止するという啓発看板を考えております。実は当初よりちょっと見込みが減ってしまった

ものですから、例えば庁舎、公共施設は当然なんですけども、あと例えば今検討の中で非
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常に悩ましいのが番場原球場だとかグラウンドとか、そういうような屋外施設とかもなん

とか啓発できるような看板が必要ではないかということで現在施設の整備も含めてですね、

検討しているところでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それに絡んでだけれど禁煙友愛会って伊那市が発祥

の地なんだよね。天竜端の所にこうでかい看板立ってあるんだよね。あんなようなのが 1
個立って、箕輪ってそういう町だぞってさ。でも他の企業がそういうの立てられていれば

考えなければいけないぐらいの気持ちにはなる。また来年以降で考えるのかね。 
○川合総務課長補佐兼総務係長 この問題というか対応というのは来年度 1 年で一カ年で

終わるわけでなはく、普及というか啓発もそうですけどもそういうのを広めてくという形

になるかなと思いますのでよろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 ページは 52 ページなんですが一番下、ここのところ説明で 18 の備品

購入費で 1,385 万 3,000 円で備品購入費でパソコン等と書いてあるんだよね。それで先ほ

どの説明も「等」と言うんじゃなくてパソコンが古くなってこういうことができないから

パソコンを変えるんだよというそういう説明を聞いたんですが、「等」というのは他にもあ

るのかどうかっていうことが素朴なことが一つ。それからもう一つ、新しいものに入れち

ゃうとパソコンの古いものはどう処分するとかどう使う、再利用するのか、しないのか、

どういうふうになるんでしょうねと。全部を替えることになると 1,385 万 3,000 円で何百

台あるか、何十台あるか知りませんけれどそれで足りるのかどうかということね、その点

についてお尋ねをしたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 先ほどパソコンとお答えさせていただきましたが、

パソコンに付随するものを含めると「等」ということでございます。マウスですとかキー

ボード、今回は 60 台の購入ということでございますけれども質問の内容前後してしまいま

すが基幹系と言いまして上伊那情報センターとつながっているパソコンが 27 台、LGWAN
系のパソコンが 15 台、インターネット系が 16 台、持ち出し用のプレゼン用のノートパソ

コンが 2 台ということで計 60 台という内訳になってございますけれども、これで最初は先

ほどの答弁じゃないんですけれどもう少し多く要求をしたところでございますけれども、

ちょっと台数が多過ぎるということでですね、学校、保育園のパソコンの台数をちょっと

見直しをしまして当初は 83 台で要求をしたところですけれども、こちら見直しまして直し

たところでございます。これで足りるのかといいますと必要な Windouws10 に更新しなけ

ればいけないパソコンにつきましては要はネットワークに繋がってるようなパソコンにつ

いてはこれで対応ができるものと考えております。ただ Windouws7 で要はネットワークに

つながない状態で要は 7 じゃないと動かないようなのがあってそれをネットワーク等を切

り離して運用していくっていう形で各課で残すのがあれば、それについてはいた仕方ない

ということでそういうのも数台あるということで聞いております。またパソコン、今のに
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絡みますけれども撤去したパソコンはどうするのかということですけれども、そのまま利

用できるもの、基本的にはセキュリティに問題があるのですべて回収をということで考え

ておりますけれども内容、取り扱ってる業務がそれぞれございますけれども業者にですね、

データを壊してもらって処分をするということで考えております。 
○６番 下原委員 私が聞こうとしたものを係長が答えてくれたもんで役場だけが学校だ

とかその他の方はっていったらそれは今回の場合には入っていないということでいいんだ

ね。理解した。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 学校も保育園も含めて全て町の関係のネットワー

クに繋がってるものにつきましては今回更新をします。ただ、台数を見直しして減らすと

いう、今まで 3 台あったものを 2 台にするとかそういうようなこと。 
○６番 下原委員 今まではちょっと言葉は悪いけれど無駄なものを持っているわけだね。

きつい言い方をするけど。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 無駄といいますか、今までは何というのでしょう

か、ネットワークがそれぞれ別々でしてそれぞれ 1 台ずつ必要だったものを役場で使って

いるような新クライアントということでカードを抜き差しすればそれぞれにつながるよう

な、これを学校等にも入れることによって 1 台ずつ浮かしてくるというようなことを考え

ました。そういうような合理化といいますか、見直しを行ってございます。 
○６番 下原委員 最後です。この件はこれで最後ですけれども要はそういうもの合理化

をする中で、やっぱり無駄のないようにやらないとこれだけの急激な進歩をしているこう

いう情報機器の状況ですから今後も起きてくると思うの色々な部分が、そういう意味でそ

の都度やっぱり今まではどうだったんだからこれを変えるに当たってはどうするんだとい

う部分を持っていないとそれを捨てるのはもったいないでって時代に乗り遅れてたらなん

にもならんし、そうかって何でもかんでも変えりゃいいってもんでもないし、その辺のと

ころ総務課なり何なり役場のそれぞれ専門家の皆さんがついてるもんでしっかり管理ので

きる体制でやってもらいたいということをお願いして質問を終わります。 
○８番 浦野委員 関連していつも聞くんですが、備品として購入するよりもリースする

っていう手は、5 年リースとかね、も一つあると思うんですよ。変な話ですが私は 1 台 1,000
円で 5 年で 1 台 1,000 円というか年間 1,000 円で 5,000 円そんなやつ、いわゆる競争に出

した結果そうなったんだけど今はそんなわけにはいかないかもしれないけど検討されたの

かどうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 正直に申し上げましてリースということを検討し

たのかと言われますとリースは検討してございませんでして、もう少し計上よりも入札に

かければまとまった台数ですので、安く調達できるということを考えてこのような計上に

させていただいております。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 車なんかリースでこれからすごくはやってくるんですね、車検は要ら

ない、なんだかんだということでこれのいいところは新しい機種がでてくると自然に替え

れる買っちゃうとちょっとなかなか 5 年とかそんなわけにいかないもんですから、たまた

ま 7 から 10 とかこういうふうになれば別なんですがこういうこともこれからは考えて、他

のとこの情報、例えばほかの自治体ではうちではリースやってるけどこうだってやっぱ情

報を得とけばこういう時はね、特にここのとこすごく台数がみんな替えると思うんですよ。

だからいろいろなところがあると思うんだけどぜひまた検討してみてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他はございません。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 135 ページ今のリースの話じゃないけど、AED のリースの件ですけ

どもちろん消耗品の代が係ると思うんですけどこのリースの 38万円もってありますけどこ

れ新しいところにどこか別のとこへ新たに AED を設置するような予定なのか、それともこ

れがリースが切れるから新たにこのリースの両方持ったのかその辺を教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 滝澤係長 
○瀧澤消防防災係長 現在、AED の町の所有する AED につきましては町施設と公民館の

関係に設置したものに関するリース料になっておりまして実は公民館の中にも買い取りで

設置したところもございましてそこについては当然消耗品の取替が必要になってきますの

でそちらの部分の消耗品需用費とあとリースで対応しているものに対するもので新たな発

生しているものではございません。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 ハザードマップの関係で 133 から 134 にかけてのところにあるんだけ

ど、前に私が言っていた 1,000 年に 1 度の災害っていうのを質問したときには考えません

ような答弁でしたのでこれはだめだろうって思ったけれども、こういう検討をしてくれて

体制ができてきたかなと思うんだけど 2、3 年前の天竜川の水害をいってたと思うんだけど

これハザードマップだもんで水害ばかりでなく地震や風害やほかの災害もすべて入るんだ

ろうなと思うんだけどこれ印刷製本が先あるもんでやと思ったら次のページに更新委託料

というから検討したりいろいろの考えをするんだろうと思うんですが、ほぼ考え方として

はこんなものというのが予算化してるんだからわかるんだろうなと思うけど、説明できる

範囲でいいんだけどどこまで考えられているか。どうですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○瀧澤消防防災係長 主な変更点はやはり天竜川の先ほど小島委員さんおっしゃられたよ

うな 1,000 年に１度に対応しうる浸水域の見直しが主な変更点でありましてそのほかにも

これから 7 月以降に気象庁で発表される警報等の変更も考慮をしているところですので、

それらの発表を待ってハザードマップ全体を最新のものに変えていきたいというふうに考

えておりまして、プラスやはり土砂災害の警戒区域ですとか、急傾斜地のものも当然見直

しというかありましたら当然加えていくことと、あと今年度新たに指定避難所も増えてお
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りますので福祉避難所ですとか指定避難所も増えてますのでそれらの表もすべて見直して

新しいものに変えていくというふうに考えております。あとプラス私もこの係に入ってお

問い合わせいただくのは地震とこの辺はどのくらいの震度が来るんだというようなそんな

問い合わせもありましたり、あと液状化というのも色々問い合わせいただきますのでそれ

らの図のスペースが入れば入れていきたいなというふうに考えておりました。 
○１番 小島委員 総合的に考えると、分かりました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 49 ページに貸与被覆の関係作業着っていったような気がするんですが

どういう作業着なのか、どのくらいの数なのか、あるいはそれが既製品か否かていうとこ

ろをちょっと既製服かね、というところを教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 田中係長 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 作業着よく職員が作業着着ていてその作業着のことで

ございます。名前というか町のマーク入れたりするところで既製、型は既成といえば既成

なんですけどそういったところで手を加えております。今年度 89 着を予算要求しておると

ころでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。浦野委員 
○８番 浦野委員 既製品にマークとかはそのいわゆる変な話ハローワーク見たいなとこ

ろにこういうの入れてくださいよそういう形で注文するんですかね、それとももう最初か

ら何着って既成っちゃそうだよね、既製品。 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 まず新入職員とかそういった必要最低限の方々に割り

当てをいたしましてあとまだ更新がすんでいないところに順次というかやっていくところ

でございます。 
○８番 浦野委員 ちなみに更新は 5 年くらいであるんですか。 
○田中総務課課長補佐兼人事係長 3 年の見込みでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますでしょうか。さっきの 52 ページ、一つ

聞きたいのは庁舎内情報通信ネットワーク運用支援保守業務委託料 22,700 万で庁舎外情報

通信ネットワーク設備保守業務委託料 15万内と外という違いはあるということと下の方は

設備の補修で上の方は運用支援保守ということなんだけどこれ同じ業者さんですか、それ

ともまず 1 点はそれと中身は何が違うのか。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 その上の庁舎内の方も、業者は一つではございま

せんでして NEC とあとアズムといいましてシンクライアントの関係はそちらの会社なん

ですけれどもそれぞれに委託をしております。庁舎外情報通信ネットワークこれは保育園

ですとかそういうところのものなんですけれどもサーバーですとかスイッチの関係ですね、

今年も実は 30 年度においても行ってきてるんですけれども L3 スイッチの更新をしたりで

すとかこれは大分もう年もきてもう耐用年数が過ぎているということで計画的に更新をし

ていましたり、サーバーにつきましては Windows のサポートの終了に伴うものなんですけ
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れども購入するだけではなくってその入れ替えに非常に手間がかかるということで委託料

に計上させていただいてこのような形となっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 そうすると、さっき話題になっていた備品購入費で

パソコン 60 台となっていたんだけれどもそれも Windows なんとかでということだもんで

サーバーは委託料の中で更新してつながるパソコンは備品購入費でやるということ。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 職員が設定といいますか交換といいますかできる

ものについては購入でいたしますけれども、もう非常にネットワークが複雑でして今回今

年導入したものもなかなか 1 度ではつながらずに、お休みの日にテストをしながらつなげ

ている状況でございまして専門の業者でないと設置交換等ができないそういう内容でござ

います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それはわかるんだけれども、この委託料の中にはそ

ういう機械代が含まれてるってことなんだね。要は端末というかそういうパソコン、そこ

へつなぐものは別途備品購入費で買うということをしようとしてる、違うの。 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 最終的な端末は備品購入とかで、購入をいたしま

す。サーバーですとか情報通信センターの方にあるメインのサーバー室に入るような機械

につきましてはこちらの方で対応しているような形になります、委託料の方でやっている

ような形になります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 分かりました。すっきり契約してください、いずれ

にしろ。他ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。討論ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。議案第 17 号 平成 31 年度 箕輪

町一般会計予算総務課分を採決いたします。原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たします。 
会議を再開いたします。先ほどの総務課の説明で保留になっていたことの説明をしてい

ただけるそうですが、よろしくお願いします。小林係長 
○小林セーフコミュニティ推進室係長 予算の説明書を 52 ページになります。委託料で庁

舎外の情報通信ネットワーク設備の保守業務委託料ということで 15 万 2,000 円計上してご

ざいますけれどもこの内容はということで先ほどお答えできませんでした。担当の小口の

方から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 
○小口セーフコミュニティ推進室係員 庁舎外にも情報通信ネットワーク設備の保守とい

うことですが庁舎外、役場よりも東側の保育園 5 つあるんですけども松島、上古田、長田
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以外の保育園とあと博物館のネットワークの保守になります。こちら役場の光ケーブルが

引かれていないものですので、NTT さんのケーブルをお借りしてそこから役場の通信セン

タのサーバー室に入ってきてそこのVPN装置から各保育園だとか博物館にネットワークを

配ってるんですけれどもその通信センターのサーバールームにある VPN 装置の保守を

NTT さんにしていただいているものになります。以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 いいですか。ありがとうございました。ご苦労さま

でした。 
 【総務課 終了】 

 
③産業振興課・商工観光推進室 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは産業振興課の審査を始めたいと思います。

まずはじめに議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算（第 9 号）の産業振興課分

について説明をお願いいたします。課長 
○三井産業振興課長 それでは議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町補正予算（第 9 号）の産業

振興課分につきまして説明を申し上げたいと思います。それぞれ本日係長出席しておりま

すので該当する部分を説明したいと思いますのでよろしくお願いします。それでは歳出の

方からいきたいと思いますので 28 ページをお願いしたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 丸山係長 
○丸山農業委員会事務局次長 農業委員会に関する補正ということでお願いいたします。

28 ページの 0601 農業委員会費ですけれども上伊那広域連合の負担金が確定してきたこと

に伴いまして 9,000 円の減ということで挙げております。また、農業委員会の関係収入も

ございますのでお願いしたいと思います。ページで 13 ぺージお願いいたします。県支出金

の関係ですけれども 17款の農林水産業費県補助金ということで農業委員会費ということで

87 万 8,000 円増の補正をしております。こちらは県の方の補助金の確定に伴いまして追加

で交付がありますので今回補正で上げてある部分でありますのでお願いいたします。農業

委員会に関することにつきましては以上であります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○市川農業振興係長 それでは引き続き 28 ページ中ほどからご覧ください。0610 の農業

振興費の補正でございます。補助金の補正になりますけれども経営体育成支援事業助成金

ということでこちらは平成 30 年の台風 24 号、9 月にあったわけでございますけれどもそ

こで被災した果樹農家の梨の果樹棚が一部被害を受けました。復旧事業費として棚の貼り

直しの修繕等を行う国の補助事業がございますのでそちらを使いまして復旧事業を行うと

いうものでございまして補助事業額が 25 万円ということになります。こちら国の補助が 10
分の 3、町の補助が 10 分の 2 ということでございまして 13 ページの歳入のところに県支

出金になりますけれども国の補助金分を計上させていただいております。下から三つ目の

ところになりますけれども経営体育成支援事業補助金ということで 15万円もってございま



 
 

平成３１年３月定例会総務産業常任委員会審査 

-50- 
 

す。28 ページの方にお戻りいただきたいと思いますけれどもこちら続きのものも補助金で

ございますけれども担い手確保・経営強化支援事業補助金ということでございます。こち

らは国の第 2 次補正予算の事業でございましてここで新規就農をされる農業者の方やはり

果樹農家の方なんですけれどもりんごの果樹棚ですとか、かん水設備の整備、また常用型

の除草器を導入する事業を補助を使いたいということで要望しているものでございまして

基本的にはこれトンネルの補助ということになりますけれども 358 万 4,000 円を計上させ

ていただいております。同様に 13 ページの方にも下から 2 番目になりますけれども 358 万

4,000 円の補助金を計上させていただいております。5 ページをご覧いただきたいと思いま

すが先ほども申しましたように国の補正予算の事業ということもありましてこれから事業

を行うとなりますと年度をまたいでしまうということもございます。上から二つ目、繰越

明許費の二つ目の担い手確保・経営強化支援事業 358 万 4,000 円これを繰越明許費として

計上させていただいております。28 ページの方をご覧いただきたいと思います。交付金で

ございますけれども環境保全型農業直接支払交付金でございますがこちらが実績の面積が

当初見込みより減ったという中でですね 4 万 8,000 円の減額補正をさせていただくもので

ございます。こちらも国県の補助が入ってございまして歳入の部分では 13 ページのところ

になりますけれども農林水産業費県補助金の農業委員会を含めて二つ目のところになりま

すけれど 3 万 7,000 円を減額させていただくというものでございます。28 ページの方ご覧

いただきたいと思いますがもう一つの交付金であります。農業人材力強化総合支援事業の

交付金減でございます。こちらは新規就農者への国の給付金でございますけれども実績が

確定したことによりまして減額補正をさせていただくものでございます。262 万 5,000 円の

減ということでございましてこちらは全額国の交付金ということになっております。その

関係で 13ページの歳入の方も農林水産業の補助金の上から三つ目になりますけど同額の減

額の補正をさせていただいております。それから 0611 地域農業振興事業費のところになり

ますけれども役務費の広告料でございます。人・農地プラン見直し支援事業の地区等の懇

談会にかかわる広告料の減ということでございます。地区懇談会開催してございますけれ

ども本年度は新聞の新聞の広告掲載を取りやめたことによりまして不用額が生じたもので

ございまして 2 万円の減額をさせていただいております。人・農地プランの見直し事業は

そのほかの科目にもわたっておりまして若干精査させていただく中で歳入の方が 3 万円減

額という形にさせていただきたいと思います。こちらが 13 ページの歳入のところの下から

4 番目の 3 万円減ということで県からの補助金の減額を見込んでおります。それから 28 ペ

ージの方お戻りいただきまして委託料でございます。赤そばの里駐車場用地の地目変更登

記の業務委託料の減でございます。上古田の赤そばの里の駐車場でございますけれどもこ

ちらの委託料に関しては 29年度予算にも計上をさせていただいておりまして同年度中に前

倒しして地目変更登記ができたということもございまして今回本年度予算から減額補正を

させていただくものでございます。こちら全額単費でございます。またその下の補助金で

ございますけれども条件不利農地の耕作支援事業の補助金減ということでございます。町
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の単独の補助金でございますけれども補助対象となる取り組みの実施見込みが本年度はな

くなったために 16 万円減額させていただくものでございます。またその次の交付金ですけ

れども機構集積協力金の減ということでございます。こちらも対象期間内昨年の 1 月から

12 月の間に協力金の交付対象となる農地集積がなかったために委任農地当初は 300 アール

を想定していたわけですけれども実績がなかったことによりまして 15万円を減額させてい

ただくものでございます。こちらは全額県の補助でございますので 13 ページの県の支出金

の 15 万円も減額させていただくというものでございます。それから 29 ページの方お願い

したいと思いますけれども 0613 農業青少年センター管理費でございます。委託料でござい

ますけれども農業青少年センターの石綿分析業務委託料ということで要求させていただい

ております。こちらは松島春日町にあります町の施設ででございますが一昨年度に耐震診

断を実施いたしました。その結果吹付け材ですとか、保温材にアスベストの含有建材は使

われていないと聞いておりましたけれどもその後来年度、またこの後の当初予算で説明さ

せていただきますけれども建物の取り壊しをするところでいるんですけれども見積もりを

依頼した業者の方からアスベストの含有建材が使われているんではないかという指摘を受

けまして成形板その他の建材で使用が疑われるというために行う調査費でございます。30
万 3,000 円を計上させていただきました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 0618 町民菜園費についてご説明いたします。最初に報償費の減で

ございますけれども、これは事業の確定に伴う減額でございます。備品購入 24 万 2,000 円

耕運機でございますけれどもこちらにつきましてはご存じのとおり交流菜園事業が始まり、

24 区画畑の管理が増えたこと、それからら来年度事業として味噌部ですとかそういったも

のの関係で、町で事業用地として管理するの農地というものが増えてきてまいりまして、

そういったものを小回りがきいてユーザーに即対応できる体制をつくるために購入させて

いただき、3 月のうち畑をきれいにして 4 月 1 日からの募集に備えるそういったための費用

としてお願いさせていただくものでございます。続きまして非常勤職員報酬以降のところ

ですけれども、援農コーディネーターの関係の費用の皆減でございます。こちらにつきま

しては議会でも話題になりましたけれども農家の農作業を町民の皆さんが支援できる体制

がつくれるかどうか町民、農家の皆さんの意識調査を前提としてやってみてそして半年分

のコーディネーター経費を当初予算でいただいているものでございましたけども調査の結

果農家のニーズが高くはなかったこと、それから有償での代替手段具体的にはシルバー人

材センターですが、そういったいわゆる農作業支援というものが想定されることですとか

また農家から有償の支援というものを主に望むような声があったことまた支援する側とし

ても町民の作業レベルや目的そういったものがかなりバラついておりましてすぐ実施する

という難しかったものですから、この関係の費用につきましては皆減させていただきまし

た。お願い致します。報償金の関係につきましては、畜産祭りの事業終了に伴いまして事

業費の確定による減でございます。委託料です。農ある暮らしの魅力発信コンテンツ作成
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委託料の減でございます。これは全額減なんでございますけれどもこれにつきましては農

業応援団計画における農の魅力で人を呼ぶということを具体化するために都市から人を呼

び込むために PR のための素材としての画像ですとか、動画ですとかそういったものを作成

するというようなことの目的として予算措置をさせていただいたものなんですけれども、

グリーンツーリズム事業のその後といいますか、都市農村交流をどうするかという方向性

についての考え方ともう一つはにこりこ一体の話がなかなか進んでいかなくてそこを拠点

にして動かしていきたいということが具体化しなかったものですから、このことについて

は動けなかったというような状況でございまして皆減させていただきました。またその次

のそば乾燥機等処分委託料でございます。7 万 9,000 円でございますけれども去る 2 月の

14 日にいわゆる中箕輪蕎麦組合の大平さんの倉庫ということで協議会の方でご説明させて

いただきましたけれども公有財産として使用の見込みがない倉庫についての売払いに伴い

中にある町の不要なものについて処分したいということでの予算計上でございます。この

ことにつきましては 15ページをご覧いただきたいんですけれども財産収入として建物売払

収入として 50 万円を計上させていただきました。議決としての予算ということにお認めい

ただいた場合にはそういった手続で進めたいと考えてございまして 3 月中決着ということ

について見通しているものでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 市川係長 
○市川農業振興係長 引き続きお願いします。0660 の農業再生推進事業費でございます。

29 ページです、お願いいたします。0660 の農業再生推進事業費です。負担金でございます

が、上伊那広域連合負担金が水田情報システム費の負担金額確定によりまして 9,000 円を

減額させていただくものです。また補助金といたしまして経営所得安定対策等推進事業費

補助金、国の補助金の額の確定によりまして 36 万 3,000 円減額となります。またその次の

交付金でございますが、30 ページの方にまたがりますが荒廃農地等利活用促進事業交付金

の減ということで国庫補助事業を実施する農業者がおりませんでしたので 54 万 4,000 円の

減額ということになっております。一部町単独の事業費分もございますけれども国の補助

金 43 万 5,000 円も合わせて減額させていただくものでございます。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 引き続き 30 ページをお開きください。1 枚おめくりいただいた 30
ページになります。0680 林業振興費でございます。補助金でございます、上伊那森林組合

補助金ということで実は上伊那森林組合でクラップル付きバックホー、ようは木を挟むバ

ックホーがあるんですけれども、これを購入するということで郡内、市も含めて 8 市町村

でそれぞれの市町村で補助金を出すということで広域の方で決定いたしましたのでそれに

ついての補助金でございます。その下が 0685 流域森林整備事業費の関係でございます。こ

れにつきましては 13 の委託料 15 の工事請負費それぞれ減額になっておりますが、これは

桐沢山作業道、森林整備センターにお願いする部分でございますが森林整備センターの方

で予算が確保できなんだということで本年についてもすべてこれ収入にも係わりますけど
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も、落とさせていただくというような状況でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小田切係長 
○小田切商工観光係長 それでは 31 ページ、商工費について説明いたします。まず 0701
の商工振興費です。報酬です。工業ビジョン検討委員会議員報酬減ということで、マイナ

ス 15 万円ということです。6 回かける 5 人が 3,000 円の報酬で済んだということで不用額

の 15 万円を減ということでお願いしたいと思います。その下にいきまして工業ガイドの印

刷増です。工業ガイドをつくって平成 30 年度も 100 冊印刷したわけですけれども展示会等

に出店する際に評判がよくてだいぶ予定よりも早く 100 冊がなくなってしまったことから

新年度 4 月からの展示会等に間に合わせるために今度バージョン 3 として更新した上で印

刷をするものでございます。95 万 6,000 円をお願いいたします。その下にいきまして街路

近代化事業歩道敷地借上料の増です。1万5,000円ほどなんですけれどもこちらなんですが、

木下の郵便局の向かいの旧ガソリンスタンドのところが旧の地権者から新しい方に売買に

されたことに伴いまして、その一部に未契約のこの街路近代化の未契約部分があることが

分かりまして、その部分について 1 万 5,000 円ほどですけれども増額をお願いするもので

ございます。続きましてその下にいきまして、工場等設置事業補助金の増でございます。

500 万円をお願いするものです。企業が平成 29 年度中に設備投資したものに対する補助金

なんですけれどもこの好景気を背景に予定していたよりも大変多くの設備投資が行われま

して、その結果、補助金の方も増額してございます。続きまして 0710 の観光費でございま

す。まず観光イベント謝礼減ですけれども民間の方を呼べば観光謝礼の方発生するんです

けれど、県職員などの方無償の方をお呼びしてイベント等を開くことができたので報償金

の方を全額 10 万円削減してございます。またその下の原材料費ですが観光施設周辺設備原

材料費の減ということで例えば長田のマレットゴルフ場のコース上の丸太とか傷んだ場合

にこの原材料を使って補修等をするんですけれども、管理人が今年初めての方でそこまで

なかなか手が回らないということで今年はこの丸太の補修等がなかったために 16万円の方

を減するものでございます。最後になりますが 0720 産業支援センターみのわの管理費でご

ざいます。広告料です。産業支援センターみのわの創業支援オフィスをぜひ借りていただ

きたいということで、9 月補正で 94 万円を付けていただいたんですが 11 月には全室うまり

ましたので、この広告料が不要になったということで、94 万円の減をお願いするものです。

商工観光系につきましては以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 引き続き 36 ページをお願いしたいと思います。36 ページ災害復旧費

でございます。まず初めに、農地農業用施設災害復旧費でこちらにつきましては地方債等

の財源の組替なります。その下になりますけども林業施設災害復旧費 1120 でございます。

工事請負費で 409 万 1,000 円の増ということでございます。こちらにつきましては帯無線、

また大出深沢線、こちらの 9 月の補正で 3,400 万ほど対応いただいたわけでありますが実

施に当たりましてちょっと増工が見込まれるということでここで 409 万 1,000 円の増とい
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うことでお願いするものであります。それから、すみません始めの方に戻りますけども 5
ページをお願いいたします。先ほど一部説明申し上げた部分もございますが、繰越明許費

の補正でございます。上から 2 番目につきましては先ほど説明があったかと思います。そ

の下の林業費の中で松林保護樹林帯造成、いわゆる樹種転換事業を福与地区で行っている

ものでございます。こちらにつきましては補正予算対応ということで繰越予算ということ

で 2,100 万 6 月末の完成予定で繰り越しをお願いしたいということでございます。また一

番下の 11 の災害復旧費の帯無線、大出深沢線でございますが先ほどの増額分これを繰り越

して対応をお願いしたいというものでございます。続きまして 1 枚おめくりいただきまし

て 6 ページ債務負担行為でございます。当課に係るものにつきましては上から 3 番目の信

州みのわ のうさんぶつかこうじょ指定管理料また交流施設ぷらプラの指定管理料という

ことで31から33年度までということで202万8,000円を債務負担するものでございます。

それから下から 2 番目の信州かやの山荘の指定管理料またながた自然公園の指定管理料も

あわせて単年を上回る年度で指定管理をお願いするものでありまして債務負担をお願いす

るものでございます。それからすみません先ほどの歳入でちょっと説明してなかった部分

がございまして 11 ページをお願いいたします。11 ページに農林水産業費の負担金というこ

とで分収林の先ほど歳出の方では説明させていただきましたが桐沢山の作業道森林整備セ

ンターの方を予算がつかなかったということで歳入歳出とも落とすものでございます。そ

れから 14 ページをお願いいたします。14 ページ前ページからの農林水産業の県の補助金で

ございます。林道施設災害復旧費ということで補助金増これ帯無線と大出深沢線でござい

ますが、こちらの方が補助金額の方が固まりまして 1,569 万 8,000 円の歳入を見込んでご

ざいます。それでは今回の補正予算（第 9 号）につきまして説明は以上なりますのでよろ

しくご審議いただければと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方

よろしくお願いします。質問ございませんか。荻原委員 
○３番 荻原委員 そばの乾燥施設のところ、大平さんのね。あんまり私聞いたことない

んだけど、個人の土地にどういう経過があったわからんけどそばの乾燥施設を建てるって

いうことが他にもこんな町でこういった個人のどういう過程でいったか知らないが、そう

いうのってもっとあるの、他には。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 私が知りえる限りでは個人誘致のところに、公共のものが建ってる

のは先ほどの大平さんの部分のみかと思われます。 
○３番 荻原委員 背景が昔のことなのであれだけどわかるなにか。お願いします、わか

ったら。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 すみません、先ほどのご質問の中で私の知っている限りないという

ことを申し上げたんですけども申し訳ありません。実は「にこりこ」、「たべりこ」あそこ
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も実はまだ町が町有地の上に建物建ってないですので土地を借りている状態ですので、あ

る意味同じものかなということで申し訳ありません、私の認識不足で。それからですね、

先ほどのご質問いただきました経過的なものがちょっと定かではないんですけども、実は

当初は留美庵ということで中箕輪のそば組合が運営してた経過があります。その中であの

そばの加工場をやはりその一番適当な場所の乾燥施設になりますのでそういった中で町が

新たに土地を確保して建てるということよりはちょうど自分もやってたということがあっ

てうちの土地そんなに出すからというような形でできるだけ費用を抑える意味もあってそ

の当時は大平さんのご理解もいただいて土地をお借りしてという形でで建ったと思われま

す。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 29 ページの農業青年センター管理費の石綿の分析業務、これは石綿が

あるかどうかの確認をする業務の委託ということですよね。が 33 万かかると、それで後の

こといっちゃうけど壊して建て直すような話も聞いてるんだけど計画はどうなってるか。

これは検査だけの費用で 30 万かかるということかね。 
○市川農業振興係長 そうです。 
○１番 小島委員 それで後の計画がもしわかる範囲で。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 市川係長 
○市川農業振興係長 取り壊しの方は新年度の方で触れさせていただこうと思ってました

のであれですが今回の補正予算につきましては解体工事の見積もりを町内の業者に依頼し

たところ年代的にも昭和 50年度の建築の建物でありますのでその年代といいますとやっぱ

り結構アスベスト含有建材盛んに使われてきた時期ですので飛散とかそういうようなする

ようなものは使われていないだろうということではあるんですがやっぱり一部の建材で使

われている可能性があるのではないかという指摘も踏まえて調査を行うというものでござ

います。 
○１番 小島委員 それだけで 30 万かかるの。 
○市川農業振興係長 そうです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 30ページの上伊那森林組合の補助金12万6,000円ぐらいあるんですが

バックホーの購入だっていう説明があったのですがこれってどのぐらいの補助率というか

わかったら教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 まず事業費総額が 1,550 万のクラップル付きバックホーということ

になります。このうち国庫補助が 500 万補助残が 1,050 万残ります。全体でこのうちの 15％
補助するということで 15％を伊那市から中川までこの市町村の率が違うんですが、伊那市

が 36％で箕輪 8％ということで市町村によって規模によって負担率がちょっと違うという

ことで今回は 1,050 万のうちの 15％157 万 5,000 円のうち、箕輪町は 12 万 6,000 円という
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ことで決定しております。以上でございます。 
○８番 浦野委員 分かりました。あまりにも少なかったもので。それでは引き続きその

下の 31ページ需用費の印刷代はいいので工業ガイドを増刷するとどのくらいで何冊ぐらい

刷るんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○小田切商工観光係長 95 万 6,000 円となっておりますけれどこれで 100 冊です。かなり

分厚い 140 ページぐらいのフルカラー印刷で前にあったのを印刷するわけではなくて例え

ば代表者が替わっていたり、また、倒産していたりしたところは削除して内容を更新して

新たに 2 件ほどを足したりしてバージョン 3 ということで増刷するものでございます。 
○８番 浦野委員 そうすると前に印刷したところにそのまま 1 社随契でということだね。 
○小田切商工観光係長 そのとおりです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。下原委員 
○６番 下原委員 11 ページ先ほど課長の説明ですと農林水産事業費負担金の 1,175 万円

が△でございます。この説明がつかないもんだからっていうそういう話だと私は納得でき

ない。なんでつかないですか。今までやってきたでしょと、何故それがつかなくなるのか

理由は分からないのでお尋ねするところです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 予算がつかなかった理由ということでよろしいですかね、この森林

整備センターというのは長野市にあるところなりますけど旧森林総研と言っていたもので

実は分収林の霧沢山の事業結局町で委託して作業道の開設をすべてお願いしている関係で

毎年、昨年もそうなんですけど、全部落としてるんですけども要望はしてるんですけども、

なかなかその国の予算がついてこないということで要望しなくていいかということもあり

まして、町ではぜひそれを毎年毎年要望しながら、ぜひ国の予算をつけてやってくれとい

うお願いをする意味で毎年載せてお願いを、予算にも載せたということでお願いをしてい

るところでございます。ただ国の限られた予算の中でやはり優先順位等もあるかと思いま

すのでそういう中ではちょっと漏れてきているのが現状でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 霧沢山の件については昨日や今日で始まった話ではないわけですよ。

ずっと進めてきますよ、あそこの道はこうなりますよって現地まで見に行ったことだって

あるわけですよ。そういう部分もある中で今言う説明で言ったときには町長にいってくれ、

県の方からそんな簡単につかないからしょうがないんだというそんな補正をする中でそれ

1,100 万、あそこの霧沢山のそういうことをやることが無謀だっていうのならいざ知らずそ

ういう形でなくて国の予算がつかない、県の予算がつかない、だからやらないよというの

は私は 0 ではないのだけどそんなことが今後まかり通るって話になれば予算とおりますか

って聞いた上で予算化していかないと補正なんかしていかなければいけなくなっちゃう。

本質的に違ってる。それをこれくるまでにはそうはいっても私はそういうことがある程度
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通るだろうし、また通る部分の拡張的な部分が絶対にあるというんじゃないにしてもそう

いうのがあってのっけてたものをここにきて 1,100 万円が「はい、だめです」という金額

をするということはこれ多すぎてだめで一度にはできないよというのはわかるんだけど、

そういうような予算の組方とか交渉の仕方をぜひやってもらいたいそういうことです。以

上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 厳しいご指摘ありがとうございます。この手法については課内でも

検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他に何かありますか。係長 
○小田切商工観光係長 先ほど浦野委員さんからの質問で工業ガイドの冊数 100 冊ってい

ったんですけど、すみません、300 冊です。そんなに高いわけはありませんので、すみませ

ん。あとはデータ提供ですとか編集代だとか込み込みでございます。すみません、訂正さ

せてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。討論はありますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしですね。では議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一

般会計補正予算（第 9 号）産業振興課分についてを採決いたします。原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。では原案のとおり決したもの

と認めます。 
 続きまして議案第 8 号 箕輪町観光戦略プラン検討委員会設置条例制定についてを議題

といたします。説明をお願いいたします。 
○小田切商工観光係長 小田切係長それでは議案第 8 号 箕輪町観光戦略プラン検討委員

会設置条例制定についての資料をご覧ください。こちら提案理由にありますとおり、観光

分野における戦略プランを検討し、観光の活性化及び振興を図ることを目的として、箕輪

町観光戦略プラン検討委員会を設置するものでございます。これまでになかった観光にお

ける指針となる計画はございませんでした。観光資源として赤そばの里ですとか、もみじ

湖等育ってきているわけですが、なかなか稼げる観光になっていないとまた萱野高原もそ

うですし、ながた自然公園等もあるんですけれど、そういったものを全体的に将来 10 数年

と 20 年とか 30 年先を見通しての計画をつくる必要があるのではないかということでここ

でこの条例の方をお願いするものです。特に一般社団法人の、長野伊那谷観光局の方も昨

年の 10 月に設立されましたので、そちらの方とも連携をしながらこのプランの方をつくっ

てまいりたいと思っております。条例の方に参りますけれども第 2 条にありますとおり、
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主な任務は観光戦略プランの策定に関し必要な調査及び検討を行い、その成果を町長に報

告するものでございます。第 3 条に行きまして、大体委員は 15 人以内で組織したいと思っ

ております。第 3 条の 3 項ですけれども一応委員の任期は委嘱の日から町長の方に検討成

果を報告する日までということで事務局的には大体 2 年度ですね、今まで例えば今年作っ

た工業プランとかですと、いろんなデータがもともとあるんですが、観光についてはデー

タが余りありませんので、例えばアンケートですとか、関係者にヒアリングですとかそう

いったものをまず集めるところから始めるのでどうしても最低でも 2 年ぐらいはかかって

しまうかなということで 2 年間を想定してございます。あとは書いてあるとおりでござい

ますけれども、基本的に委員会の庶務の方は産業振興課おいて処理するということでこの

条例以外に定めるものについては町長が別に定めるということで第 7 条に記してございま

す。なお、この附則にありますがこの条例は公布の日から施行するということで来年度早々

からスタートダッシュできるように、また委員さんの選定とかについてはできるだけ早い

うちから進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。条例の制

定の説明については以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ご質問ございますでしょうか。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 これ公募でやるようなことですけど、どういうような形の公募をや

る予定でございましょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小田切係長 
○小田切商工観光係長 もちろん全員を公募するというわけではございませんで、例えば

先ほど言いました一般社団法人の伊那谷観光局の事務局長ですとかもちろん観光協会の協

会長ですとか、そういう内からお願いする方と、あとは公募枠ということで観光ビジョン

のときにもお一人入っていただいたんですけれど、今回 15 人と多いですのでできるだけ少

なくとも 2、3 人ぐらいの方は公募で入れていきたいと思っております。公募の方法につい

てはホームページですとかみのわ新聞さんですとか皆さんの方にお声がけをして広く入れ

ていきたいと思ってるんですが、ただ一つ注意、行っていく上で考えているのは、観光に

関係する方ばっかり集めてしまいますと、どうしてもこれ右寄りと言いますか、そっちに

なってしまいますので構成を考えながらやっぱり高いところから広いところから見ていた

だいて箕輪町の観光どうするのかっていうのを考えていただけるような方々に委員さんに

なっていただきたいと思っております。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 中にも意見として女性の意見も大いに結構だと思いますので入れて

いただきたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。ちょっと私一つお聞かせいただ

きたいのだけど、こういうのはつくるときに第 2 条の任務で策定に関し必要な調査及び検

討を行いってなっているんだけれども、これ観光戦略プランっていうのは最終的に策定す

るんだよね。 
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○小田切商工観光係長 あくまでも最終的な 1 番最終的な策定者は誰かといったら町長に

なります。要は町長が策定する前の検討を重ねていって素案といいますか、それまでをつ

くり上げて工業ビジョンと同じプランでいきますとそのあとに、パブリックコメントです

とかそういうのをやって最終的には町長が自分たちの意見を足し込んで最終的な成案にな

ろうかと思っております。なので策定委員会ではなくて検討委員会という名前にわざとし

てあります。そんな権限はないと思ってますので。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 私もそこを聞きたかったの。なぜ策定委員会にしな

かったのかと聞きたかったんですけど、ありがとうございました。他にございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。討論ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。では議案第 8 号 箕輪町観光戦略

プラン検討委員会設置条例制定についてを採決いたします。原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。原案のとおり決しました。 
 続きまして議案第 10号 箕輪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。説明をお願いいたします。

課長 
○三井産業振興課長 議案第 10号 箕輪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例制定についてということで説明させていただきます。

本会議の方で提案理由等町長が申し上げましたが、平成 28 年 4 月から農業委員会制度の法

改正がございまして農地利用最適化というのが今までの任意業務から農業委員会の必須業

務に変わったということで仕事が増えると、それに伴いまして国の方では農地利用最適化

交付金というものを創設しまして活動実績に応じた報酬と成果実績に応じた報酬という二

つの交付金を創設しましてこれを条例で支給できた条例化した市町村から支給を交付対象

として始めていくという状況でございます。それで現在の見込みですけども、新年度から

活動実績の交付金について予算が取れそうだという情報が来ておりますのでこちらについ

ては月額 6,000 円の報酬が条例が制定されれば支給できる見込みとなっております。本会

議の方でもご説明しましたけども、支給方法につきましては能率給として国の交付金の範

囲内で町長が定める額ということで、単費を一切使う考え方はございませんので国の交付

金が来なければ支給されないという形になってございます。簡単でございますが以上が説

明となります。よろしくお願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ご質問をお願いいたします。荻原委員 
○３番 荻原委員 これ農業委員と農地利用推進委員でやっていることは一緒だと思うん

だけども、そこいって何かしらの差が出てくるものなのでしょうか。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 基本的には活動実績に応じた交付金というのが、1 回もう 1 月の中で

活動しないというのは通常あんまりないんですけど、例えば病気で動けないで入院したか

とかそうしたときにはこの交付金は対象からその方は外れる。また、成果実績というもの

も実は各地区によって集積、集約をしやすい場所ですとか、しにくい場所というのがかな

り難しい状況でございますので、いまのところ町ではこの成果実績については一定の評価

を加えることが適正に評価ができないんじゃないかということで当面は今箕輪町は遊休荒

廃地が 1％以下ということである程度の額が交付されてきますので当面はそれを農業委員

と農地利用最適化推進委員の 22人の均等割で割りつけて支給していきたいと現在は考えて

おります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 荻原委員 
○３番 荻原委員 箕輪町はそういった例えば他の市町村によってそうすると違ってくる

という解釈でいいんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 こちらの方で議案を上程するに当たりまして県内の状況調べさせて

いただきました。約半分がうちと同じ活動実績に応じたものとあと成果については均等割

というのが約半分ございます。残りは何かしらの評価を入れていきましょうという考え方

であります。ちょうど県内では半分半分の状況でございます。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。今最適化委員と農業委員で差がつ

くかという話に対して今、均等にやるという回答だったんだけど活動実績とか成果実績と

いったときに委員ごとに差はつかないの。8,000 円出す人と 5,000 円出す人みたいな。課長 
○三井産業振興課長 活動実績につきましては先ほど申し上げたとおり何もその月に活動

しなければ当然支給の対象から外れますので、やった委員さんとは差がつくことはありま

す。ただ、成果については今こういう箕輪町の中で遊休荒廃地もある程度適正に 1％以下で

管理されてる中では評価地区によって差をつけることが適当とは思えないということで、

そちらの成果については均等でお支払いしたい、22 人の農業委員さんと最適化推進委員さ

んも同じ金額で支給していきたい。ただし、先ほどの活動についてはやったやらないでは

委員さんでの差が起きる可能性があるということでご理解いただいてくればと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ありがとうございました。他ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。それでは議案第 10 号を採決しても

よろしいですか。 
（「なし」の声あり） 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 箕輪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを、採決いたします。原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案の通り決するものといた

します。 関連するということでの一緒に説明をしていただけるようですので議案 13 号と

14 号を一緒にあわせてご説明をお願い致します。課長 
○三井産業振興課長 まず初めに議案第 13号 箕輪町都市農村交流促進施設条例の一部を

改正する条例制定についてと、あわせまして、議案第 14 号 箕輪町農産物加工施設条例の

一部を改正する条例制定につきましてご説明を申し上げます。この条例につきましてこの 2
施設ですけども、にこりこの北側にある「かこうじょ」とその北にあります「ぷらプラ」

の二つの施設なります。本議会でも指定管理の議案が出ておりますが本年の 1 月より指定

管理者をみのわ振興公社からみのわ加工株式会社に変更したいと考えているところであり

ます。この変更に当たりまして指定管理者の経営努力の発揮、また会計事務の効率化を図

るために今まで利用料金につきまして町へ納付をいただくことになってございましたが指

定管理者への収受ということに両施設変更したいと考えてございます。ですのでこれによ

りまして会計事務の効率化、また金額的には少ないんですが、例えばぷらプラについては

自分の指定管理者の収入になるという観点からいろんなイベントで使ってもらうような民

間での経営努力といいますか、こういったものもちょっと金額も 1 時間 50 円だったかな、

金額的にはあれなんですけども加工所も同じ扱いで加工所を使えば 1 日 2,940 円という金

額が入りますが今回はみのわ加工さんということで指定管理者と運営業者が一緒でありま

すけども、今後のことを考えてもし運営業者が変わったとしてもできるだけ施設使ってい

ただくことによって指定管理者の収入として、受けれるというような考え方で今回この 2
施設でございますが町への納付から指定管理者への収受にさせていただきたいということ

での条例改正でございますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは 13 号、14 号あわせてご説明いただきました。

質疑をお願いしたいと思います。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。質疑なしと認めますのでまず議案

13 号から採決をさせていただきます。箕輪町議案 13 号 箕輪町都市農村交流促進施設条例

の一部を改正する条例制定について本案は原案のとおり決することにご異議ございません

か。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ご異議なしと認めます。原案のとおり決するものと

いたします。議案第 14 号 箕輪町農産物加工施設条例の一部を改正する条例制定について

を採決いたします。原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たします。 
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 議案第 16号 箕輪町農業青少年センター条例を廃止する条例制定についてを議題といた

します。説明をお願いいたします。課長 
○三井産業振興課長 議案第 16号 箕輪町農業青少年センター条例を廃止する条例制定に

ついてご説明申し上げます。この建物につきましては松島の春日町常会、この役場の 6 号

を上ってった右側になりますがこちらにある建物でございます。常会では建物の一部を集

会場として使用している状況でございますが昭和 51 年 3月に県補助金を受けて建てた建物

でございましてかなりの年数がもう既に経っております。また耐震度も 43 年ですか、経過

してございまして、耐震強度の不足ですとか、あと老朽化も著しいということで監査委員

さんからもちょっと指摘を受けていた施設でございます。今回地元の常会にも耐震強度の

ない町の施設ということでどうしたらいいかということで相談する中で地元の春日町常会

では解体撤去をして、新たに地元の常会の費用で集会所を立てたい、これにはあの町の町

集会施設建設事業補助金というのをもらいながら新たに建てたいとこういうご希望がござ

いましてスケジュール等の調整が整いましたのでここで青少年センター条例を廃止させて

いただいて新年度予算で取り壊しの費用も上程してございますので、新年度取り壊して建

築工事に着手したいということでございます。スケジュールとしましては本年の 9 月まで

に取り壊しを完了させて、以降新築工事に着手しまして 31 年度中ちょっと年号が変わるか

もしれませんけども平成 31 年度中の完成を目指しているという状況でございます。以上で

ございます、よろしくお願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質疑ござい

ますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。それでは議案第 16 号を採決い

たします。箕輪町農業青少年センター条例を廃止する条例制定について本案につきまして

は提案のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 提案のとおり決するものといたします。 
 議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算についての産業振興課分を議題といたし

ます。説明をお願いいたします。課長 
○三井産業振興課長 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計の産業振興課分

につきまして説明をさせていただきますので始めに歳出からそれぞれ担当の係長が続いて

説明申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○小田切商工観光係長 それでは私の方から説明させていただきます。予算に関する説明

書の方の一般の 62 ページをお開きください。02 款の総務費でございます。0248 労働者福

祉対策費こちら補助金が二つございます。勤労者住宅建設資金利子補助金ということで 30
万円、また町勤労者互助会への補助金ということで 15万円をお願いするものでございます。

金額については 30 年度と同様の金額になっております。またその下の貸付金につきまして
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は勤労者生活資金協調融資預託金ということで 2,000 万円なんですが、こちらの方も昨年

度同様の 2,000 万円となっております。こちら 4 月 1 日付で一旦預金をしまして、その 2.5
倍まで融資の方が可能なりまして 3 月 31 日に、また町の方に戻しいれるということで行っ

て来いの 2,000 万円ということになりますので、よろしくお願いいたします。0248 につい

ては以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 丸山次長 
○丸山農業委員会事務局次長 一般の 104 ページお願いいたします。6 款の農林水産業費の

0601 農業委員会費でございます。昨年と変更になった部分についてご説明申し上げますの

でお願いいたします。初めに 11 の需用費の印刷製本費でありますがこちら 29 万 6,000 円

ということで要求させていただいております。内容としましては来年度農業委員会だより

ということで発行する計画があります。今回農業委員会だよりとしましたのは昨年アンケ

ート調査をした中で農業委員の活動が町民の方にわからない等ご意見いただいた中で農業

委員会で検討をしたところ農業委員会だよりを発行して町民の方に周知を図っていくとい

うことで今回要求をしてあります。続きまして 105 ページであります。委託費の農地情報

公開システム再アップロード業務委託料ということで 70 万 9,000 円要求しております。こ

ちらにつきましては農地ナビへの情報を提供しておる農業情報システムというのがあるん

ですけども、そちら現在箕輪町では利用してないんですが国の方の方針としましてそちら

のシステムを利用して農地台帳の入力をしていくということであります。それに伴いまし

て最新のシステムに移行する必要がありまして委託料ということで予算要求をしておるも

のであります。続きまして 0603 農業者年金事業費ですけれどもこちらにつきましては今年

度と同等の額ということで要求させていただいておりますのでご確認いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 市川係長 
○市川農業振興係長 では引き続き一般の 105 ページご覧ください。0610 の農業振興費で

ございます。変更等本年度から変更になったもの等を中心にご説明させていただきたいと

思います。105ページの方は特段経常的なものでございますので例年同様でございます。106
ページの方ご覧いただきたいと思います。中ほどの補助金のところになりますけれども 5
番目の新規就農者住居費補助金というものがございます。近年相談者も含めまして箕輪で

新たに農業を始めたいという方が増えてきております、という中で制度としてはあります

けれども新年度につきましては 5 人分の住居費補助金を見込みまして総額 78 万円を計上さ

せていただきました。またその次の農業機械等導入事業補助金ということでございます。

こちらは 31年度からの新規事業ということでございまして一定の要件を満たす担い手の農

家が農業機械あるいは農業生産施設を導入した際に補助金を交付するというものでござい

まして当初予算としまして 700 万円を計上させていただきました。それから交付金の二つ

目のところでございますけれども農業人材力強化総合支援事業交付金ということで国の制

度でございますけれども新規就農者への交付金でございます。先ほど就農者が増えている
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というお話させていただきました。次年度につきましては 6 経営体、8 人分夫婦共同経営の

経営体もございますので実質 8 人分ということで見込んでおりますけれども総額 1,050 万

円を計上させていただいております。それからその次の 0611 地域農業振興事業費のところ

でございますが前段に出てきます人・農地プラン作成の事業に関しましての諸経費につき

ましては例年同様でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 それでは 107 ページをご覧いただきたいと思います。委託料でご

ざいます。昨年と変わったところを申し上げてまいります。産地形成等促進施設指定管理

料、いわゆるにこりこ一帯の指定管理料でございます。債務負担等でもご相談させていた

だいておりますとおり「にこりこ」、「たべりこ」、「かこうじょ」、「ぷらプラ」の 4 施設の

指定管理料の合計でございます。「にこりこ」、「たべりこ」につきましては、大きな変更等

ございません、「かこうじょ」、「ぷらプラ」についてのみ昨年「かこうじょ」295 万、「ぷら

プラ」35 万円ということでございましたが本年度はあわせて 73 万 6,000 円というようなこ

とで計上させていただいてございます。またその下のレジシステム改修委託料でございま

すけれども消費増税に伴う 8％、10％の区分けのレジの改修ということでにこりこのレジス

ターの改修が必要になってまいります。そういった経費について計上させていただいてい

るものです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 市川係長 
○市川農業振興係長 残りの 0611 のところをお願いしたいと思いますけれども一般の 107
ページの交付金でございますけれども町営農支援センターの交付金二つございますけれど

もその下の方になりますが営農支援事業の交付金ということでございます。地域の営農組

合町内 5 組合ございます。また農事組合法人みのわ営農という法人組織もございますけれ

どもそれらの法人も含めての 6 団体を想定しておりますがそちらに対する事業の交付金を

30 年度は上限 20 万円ということで交付をさせていただいていたところなんですけれども

少し減額させていただいて 15 万円を上限として交付させていただくということで総額で

30 万円ほど減額ということで計上させていただいております。それから 0612 の農業振興

地域整備促進事業費、こちらは経常的なものでございまして昨年と変わりはございません。

その次の0613農業青少年センター管理費でございますけれども工事請負費のところでござ

いますが建物の解体工事を実施したいということで 482 万 9,000 円を計上させていただい

ております。先ほど議案第 16 号の中で三井課長より説明ございましたけれども町が県の補

助を受けて建てた建物ということもございますので解体工事費につきましては全額町の負

担で解体を予定しております。その後の集会所の再築に関しては町総務課の所管の補助金

を使って単独の集会所を建設するというようなスケジュールでございます。それからその

次の0615の中山間地域農業直接支払事業費でございますけれどもこちらも前年と同額でご

ざいます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
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○三井産業振興課長 引き続き 1枚おめくりいただきまして108ページ0616西部箕輪土地

改良区補助金でございます。だいぶ償還金額が減ってまいりまして昨年より 450 万ほど減

額となっております。573 万 1,000 円でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 続きましてその下の 0618 町民菜園費でございます。57 区画の町

民菜園の管理及び貸し出しの費用また、昨年から開始しております交流菜園事業に関する

費用を計上させていただいてございます。交流菜園事業につきましては昨年 16 区画でした

が、来年度から非常に好評でしたので 24区画に増やして実施していきたいことになります。

なお事業総額が昨年より区画が増えたのに減少しておりますけれども、このことにつきま

しては 3 月補正の中でお話しさせていただきましたいわゆる土地の管理に外部委託してる

分を自前に巻き変えていること、それから指導員の謝礼等につきまして工夫を凝らしてこ

のような形になってございます。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 続きまして 0619 同じ 108 ページでございます。有害鳥獣駆除対策事

業費でございます。こちらにつきましてはほぼ例年並みでございますが町猟友会の補助金

が若干増えております。これは熊の檻がございまして檻が下がると自動で発信する発信機

が老朽化しましてここで 2 台、以前のものと交換するような形でございますけども 2 機購

入したいということで昨年より 10 万ほど増額となっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 それでは109ページの0620農業振興戦略費このことにつきまして

は、次のページの 110 ページまでの下段近くまでの中でございます。全部で 7 つの事業が

入り組んでおりますので事業を説明させていただく中でその慣例予算というふうにご覧い

ただきたいと思います。一つ目は親子で簡単野菜づくり事業ということで、小学 2、3 年生

を対象にミニトマト栽培をきっかけに農を育てること、食べる喜び、そういった入り口を

つくってもらいたいということで続けているものでございまして 21 万 2,000 円でございま

すけれども昨年に引き続き実施するものでございます。また学校の地産地消推進事業とい

うことでいわゆる学校給食の地産地消を上げよう、そのためには主要 6 品目というように

呼んでいますけれども、野菜の供給量を上げていきたいということそのために必要な保冷

庫の貸し出しですとか、それからコンテナの購入等の費用を計上させていただいているも

のです。また地域おこし協力隊として交流発表会がございましたけれども料理人の隊員を 1
人、三浦というものをご用意してございます。その関係の活動費といたしまして関連事業

費を計上させていただきました。これはいわゆる食という観念から、これだけ農作物豊か

な箕輪町をおもしろくしていく、おいしさ、価値、食べるきっかけをつくっていく、もち

ろん畜産について幅を広げていきたいということもありまして、本年度そういった活動を

していく予定でございます。続きまして畜産まつりの関係の費用でございます。このこと

につきましては昨年 11 月のもみじ湖夢まつりの中で第 1 回という形で町の主要な産業であ
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るけれどもなかなか認知度の上がっていかない畜産ついての理解を広めようということで

始めたものでございまして 2 年目でございますが取り組んでまいります。また新規事業と

いたしまして農ある暮らしを楽しむ部活動「みそ部」ということで一般質問の中でも、大

分お話出てまいりましたけども、についての経費を計上させていただいてございます。ま

た経常的なものですけれども、販路拡大の PR 等を推進するための経費、それから公用車の

管理等につきましての事業費を要求させていただいてるものでございます。以上です。続

きまして 0623 農産物直売所等改修事業費でございます。ご心配いただいておりますにこり

こ一帯の改修のための経費でございます。具体的な交渉につきましては、JA 上伊那と直売

所の間で進められておりまして、その進捗につきましては本議会でも話してるとおりでご

ざいますし、6 月でもお話しできると思いますけれどもそういった全体のリニューアルの構

想を行う、もしくは経営分析等を行う費用として 200 万円を計上させていただいてるもの

でございます。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 市川係長 
○市川農業振興係長 一般 111 ページをご覧ください。0625 園芸特産事業でございますけ

れども補助金を新たに計上させていただきました。地域果実振興対策事業補助金としまし

て 318 万 4,000 円でございます。こちらの内容でございますが JA 上伊那管内に 2 箇所を

ございました果実の選果場を今年度 1 箇所に箕輪の選果場 1 箇所に再編なされました。そ

して広域集荷をするということでございます。JA の方からですね、各上伊那の管内の各市

町村に対して生産者支援に関する要請がございましていわゆる国庫補助事業で新たな光セ

ンサーによる選果システムを導入してきておりましてそちらの選果施設に集荷量を増やし

て果樹産地の再構築を図りたいというような中で生産者支援として果実の受けれ入れ数量

に応じた補助をしていただきたいという要請がございまして果実の 1kg 当たり 4 円という

単価でございますけれどもそれを受け入れ重量に応じて補助金を交付するというものでご

ざいましてここに計上させていただいた金額は 29年度実績をベースに計上させていただい

たものでございます。それから 0630 の畜産業費でございます。ほぼ経常的な関係費でござ

いますけれども若干前年から増えております。主な理由としましては需用費の中の修繕料

でございますけれども畜舎消毒を行っている際に使用するトラックがございますけれども

経年劣化によりまして修理費用がかさんできているということでございましてこちらの修

理代の方を盛らせていただいた関係でございます。 
○三井産業振興課長 それでは引き続き 0640 土地改良共通費、同じページでございます。

1 枚おめくりいただきまして 112 ページ、こちらの主なものですがこちらは 19 の負担金、

補助金及び交付金の関係で多面的機能支払交付金事業の交付金ということで3,200万4,000
円でございます。こちらにつきましては町内 12 地区から申請がございましてその分の交付

金でございますのでお願いします。続きまして 0641 町単独の土地改良事業でございます。

この中で新しいものにつきましては真ん中辺の 13 の委託料、こちらの委託料の下の段、土

地改良施設インフラ長寿命化個別計画作成委託料ということで平成 32年までにそれぞれの
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この土地水路ですとかそういうものも含めた長寿命化に係る個別計画というのを作成しな

さいということになってございまして 300 万の委託料で作成していきたいと考えておりま

す。それから一つ飛ばして 15 の工事請負費 1,340 万でございますがこちらにつきましては

各区の水路改修等の要望の費用でございます。それから 1 番下の 19 の負担金補助金の関係

ですがそれぞれ県営のかんがい排水、またその下の西天の土地改良区また伊那土地、前年

並みの補助金となってございます。それから次の 113 ページでございます。1 番上の 0646
の基幹水利施設管理事業費、これにつきましては伊那西部の連合の維持管理基幹水利とな

る部分の維持管理についての負担金でございます。それから 113 ページの 1 番下の 0655 の

土地改良施設維持管理適正化事業、こちらにつきましては大幅に減額になってございます

が、これは本年度福与の水を上げるポンプのオーバーホールの工事がありましてこれが新

年度では減になっておりますので、600 万ほど減額になっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○市川農業振興係長 それでは一般の 114 ページご覧ください。0660 の農業再生推進事業

費でございます。総額でいきますと 30 年度下回る規模でございますけれども一つ新規事業

がございますので申し上げさせていただきます。補助金の二つ目のところでございますけ

れども稲発酵粗飼料利用促進補助金でございます。24 万円でございます。こちらは町の農

業再生協議会が稲発酵粗飼料 WCS 用稲と言ってますけれどもそちらの地産地消の取り組

みの定着また粗飼料を利用される町内の実需者の畜産農家の方のロール購入費または調整

資材費に係わる負担軽減のために取引ロール数に応じて補助金を交付するというものでご

ざいます。1 ロールあたり 100 円以内というような範囲で考えておりますけれども総額で

24 万円を計上させていただきました。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 引き続きまして同じく 114 ページの下段の方になりますが林業費の

関係でございます。次の 115 ページからお願いしたいんですが新たな取り組みとして真ん

中より上に 13 の委託料こちらが林地台帳システムの整備委託料ということで 614 万 9,000
円でございます。実は国の森林環境譲与税これが新年度からスタートするわけでございま

す。箕輪町へのまた交付金がどの程度なのかというのはちょっとわからない部分もござい

ますがこれを受給するに当たりまして林地台帳の整備をしなさいという形で国からもお達

しが来ておりまして実は農地ですとか宅地については国土調査が行われておるんですが、

山についてはそういったことが行われてない状態であります。実際は旧図という従前の手

書きの図がございましてそれをあてはめていくしかそれと私どもの持っております林班図

ということで正確なものではありませんけども、そういったものを付け合わせることによ

って山の図面ですとか所有者こういうものの整備をした上で新たにいろんな取り組みを進

めていくと、それには基礎資料ができてないとなかなか事業も進まないということでこれ

も必須となりますので新規事業ということでよろしくお願いしたいと思います。それから

同じページの 1番下 0684町単独林道整備事業ということでこちらも金額が増えた部分はそ
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この 1 番下段なります 13 の委託料、林道施設インフラ長寿命化個別計画作成業務委託料と

いうことでこちらもそれぞれの林道施設についても長寿命化のための個別計画を委託作成

してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。続きまして、1 枚おめくりを

いただきまして 1 番上、工事請負費でございます 460 万これは林道の萱野線また中樽線、

例年並みの工事でございます。それからその下の原材料費、107 万 4,000 円でございますが、

これは各区の要望によります林道の主なものは止水エースということで材木にゴムが付い

て水切り板なようなものでございます。それとその下の 0685 流域森林整備事業費でござい

ます。こちらにつきましては 15 の工事請負費でございます。先ほどの分収林の昨年は 1,025
万とか 75万あったわけでございますけどもこちら分収林作業道工事ということで 750万す

でに載ってしまっておりますけれども、予算化してこちらからも予算をつけたので、ぜひ

予算を獲得してほしいという意味を含めまして載ってございますので、よろしくお願いし

たいと思います。あとはその下の 0688、これは町単独の治山事業区要望の治山工事 150 万

上げております。続きまして次の 117 ページでございます。1 番上に 13 委託料ございます。

こちらにつきましては松くい虫の伐倒駆除業務の委託 971 万 3,000 円とあわせまして松林

保護の樹種転換でございます。こちらは 2,700 万円ということで計上してございますので

よろしくお願いします。それから 0692 林道日影入線の改良工事でございます。本年度工事

請負費ということで 1,110 万ということで昨年に引き続き工事を進めてまいりたいと思い

ます。これにつきましては関係する伊那市諏訪市より負担金をいただくことになってござ

います。農林水産業費につきましては以上で、続いて商工費 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 お願いします。小田切係長 
○小田切商工観光係長 それでは 118 ページをご覧ください。まず 0701 の商工振興費でご

ざいます。ほとんど経常的なものなんですが 13 の委託料の中に街路灯フラッグアームの設

置委託料というのがございます。こちらこの仲町周辺に街路灯かっこいい茶色い街路灯が

あるわけですけれど、あちらの方によくあるフラッグですかね、あちらの方をかけるため

のまずアームを 30 基ほど設置します。その上でなおフラッグの方を設置していきたいと思

っております。フラッグについてとりあえず今回はみのわ祭りのため、みのわ祭りといい

ますか一つ種類でフラッグをつくるんですけれどいろんな団体に使っていただけるように

進めていきたいと思っております。こちらの方 80 万円の計上となっております。続きまし

て、119 ページをご覧ください。19 の負担金、補助金及び交付金ですが従来とあまり変わ

らないところもあるんですが 02 の補助金の上から 3 段目、工場等設置事業補助金です。こ

ちら前年度に比べまして大幅に増えているんですが、その整備といたしまして土地に対す

る補助、大きな工場を建てたときに補助金が出るんですけど箕輪 TECH さんと IHI さんに

対する補助金の分がいつもより多く上乗せして載っております。また平成 30 年度の様子を

見ますと大変設備投資が盛んということで、こちらの補助金の方もこの 3 月の方の補正で

やったぐらいですので今度は当初から多く見込んでございます。続きましてその補助金の

方の下から四つ目でございます。産業に関する国際規格等取得補助金でございます。こち
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ら ISO9001ですとかJIS9100航空系になりますけれどこちらの方の取得をした場合にその

経費の 2 分の 1、上限 50 万を 1 回ですね、1 回に限りまして補助するものになっておりま

す。企業支援相談員等に聞きますと受注をしたくても規格といいますか、そういったもの

を持っていることが受注条件になっていたりするということでそういったところを後押し

したいということで中小企業に限って支援するものでございます。なので 100 万円の予算

ですので 2 件分を一応計上してございます。続きましてしたその下、事業承継支援補助金

でございます。一般質問等でもありましたので、細かいところはあれなんですが 1 年間に

20 万円を上限に 5 年間の補助金になります。なので 3 年間で決着をつけば 20 掛ける 3 と

いうことで 60 万円ということんなりますし、5 年間丸々かかれば 100 万円ですか、なるん

ですけれども、5 年後、平成 36 年度をもって終了となっておりますので、1 年遅く事業承

継のこの補助金を受けられれば、4 年間分しか最大もらえないということです。多分一般質

問の答弁でもあったと思いますけど県が、ちょうどこの 5 年間を集中期間としております

ので、それに合わせた形で町の方も連動して補助金の方を創設するものでございます。一

応 40 万円ということで当初 2 件を想定してございます。続きましてその下です。飲食店創

業支援補助金ということで満足度調査等で飲食店が少ないというご意見が多数ありました

ので特に若者や女性に受けるようなといいますか、行っていただけるような飲食店の方を

創業された場合に、補助金を出していきたいと思っております。一応こちら 100 万円の定

額となっておりまして 200 万円以上の経費がかかるというのが条件になっております。ま

た応募で年間 2 件を予定しておりまして、本当は一度にやればいいんでしょうけれど、あ

の既存の飲食店さんとのバランスですとか、ハレーションもあるということで一応 3 年度

間ぐらいで 2 件ずつ増やしていきたらなと思っております。審査につきましては先ほど言

いました若者ですとか女性を対象にした店の方が得点が高いふうになるように採点表をつ

くってございます。なので例えば単なるラーメン屋よりは女性受けしやすいようなカフェ

ですとか、そういったものの方が優先的に採択され安いような制度設計になっております

のでお願いいたします。続きましてその下中小企業共同事業促進の補助金でございます。

工業ビジョンをつくる中でやはりこれからは箕輪町内単品受注の会社が多いわけですけれ

ど 1 社だけではもう立ち行かないということで、できるだけ仲間になって共同受注を推し

進めていきたいということで、共同で例えば開発とか研究した場合ですとか、販路開拓で

すとか、何かシステムをつくった場合ですとか、そういったところに対しまして経費の 2
分の 1、1 年間で 30 万円を上限にこちらについては A 社、B 社、C 社が来た場合その 1 社

が代表になっていただいて、それに係わるものについて、3 回を上限に補助を出すものでご

ざいます。一応町内業者だけではなくて 3 社あればそのうちの 1 社は町外業者あっても 2
社が町内であればいいとかっていうような要綱になっておきます。0701 については以上で

その下にいきまして 0702 です。こちらみのわ祭りの補助金ですけれども実行委員会には昨

年に対しまして 25 万円少ない 800 万円を補助する予定です。すみません、120 ページです

ね、次のページいっていただいて仲町の方に移動してきまして徐々にいろんな看板ですと
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かが整ってきましたのでその分 25 万円ですけれど補助金の方を減らしてございます。続い

て 0710 の観光費でございます。こちらも例年と大きく変わるところについてですとか新し

いところをいうんですけれど、まず 11 の需用費の中の 06 の修繕料こちらの中にですね、

赤そばの里法面丸太土留め修繕というのが 34 万 3,000 円計上してございますが赤そばの里

上って行っていただくとすぐ左の方にちょっと高くなっていてその上に赤そばがあるんで

すが、あそこの法面が雨でしかも上で人が乗ったということでちょっと崩れてきているよ

うな状態でございます。これが赤そばの里が作業が始まるまでにこちらの方で丸太を使っ

てうまく土留め指定するというものでございます。観光客の方も来られますので、その土

留めがあまりみっともない、普通の板をただ土留めに使うと、あまりにもみっともないと

いうことで少し高目になっておりますけれど丸太をうまく組み合わせて観光地にふさわし

いような土留めをしてまいりたいと思っております。続きまして 121 ページの下の方の 15
の方の工事請負費でございます。赤そばの里そば畑整地工事ですがこちら赤そばの里入っ

て右手の方にやっぱり大雨で水道みたいのができまして大きく裂け目みたいのができてし

まいまして、それにより栄養が要はそばが畑の栄養分というか、均一じゃないということ

で、ちょっと耕土の方を入れて整地するという工事を 13 万 9,000 円でこれでも 4 月中に行

いたいと思っております。続いて 1 個飛ばしたその下です。ながた荘及びながたの湯諸設

備更新工事です。こちらながたの方からたくさんここも直してくれというふうにいろいろ

あるんですけれども、予算の関係上まず一つがろ過機の交換を 2 基行います。こちらが両

方合わせて 930 万円ほどかかります。設備を入れてから大分たちまして、漏れ等も生じて

きておったり、ろ過の機能が大分低下しているということで新年度で更新をお願いするも

のです。また、もう一つが電話等の情報機器更新、こちらながた荘とながたの湯両方とも

情報を一体化しているんですけれど古くなってですねなかなか電話がつながらなかったり

ということがあるということでそういった情報機器もちろん Wi-Fi 等そういったものも含

めてなんですけれども更新をするということでそちらの方が 430 万円となっております。

それらが工事請負費でございます。続きまして 17 の公有財産購入費です。土地購入費とい

うことで 457 万 1,000 円を計上してございますがこちら下のマレットゴルフ場、あそこ昔

きねた農園さんから大分大きく買ったですけれど、それのさらに南側、みのわ開発さんと

かの看板がある、あちらの 1,696 ㎡を購入したいと思っております。すぐにこういった用

途に使うというわけではございませんけれども、景観的にあそこのああいった看板あると

よくないというのと、あと今後開発していく上でほかの人に売られてもいけないというこ

とで、ここで購入の方をお願いするものでございます。一応この 457 万 4,000 円の単価の

根拠といたしましてはあの当時きねた農園の土地を買ったときの単価をもとに㎡でかけて

ございます。続きましておめくりいただきまして 122 ページでございます。中段の 0720 産

業支援センターみのわの管理費でございます。おかげさまで施設が建ちまして、いろんな

経常的な経費、電話、光熱水費等かかってまいるんですけれども、特に今年度新たに係る

ものが 1 番下から 2 番目が工事請負費でございます。電源増設等工事ということで役場の
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商工係の方があちらの施設の方に商工係として入る予定でございます。その関係で電源、

コンセントを増やしたり、扉が今の扉のままだとなかなか人が入ってきづらいということ

でそういったものを付け替えたり、あと内線電話を引いたり電話の方を引いたりする、そ

ういったもろもろの工事費ということで 32 万 4,000 円を計上してございます。またその下

の備品購入費のキャビネット等につきましては係がいくことによりまして書類等を入れる

キャビネットの 2 基と、あとカウンターですとか、椅子等を購入する備品購入費となって

おります。56 万 6,000 円でございます。以上が商工費になっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 それでは引き続きお願いしたいと思います。ページは一般の 165 ペ

ージ 165 ページをお願いしたいと思います。災害復旧費でございます。一番上が農地農業

用施設の災害復旧費ということで 100 万これは重機借上げ等になります。またその下の林

業、これは林道等の災害復旧費で同じく重機借上げで 100 万ということで新年度こういっ

た災害がなければいいんですけども、当面 100 万ずつもって対応していきたいと考えてお

ります。以上が歳出にかかわる部分の説明ということでありました。それでは歳入関係に

つきましても説明を申し上げたいと思いますのですいません、一般の 15 ページからお願い

したいと思います。15 ページへの一番上こちらが農林水産業費の分担金ということでござ

います。こちらに町単の土地改良の受益者分担金 402 万、こちら区の要望分で各区から入

れていただく分、その下の県営のかんがい排水の分担金これは、西部箕輪の土地改良区よ

りまたその下の県営農業農村整備事業分担金、こちらは西天竜の土地改良区から分担金と

していただいております。その下の伊那西部地区基幹水利施設管理事業分担金、こちらも

西部箕輪が土地改良区より分担金をいただいております。それでは 1 枚おめくりいただき

まして 16ページでございます。こちらの農林水産業費の負担金でございます。林業負担金、

またまた出てきましたけども先ほどありました桐沢山の分収林の分担金ということでござ

います。またその日陰入線は伊那市とか諏訪市からの分担金、またその下の長期償還の還

元金ですねこちらは諏訪市より箕輪町の方にもらう部分でございます。それからちょっと

飛びますが 25 ページをお願いします.こちら 17 款 県支出金の農林水産業の県の補助金と

いうことでございます。国庫補助金で県経由のものも入っておりますが農業委員会の補助

金からこちらの方に一通り先ほどの歳出に係わる部分の歳入が出ておりますのでよろしく

お願いしたいと思います。それでは以上が説明となりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 大変長い説明ありがとうございました。では質疑を

行いたいと思います。浦野委員 
○８番 浦野委員 107 ページの 1 番上の委託料でレジシステムの改修委託料 86 万 4,000
円っていうお話があったんでけれど、レジを改修するだけで結構高いんだなという感じが

するんだとその点はどうですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
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○土岐未来農戦略係長 レジシステムがあそこは実は 2 台ございましてカフェの方、それ

からそのお店の方というようなイメージです。それからそれと連動しておりますのが農家

さんがラベルを貼り付けるラベラープリンターとラベラーと言われる出荷者がどなたで幾

らというようなものを張りつけるものがリンクしておりまして単純にレジだけではなく一

式のもののソフトウェアを見直すというようなことだそうです。業者の見積もりでしかも

つくっていただいたところしか頼めないようなところがございましてやや高いかなってい

うことは私も同感でございます。このことにつきまして、経済産業省の方から改定に伴う

補助等もございましてそちらも狙ってはみたのですが大分システムがにこりこでカスタム

されているということがございましていわゆる一般的な補助のような要件にあてはまって

こないということが、いまのところ見通してございましていわゆる執行段階におきまして

は入札差金のような物を期待したいところでございますが今のところ見積もり見る限り、

そんな変なところはない見積もりかなというところで計上させていただいております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 いいですか。他ございませんか。ちょっとつなぎに

聞くわ。105 ページの農業委員会の負担金上伊那農業委員会農業委員会協議会負担金 27 万

7,000 円いうのと、一番にまた上伊那農業委員会協議会先進地視察負担金 2 万円ってあるん

だけど、別に上伊那農業委員会協議会負担金 1 本でいいんじゃないか。丸山次長 
○丸山農業委員会事務局次長 この下にあります上伊那農業委員会協議会先進地域視察負

担金ですけども、こちらについては先進地を視察する際のバスの借上げ料を参加人数に応

じて負担金をとるということでありまして分かれているという状況であります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それは分かるけれど予算上は 1 本で持っておいても

別にどうってことないんじゃないの。 
○丸山農業委員会事務局次長 おっしゃるとおりだとは思いますが。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 すみません、つなぎの質問ですので、結構です。他

にございませんか。下原委員 
○６番 下原委員 松くい虫の駆除の業務委託料というのが基本的に今から場所的にはわ

かっているのかね。この辺のところだよとかいうことはわかってるかどうかを聞きたい。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 松くい虫の現状からお話しさせていただきますと本年度この 2 月末

現在で昨年は 228 本あったものが本年は 186 本ということで、大分被害木が落ちてきてい

ます。これにつきましては林道、要はこの松くい虫のパトロールをする方が月に何回か目

視でパトロールしていただきまして発見し次第、こちらに通報いただきます。通報をいた

だきましたら検体をとって送って白か黒か見て黒だったら伐倒燻蒸をそこで手配するとい

うことでありまして今回は一応前年並みにより昨年より少しそれでも福与の樹脂転換も進

んでるもんで被害木が減るだろうということで若干落としくらいで今回は見積もらさせて

いただいてございます。ですのであくまでも見込みで大幅に大規模に発生したりすると、

ちょっと金額的には足りるかという問題はあるんです。ここ数年やや落ちついて。 
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○６番 下原委員 そういう感じがしているもんで。 
○三井産業振興課長 そうなんです。抑えてきているという状況でございます。 
○６番 下原委員 それはその時になってみないとわからん部分もあると思うもんで、そ

ういうところこそ補正なんだけどな。次の質問よろしいですか。これはね 119 ページ要す

るに産業に関する国際規格等取得補助金という形で ISO を例に出された 9001 なのか 9002
なのか、あるいはいろいろあると思うんですが ISO に課することこれの補助をすると 2 社

分を予定しているというさっき説明があったと思うんですけどということは 1 社 50 万円ぐ

らいの取得を今、ちょっとそういう言い方をすると誤解があるとまずいんだけど決して心

から思ってるわけじゃないんだけど今時点で ISO を取得したい、しなきゃいけないという

ような風潮を私から見ると少し下降気味かなというイメージを持っているんですが、その

辺のところを私の誤解であればいいんですけど皆さんの感覚的にはどうなんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小田切係長 
○小田切商工観光係長 こちらの ISO とかいっぱいいろんな多分国際規格あると思うんで

すけれども、一応予定では ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO22000、あと JISQ の

9100 ということで何でもかんでもいいというわけではなくてですね、どっちかというと航

空分野ですとかそういった高度なものを受けたいよというときにどうしても必要になって

くるものだそうです。こちらについても企業支援相談員の中野というものがいるんですけ

れども、企業訪問をする中でまたいろんな企業から受注のシートとかをもらうんですけれ

ど受注の備考欄にこういった規格を取得済みであることっていうことが条件になってたり

するということを受けてこの補助金の方をつくってございますので、今後さらにその今ま

でのやっていた分野ではなくて、さらに航空宇宙ですとか医療ですとかそういった今まで

よりもさらに広げた場合にはどうしても必要になってくる規格かなというところでこの補

助金交付をつくってございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 そういう部分になるとご承知のように箕輪町はどちらかというと中小

企業が多い企業体が数多くあるわけなんでそういう比較的難しい航空のことだとかという

部分をやると人もかかる時間もかかるそれでその部分でとってかなければ例えば企業が成

り立っていかないというような感覚でそういう部分を俺あるのかって聞くわけじゃないそ

ういう部分をどうやって PR していってとりましょうよってやっていくのが何か腹案があ

ったら教えてくれとこういうことを言ってるわけ 
○小田切商工観光係長 確かに下原委員おっしゃるとおり小さい例えば 10人以下の会社が

これを取ろうと言って取り組めるかというとかなり厳しいと思います。そうではなくてこ

ちら、やはり大企業ではなくて 100 人ぐらいの企業がもう 1 段階成長するためにと思って

つくっております。一応今までないところに町がこういった補助金をつくったから、これ

をきっかけに取得を挑戦してみてはいかがかというところもアピールしていく必要がある

かなと思っております。 
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○６番 下原委員 分かります。今言っていただけたんでそういう部分の PR が必要だよっ

て最終的にはそういってくれたので言うのやめますけどその他に気になるのは長田のとこ

ろの土地を買うっていう、買ったらどうだって話は、こっちからいくと箕輪土地開発公社

が出ててこの土地売りますっていう看板が非常に目立って正直目立ってしょうがないんで

いるんだけれど、そこのところをいっているの。 
○小田切商工観光係長 そうです。 
○６番 下原委員 なるほど。それで、そこのところのそれはそれでいいんんですけど何

をしようとして、ただする予定はないんだけれどあの土地開発公社の看板が目ざわりだで

ちょっとどかしてもらいたいと、そのためには買うことが 1 番いろいろ下のマレットやら

歩道があったり色々するのにあれが邪魔になってるから、こういうようなことで買いたい

んだと、こういうことなんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小田切係長 
○小田切商工観光係長 おっしゃるとおりですね一つは、景観上ですね、やはり観光客が

通るところですので、景観上で何とかしたい。二つ目がもしほかの方に何か例えば家でも

借りてはいけないってのが二つ目で、あとどういうふうに使うかというご質問だと思いま

すけれど先ほど少ししゃべりました条例でもあります観光戦略プランの中でそこも含めて

今後どういうふうに使っていくかというのも計画を立てた上で具体的な例を示せていけれ

ばと思っております。以上です。 
○６番 下原委員 もう一つ聞かせてください。いずれにしても私、関連があるので聞き

たいんですけれども該当のフラッグアームの設置とそこの次のページのところにあります

飲食店の創業支援補助金助成なり何なりそういうところの人達のところの創業していただ

いた時にはこうですよという話が確かにありました。あったんでそういうものが関連づけ

た格好でことに当たっていくなのかあるいはそれとは別にみのわ祭りのこういうことで仲

町は非常にみのわ祭りとしても多く人が集まるし、また好評もいただいてるんでそういう

ものによりスマートに、より派手に、やるためにそういうふうにすると飲食店もあの辺で

できるかもしれないしそういうような関連性についての考え方的に最後に教えてください。 
○小田切商工観光係長 フラッグアームの方と創業飲食店の創業の方は別に考えておりま

して、まず街路灯の方は既存の街路灯、仲町の実業団さん等が設置されたものであったり

いろいろあるんですけど役場のその下の交差点を十字にアームをつけさせていただいて、

その下にフラッグをつけるんですけれど、一つは例えばみのわ祭りの 1 ヶ月前にあのフラ

ッグをやったり、それ以外にも例えばもみじカップですか、フェンシングのああいうのが

あったらまた 1 ヶ月前にやったりとか、あとはもちろん商店街もありですし、いろんな使

い方はできると思っております。あの場所さえ提供してやれば作るのはご自分でやってく

ださいね、設置も自分でやってくださいねと外すところまで責任持ってやってくださいね

という、それは役場の方で要綱、管理要領なりをつくってやって、いろんなものに例えば

極論ですけど癌撲滅月間ですとかあそこすごい通勤量が多いですから、そういったふうに
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も使えるかなと思っております。こちらの方なんですが、一応県の元気づくり支援金の方

を当て込んで挑戦しております。あの実際につくかどうかわかりませんけれど、そういう

ふうにいろんな方が利用できるということになればいいかなと、ただもちろん町が管理す

るというのもあるんですけれど利益のため、例えば何とか商店のためというのはちょっと

どうかなというふうに、それは厳しいんじゃないかなと思っておる、1 社の広告、例えばな

んですが○○商事だけというのはちょっとふさわしくないかなと思っておりますので、ど

っちかっていうと公共機関ですとか商工会ですとか、また組合団体とか、そういったとこ

ろが使っていただければと思っております。それがフラッグアームの方でございます。飲

食店の方はほんとに飲食店に前に頑張る元気応援商店街あったと思うんですけどあれは既

存のお店の方も使っていただいたし、または創業された方にも使っていただいたんですけ

れど、あれを引き継ぎつつですね、やっぱり住民満足度調査を見たところですね、もう飲

食店娯楽施設が圧倒的に少ないというご意見がやっぱり若い世代に多いんですね。そこに

何かしなきゃいけないだろうということでいろいろすったもんだもあったりですね、何で

飲食店だけにっていうふうな声もあったんですけれども一応我々商工観光側としては、ま

ずは飲食店、1 番みんながほしい必要だって言われてるところに補助金をつくろうというこ

とで 2 件分の 200 万円の方を計上させていただいております。以上です。 
○６番 下原委員 まだありますけど私はいいです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 今の関連あるんだけれども飲食店の創業支援の関係、説明の中では若

者女性とあるんだけどそれは分かるけどどういう基準でだれがどうに決めるかそこら辺が

あいまいな気がするんです。そこら辺の説明は。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○小田切商工観光係長 一応要綱がありまして、要綱では町内に飲食店を新たに例えば、

何々屋をもう既にやってるところが 2 号店を出すとかそういう場合はだめなんですけれど

新たに飲食店を創業する場合には対象になりますよと出された方の書類の方を全部チェッ

クさせていただいて審査いたします。審査は例えば人の抽象的なものが入らないように審

査表になって配点があります。例えば客観的に向けターゲット層が主に若者や女性である

という場合は 20 点、創業者、要は経営者が女性の場合は配点 15 点とか、全部で最高特典

で 200 点になっております。この特典が 100 点以下の場合は、たとえ 2 件しか来なくても

対象にしませんと、要はみんなが求めているような飲食店じゃないだろうということで 100
点以下は認めないというふうにしてございます。例えば町にとって有利になる、例えば創

業に際し土地を購入する場合は、配点を 10 点多く加算というかさらに建物を購入するとも

う 10点とかというふうに要は若者で女性でそういう人たちもターゲットにさらに自分の金

を多く使って創業する方に有利になるような、そういう配点基準になっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 今町の担当者の皆さんが基準を見てやるということでいいんだね。 
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○小田切商工観光係長 表に従って点数を加算していくということです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。荻原委員 
○３番 荻原委員 青少年センターを今度壊して春日町の集会所ということですけどつく

ったときに俺ら百姓が入ってすぐでやったんですけど、あの土地って町の土地ですよね。

その春日町へとなるとそこら辺の兼ね合いってどうなるんだるんでしょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 市川係長 
○市川農業振興係長 先ほど荻原委員さんがおっしゃられたとおり町名義の土地になって

おります。建物立てた当初 20 年ほどは賃貸借というか米何俵っていう物納という形で借地

料を納めてきていたんですけれども 20年経ったのをきっかけに買い取ってほしいという地

主さんからの要望を受けて取得したという経緯がございます。ただ、その際にやはり常会

も集会所として使われる手前一定のご負担をいただきたいっていう話をしたと思われます。

という中で 2,000 万円ほど取得にかかってるんですけれども約 4 分の 1 は 500 万円程は地

元の春日町常会さんの方でご負担をいただいているということです。 
○８番 浦野委員 関連して、以前は土地は地元で要するに用意しなさいと運営の上屋に

ついては補助しますよっていうことなんだけどそれは何かそういうのはなくなったってい

うの。今言えば全部全額負担じゃなくて、若干は負担してるとしても半分、4 分の 1 前はそ

うに言われてたんだよね。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○市川農業振興係長 町内の大体の集会施設いろいろある常会の集会施設という、多分な

んですか、私有地で元々あって松島南町もそうだと思うんですけど、それをいわゆる非課

税扱いとするために町の方に寄附採納して固定資産税を免除されてるっていうようなもの

がほとんどだと思っております。ちょっと春日町の常会に関して町が施設を建てたという

こともあってそういう経緯もある中で町が取得をしたというような、いわゆる常会として

土地が持てないっていうこともあってそういう形をとったということなのかなと思うんで

すけれども。 
○三井産業振興課長 ですのであの土地は箕輪町の名義ですので、もし何かしらであの土

地を地元の常会でも使わんよ、売却するよというようなことがあれば、それはそれで過去

の経過は当然残っておりますので何か集会所以外でお使いになるというような話があった

ときにはその話はきちっと町でもしていきたいとは考えております。現状は集会所でお使

いいただくので町としても今集会所建てるのに土地代をよこせというような話は正直無理

だと思いますので次の段階でね、何か集会所以外にお使いの用途が起きた場合には当然考

えていきたいと思います。 
○３番 荻原委員 それから有害鳥獣で猟友会の方へだいぶ大きな補助金出したりして、

これとても大事なことであっての我々としてもぜひやってほしいんだけど猟友会の皆さん

大分高齢化になってきてるんですよ、皆さん農業新聞ってあまり見てないかもしないけど、

結構猟友狩猟女子っていうのは結構増えてきてるんだよね。町でも間違いなく有害鳥獣っ
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てしっかりしていかないと被害も出てくるしでそういった面では猟友会の補助を出すのは

構わないんだけど新しい猟友会の要請というか若い人の要請をするためにもやっぱり町と

してやっぱり必要なもんじゃないかなと思うんでそこらのところについて全然そういう考

えないのかどうなのか町として。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 前回も荻原委員さんの方からもご提案いただいて、そのうち町の職

員も猟友会に入ってというようなご提案もいただいております。正直今町議さんのおっし

ゃられるとおり当時の会員の方がそのまま高齢になってらっしゃってなかなか正直新入会

員が少ない状態であります。ここで以前は小林さんという方が会長さんされていて今度は

増田屋モーターズの井口さんという 50 代の方になりましたので、ちょっとその辺も一緒に

これからの猟友会の会合等ありますのでどういった方策がいいかというのは会長さんも含

めて考えてまいりたいと思います。 
○３番 荻原委員 ぜひ町として率先してやっぱり任せているばかりでなくぜひそうして

欲しい、それと町民菜園の中で耕運機を買って、そしてまた今回燃料のだすというような

ことのようですけれども、これって要は町民菜園を使っておられる方は誰でも使って、そ

して燃料についてはすべて町が出すという解釈でいいんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 大きい馬力のものを買うつもりはなくて、いわゆる管理機という

ものを買う予定なんですけど、その管理というものが問題でして、どなたでもどうぞとい

うことんなりますと喫券ですとかそれから扱いが適当かですとかそういったことがあるも

んですから、基本的には頼まれて町の職員が対応していくようなことを考えております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 有害鳥獣の関係で発信機を 2 箇所て熊の関係だということでこれはど

このことの説明だったんです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 すみません、それが猟友会補助金という項目で補助金の中に増額し

て入ってるということで猟友会補助金の額が昨年より 20 万ほど増えていると思います。 
○８番 浦野委員 猟友会に補助金やっといてその中で買ってよってそういう感じ。個別

には買えない。 
○三井産業振興課長 基本的に自分たちが都合のいい形の中で選んでこれがいいというこ

とで見積もりいただいてますので町で備品として実際にそれを向こうで管理していただく

ので町の備品にするよりかはあの向こうで管理していただくので、向こうで買っていただ

いてしっかり管理していただくのが適当かなという判断でございます。 
○８番 浦野委員 分かりました。一つ私、一般質問で鹿も同じです。しかもそういう実

績残してるとこがおると思うんでやっぱりさっき助成とかいろいろ出ていたけどロスのな

いようにね、あそこではらまってるでいけばいいそんなような形も考えていくべきだと思
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います。割とそっけない答弁だったんですけどぜひ他やってるところがありまして実績が

あるのでお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。浦野委員 
○８番 浦野委員 115 ページ委託料で林地台帳ていうことで結構な金額 600 万以上載っ

ているんですがこれはどういうところに委託していくんだろう。そんな簡単にできるもの

でもない気がするんだけど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○三井産業振興課長 実は例えば業者名を町図作るような何々工業とですとか何々結局そ

の地図を町の過去の旧図を電子化して、それを今の現状と合していくような作業ですので、

これはかなり大変だと思います。ですので費用面もあるし実際の現況とというかいろんな

林班図、町の方で持ってるものとつけ合わせをして当てはめていきますので正直手間がか

かるということで金額的には 600 万円以上なってますけどもかかるということでお願いし

たいと思います。 
○８番 浦野委員 金額は当然かかると思うが、1 年でできるかな。 
○三井産業振興課長 今のところ年度内で早期発注して全てそれを紙ベースのものを電子

化して当てはめていくということでありますので、完全に合致させるというかそもそも告

知をしてないですので、合わない部分は当然出てくると思うのでそういうものの微調整を

していってパソコンで画面でどこどこのとこは誰さんの持ち物でっていうものと整合性を

とって地図と台帳をくっつけていきたいという考えでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 いいですか。その 115 ページね。その負担金ですが

小横川林道愛護会負担金というのとそれから林道熊倉線愛護会負担金というのと西部林道

愛護会負担金、三つ出てるんだけどその下の二つは 1 万とか 1 万 4,000 円で小さいだけど

小横川はちょっとそれに比べると大きいんだよね。まず、なぜ金額に違いが出ちゃうのか

というのと実際にどういう活動に対する負担金なんですか。課長 
○三井産業振興課長 この 18 万何がしというものの根拠ということですよね。実は先ほど

来話のあった桐沢山を切り出す場合には、近場はこっち側からの作業道でとれるんですが

そこから、小横川が見えるんですよね。辰野町さんとの関係もあったり実際切り出すとき

にはこの林道を使わしていただくのが 1 番安価で切り出しができるとそういった事情があ

ります。ちょっと金額の詳細についてちょっと手元に詳細のものがなくて申し訳ないです

けどもそういった部分で箕輪町がこの愛護会に参加して作業に対するものの負担金ですと

か、何か若干の工事、そういったものの中で箕輪町も協力させていただいている現状があ

ります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。討論はございますか。 
 （「なし」の声あり） 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計

予算、産業振興課分について採決をいたします。原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。それでは原案の決したものと

いたします。 
 議案第 23号 信州みのわ のうさんぶつかこうじょの長期かつ独占的な利用についてを

議題といたします。説明をお願いいたします。課長 
○三井産業振興課長 それでは議案第 23号 信州みのわ のうさんぶつかこうじょの長期

かつ独占的なありようについてについて説明をさせていただきます。地方自治法と公の施

設の一年以上の独占的な利用につきましては地方自治法 96 条第 1 項第 11 号また並びに箕

輪町議会の議会に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例第 2 条によりまして 1 年

を超えて独占的に利用する場合は議会の議決を得なさいという条例となってございます。

それで今回にこりこの北側の加工所でございますが先ほどの債務負担行為でもありまして

3 年間の利用をみのわ加工株式会社の方でしております。こちらにつきましてはすずらんハ

ウス等で使うジャムの製造ですとか地域食材等を利用して安定した加工品の製造を行って

いきたいと、やはり 1 年単位だと翌年の部分の借り入れるのか不安定な状態でいろんな材

料仕入れだとか製品開発というのも厳しい部分もありましてみのわ加工の希望で、できれ

ば、3 年間くらいの契約にして欲しいという中で私どもも町内産の農産物を利用していただ

けるようなお話ですとか地元の農家のお願いするジャム製造の受託の製造ですとか、その

ようなことをしていただけるというお話もお聞きしておりますので当初の加工所の設置の

趣旨にもあうということで今回、町としても、それに同意をするような形でで 3 年間の利

用が適当という判断をさせていただいて今回議会に上程させていただいたわけでございま

す。以上でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方

お願いします。一つ聞きます。これでわからないんで聞きたいんだけど、今日出されてい

る議案第 14号の加工施設の条例の一部を改正する条例というのがあって使用料は指定管理

者が収受することができるようになるわけじゃん。一方でこの今回の議案第 23 号というこ

とはこのみのわ加工が独占的に使うということは現実的に利用料金を納めてくるさっきの

14 号で収受するような利用料金って発生するんですか。 
○三井産業振興課長 ですのであくまでもであの帳簿上、使用料は要は管理する指定管理

者と運営する利用者ですよね。本来利用者が指定管理者へ使用料を払うんですけども、こ

こが同一の企業ですので帳簿上納めたそういうやりとり、費用面ではそれだけ要は利用料

を払った。逆に受ける方では利用料を受けたというような、会計になると思いますので実

際の現金の異動はそういうことを省略できる形になりますので会計情報はそういった会計

処理になると思われます。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 土岐係長 
○土岐未来農戦略係長 ちょっと補足してお願いします。ちょっと一部違うところがあり

ましてすみません。指定管理者と利用者というのはたまたま今回一致していますが普通別

のこともありますということで私たち指定管理料をこれだけのことをしてくださいってこ

とでお支払いをするんですが、それがちゃんと使われましたということや収入をちょっと

とりましたかということについては指定管理者としての決算が必要になってまいります。

通常加工利用者とは別の決算になるということで 1 年単位なんですけれども指定管理者と

してのお仕事上の決算というものは書類をつくっていただきまして提出していただくとな

ってます。ですので私たちも利用者が一緒なので一緒くたになってやってるかどうかわか

らないってことは管理上まずいので指定管理者制度の中はそうなっているんですけども、

そういったことでもって担保するということをしたいと思っております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 実質的にみのわ加工というところが利用するだけな

んだ。そこから指定管理者である、同じみのわ加工へ用料金払う、こういうことなんだ。 
○土岐未来農戦略係長 そういうことです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他に質疑ございます。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 討論ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 23号 信州みのわ のうさんぶつか

こうじょの長期かつ特選的な利用についてを採決いたします。本案は原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決したものとい

たします。以上で委員会審査を終了いたします。大変ご苦労さまでございました。 
 
【2 日目】 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 おはようございます。[一同「おはようございます。」]
定刻若干前ですけれども、全員がお揃いですので委員会を始めたいと思います。はじめに

昨日の議案第 17号につきまして説明を補足するという旨の申し出が課長からございました

のでそちらをお願いいたします。課長 
○三井産業振興課長 昨日の議案第 17号の箕輪町会計一般予算の中で中澤委員長さんより

ご質問をいただきました小横川の林道愛護会の負担金が他のより突出して高いじゃないか

というご質問をいただきました。こちらにつきましては 18 万 7,000 円という金額でござい

ます。ほかの部分は 2 万程度の分担金でございますけどもなぜ高いかということでござい

ます。こちらにつきましては辰野町の管理している林道になりましてでこれがそれに関係

する流域のそれぞれ持ち分によって分担金率が決められております。当町におきましては
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495 ヘクタールが関係する山林ということになりまして分担金率が全体の 36.9％というこ

とで 3 分の 1 が箕輪町の所有林ということでございます。これに伴いまして毎年この愛護

会を通じて林道の整備、砕石をまくですとか、転落防止用のガードレールを設置するです

とかこういった工事を定期的に行っておりまして、その分の工事費の分担金も、この費用

に含まれてるということでここ 5 年くらい同じ 18 万 7,668 円という額でその範囲内で工事

をしている状況でございます。ちなみに当町におきましては林道については各関係する区

ですとか個人林、また町有林もございまして箕輪町ではこの林道に係る分担金というもの

は徴収してないのが現状であります。辰野町さんはそれぞれの関係する地権者の方から分

担金を取っている現状でございます。以上が高い理由ということでございますけども、よ

ろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 要は箕輪町のやつが二つだけあったじゃん。愛護会 1
万円程度と 1 万とかあれっていうのはその工事とかそういうのの分担金じゃなくて活動に

係わる。 
○三井産業振興課長 通常の総会費用といことの費用ですので、1 万 2 万程度の額になりま

す。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 そういうことなんだね、そうするとほかの会でもや

ってれば申請すればいいということかい。 
○三井産業振興課長 他の会というか、例えば実際分担金を通常の分担金と別に取ってる

のが日影入線、例えばそれは諏訪市さんとか伊那市さんに影響する、そういうところはち

ょっと別の通常の分担金とは別のところで予算措置をされておりますのでそういった部分

で出てきてない部分もございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。ここで一旦会議を閉じます。 

【産業振興課・商工観光推進室 終了】 
 

⑤建設課 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 会議を再開します。議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町

一般会計補正予算（第 9 号）のうち建設課分を審査いたします。説明をお願いします。課

長 
○唐澤建設課長 それではよろしくお願いいたします。議案第 2 号ということで、一般会

計の補正予算を説明させていただきます。歳出を先に説明し、伴う収入がある部分があり

ますので説明をさせていただきます。また、繰越明許の関係がありますが、それにつきま

しては他の説明が終わった一番最後に説明をさせていただきますのでよろしく願いいたし

ます。それでは、補正予算書をお開きいただきまして 32 ページをお開きいただいてお願い

します。以降につきましては担当する係長から説明させますのでよろしくお願いいたしま

す。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
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○根橋建設管理係長 32 ページのところにあります 8 款の 2 項の 1 目の 810 の道路維持に

ついて説明いたします。補正前が 6,040 万 2,000 円、補正額が 282 万円、合計が 6,322 万

2,000 円です。こちらの 13 節になりますけれど委託料という形で町道の除雪・凍結防止剤

散布業務委託料の増となっております。こちら全体で 282 万円の増です。こちらの 1 月の

上旬に前年度まで 5 年間分ぐらいの平均値から必要な費用を計上して差分で計上していま

すので結果的には降雪が少なかったため少なくなりましたが、1 月の上旬の時点では 282
万円程不足するということで 3 月補正として計上いたしました。続きまして 3 目 0833 の防

災安全社会資本整備総合交付金事業費です。こちらが補正前の額が 9,875 万円、補正額が

717 万 2,000 円合計が 1 億 592 万 2,000 円です。こちらの方 13 節いうことでこちらも委託

料となっております。こちらの方で橋梁の強度調査業務委託料としまして、717 万 2,000
円を計上しております。こちらの橋梁強度調査は対象となっている橋は、八乙女地区にあ

ります水路橋です。こちらの橋が今年度法に基づく点検を行いまして判定の結果が 3 とい

う形で出ました。こちらの方は 3 という結果が出ましたので今後ですね、橋としての構造

物の機能に支障が生じる可能性がありますといった結果で措置などを講ずべき状態ですと

いう形ででましたので今回の法的な検査では表面上の状態とかそういったものに対しての

結果となってますので今後実際の橋としての強度がどのくらいあるのかということですと

か現行の橋の方で既に通行制限重量規制 6t というものをかけておりますけれども、そちら

が妥当なのかどうか、また橋としてどういった修繕が必要であるか、また可能なのかなど、

そういったものを専門的な調査ということで今回 3 月補正の方へ橋梁の強度調査の委託経

費を計上したところです。では 1 枚おめくりください。続きまして 33 ページの 9 款の消防

費です。こちらの方 1 項の 4 目 0932 の住宅建築物耐震改修事業費です。こちらの方が補正

前の額が 344 万 8,000 円、補正額が 200 万円の減合計額が 144 万 8,000 円となります。こ

ちらの方 19 節の 2 の細節ということで補助金ですね。こちらを住宅建築物耐震改修事業費

の補助金減ということで 200 万円の減としております。200 万円の減としまして年度当初

上限 100 万円のものを 3 件として見込んでおりましたけれども結果としては、1 件のみの

申請となりましたので 2 件分に当たる 200 万円を減としております。またそれに伴いまし

て歳入の方に変化がありましてまず最初に 12ページになりますけれども 12ページの 16款

の国庫支出金の方です。こちら 2 項の 8 目土木費国庫補助金こちらの中の細節が 5 になり

ますけれども住宅建築物の耐震改修事業費の補助金減が国庫分が 35 万 4,000 円の減です。

また 1 枚おめくりいただきまして 14ページになりますけれども 17款の県の支出金ですね。

こちらの 2 項の 8 目 土木費の県補助金ですがこちらの方も細節の住宅費補助金になりま

すけれども、住宅建築物の耐震改修事業費事業の補助金減ということで、県の補助金の方

は 82 万 3,000 円の減となります。合計しますと 33 ページにありますように国県の支出金

が合計で 117 万 7,000 円の減、また、一般財源の方は 200 万円との差額で 82 万 3,000 円の

減となります。歳出と歳入の説明は以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
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○唐澤建設課長 それでは歳入歳出の説明については以上となります。それでは予算書の

頭の方ご覧いただいて 5 ページをご覧いただきたいと思います。5 ページにですね、繰越明

許費の補正の表があります。当課に関係するのが中ほどにあります土木費の道路橋梁費っ

て 2 件計上しております。まず上段の防災社会資本整備総合交付金関係につきまして小沢

補佐の方から説明させますのでお聞き取りをください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小沢補佐 
○小沢建設課課長補佐兼建設工事係長 初めに、防災・安全社会資本整備総合交付金事業

舗装・橋梁修繕工事につきまして 9,700 万円繰越明許をお願いしたいといったものです。

中身といたしましては 6 号線、316 号線、伊那プリンスホテルの東側の道路を今工場やって

るものですけれどもその分といたしまして 3,000 万円また明神橋も工事中ですけれども、

につきまして 6,700 万円合わせて 9,700 万円であります。どちらの工事も工事が進むにつ

れ当初設計の見直し、修正が発生いたしましておよそ 2 ヶ月程度工期が延びるのではない

かといった予想であります。ただ農繁期、田んぼの用水の関係もありますし天竜川につき

ましては水も増えてくるといったこともありますのでできる限り 2 ヶ月といわずに 1 ヶ月

程度の工期延長で今工事を進めているところでありますけれどもこの 2 件につきまして繰

り越しをして工事を進めていくといった内容でございます。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○唐澤建設課長 それではその下の橋梁強度調査業務の委託について私の方からご説明申

し上げます。先ほど根橋係長から説明いたしましたけれども、3 月補正で橋梁調査委託料と

いうことで 717 万 2,000 円を補正予算計上したところございます。この水路橋につきまし

ては結果的に 3 という判定ということで聞いておりますけれども予算見積もり時点では 3
か 4 簡単に言うと橋の点検、5 年に 1 遍にやってるのを１から 4 段階で判定をしてます。1
は健全ですよ。2 はまあ多少何かあるけれども大丈夫ですよ。3 が早期に措置を講ずべき状

態、それから 4 というのが緊急に措置を講ずべき状態という分類になります。緊急に措置

を講ずべき状態というのが簡単にいうとすぐそこを交通を止めなくてはいけないという状

態になります。それで目視でということで我々の方でも見たときに恐らく 3 若しくは 4 が

出る可能性がものすごい高いということで地元の方にもそんなお話を申し上げておりまし

た。予算要求時点で 3 か 4 が出るということを想定しますと地元の生活にもうんと支障が

あるということが想定されますので早期にその八乙女の水路橋を今後どうするかを決めな

ければいけないということを想定いたしまして新年度と言わず補正で橋の強度調査をお願

いした方がいいだろうということで今回補正に計上させていただき、これで議会でお認め

いただければ 3 月中に業者を決め、発注をし、早期の点検をしていきたいということでご

ざいます。そういったことから早期に措置を講ずべき状態というのの方向性をどういうふ

うに見るかということを先ほど根橋の方から説明ありましたように重量規制だとか、どん

な修繕が可能かとか、そういったことを見出すためのということを目的として 3 月の補正

予算に計上し、それを繰越明許としてすぐに着手できるようにさせていただいたというこ
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とでございます。以上で繰越明許の関係の説明を終わりとなります。それから補正予算の

中身につきましてもすべて説明をさせていただきました。よろしくご審議をいただきたい

と思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方

お願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 よく言うんですが除雪の関係で毎年こう補正をしてるとある程度わか

るんですが、特に今年なんかは雪が本当に降っていないいうようなところで当初にもう少

し載せておけないかといわゆる何 100 万も補正しなくてもいいように今年はうんと少ない

方なんだけどという点についてこれ要望なんだからむしろね、明らかにこれじゃ足りない

と分かっている予算を当初載ってるような気がするのでその点はどんなふうに考えてるか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○唐澤建設課長 おっしゃるとおりだと思います。担当課としては当初予算のときにも 5
年平均ですとかそういった形で予算要求はいたしますがその予算をどうつけるかというと

ころは予算審議の中で決まってきているものでございまして担当課の方としては何とお答

えしていいやらという形になりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○８番 浦野委員 そうするともう少し当初予算の段階ではいわゆるもう少し大きな予算

要求はしているかどうか。 
○唐澤建設課長 その通りです。 
○８番 浦野委員 担当課としては、当初予算ってのは前年比っていうのもあるもんで、

そこだけ膨らませたくないという気持ちがあるんだけど明らかにいつも補正でそれも金額

が大きいかなり何 100 万という今回少ない方ぜひまたその辺も訴えていってください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○唐澤建設課長 担当課としては予算はちゃんと要求はしてます。予算審議の中で大きさ

が変わったというふうに捉えていただければと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。荻原委員 
○３番 荻原委員 今回 280 万ばかり今回補正で上がって今年は雪が少なかったけどやっ

ぱり凍結防止剤を結構まいたっていうそれがこういった制度につながったということでし

ょうか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 降雪量が少なくても気温が低くなれば委託している業者さんの方で

凍結防止剤は散布していただいてます。ただ 5 年平均したときに今回の冬よりも去年の冬

の方がはるかに寒くて凍結防止剤自体は去年に比べるとかなり減ってはきています。ただ

設定したある程度の寒さになれば業者さんの方でまいてくれてますし、あとですね委託料

の方は実際の稼働したものに対して払うものと、機械をその業者さんがリースして借りて

いる部分に対して、機械管理料というものをお支払いしています。機械管理料のほうは事

業者の方がやっぱり除雪専用の機械を持っているということはなかなか難しくなってきた
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のでリースしている会社が増えてきていますので、機械管理料の方は年々増えている形に

なっております。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 八乙女の水路橋の件でこれは今 712 万円（聴取不能）予算これはそ

のどうするかを調べてもらうための予算なの、それとも改良をするための予算なのかとい

うことを。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 今回の費用はあくまで調査のためで先ほども説明しましたけど今回

の今年の法律の点検っていうのは表面の調査、これは目視とか触診とかそういったもので

内部調査まではかかっていない状態です。だから今年の調査をもとに例えば先ほども言い

ましたが重量規制のが 6t が適正であるとか適正でないということは判断ができない状態で

す。なので今度はあのコンクリートを実際にとって、強度事態を図って、それをやれば重

量規定が 6t が適正なのかとかもっと実は厳しくすることでもっと橋が長寿命化できるかと

かそういったものができますので今回の強度調査を行って今後の維持管理の方針を出すた

めの一つの可能性ということでそれが終わってから今後の修繕とかそういったものの目標

とかそういったものも決まってくると思います。以上です。 
○１４番 伊藤委員 可能性としては例えばそれが終わったときにまだちょっと無理だっ

て話が議会がかかったときに取り壊したほうがいいよって話になればそれ取り壊しをする

ようなことも考えているということですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○唐澤建設課長 その調査の結果を見てでないと何とも申し上げられませんのでそのため

に行う調査というふうにご理解いただきたいと思います。 
○１４番 伊藤委員 最終的には議会で判断してくれという話になる訳、そこら辺は違う

訳か。 
○唐澤建設課長 道路として使わなくて路線認定を廃止するんであれば路線を廃止すると

いう議案が出ると思いますし、取り壊すということであればその予算が出るでしょうから、

そのときにご審議をいただくということになろうかと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 リースの関係なんだけれどどのくらい、浅川だといつでも 2 台くらい

あそこで年間置いてあるような気がするんだけどリースになれば、そのいわゆる期間、雪

が降りそうな期間のリースなのかどのような算定をしているか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 期間としては雪が降りそうというか冬の期間ですね、契約自体が今

年も 11 月下旬から 3 月までという形で委託契約してますので、その期間の部分を見ている

という形になってます。 
○８番 浦野委員 何台くらい町の中でリースされているところ払ってるところでもいい
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んだけど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 台数までは持ってきてないんですけれども、金額としては昨年が 900
万円ぐらいだったんですよね全体で。今年 960 万円になってます。大体 1 台増えると、50
万円から 100万円ぐらい機械管理料というのが伸びますので 10台以上あることは確実なん

ですけど、すみません、何台という正確な数字を持っていません。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にはございますか。よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それではこれ採決してよろしいですか。 
（「なし」の声あり） 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算

（第 9 号）建設課分につきましては原案のとおり決するものとしてよろしいでしょうか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たします。 
 続きまして議案第 17 号 平成 31 年箕輪町一般会計予算建設課分についてを議題といた

します。ご説明をお願いいたします。課長 
○唐澤建設課長 それでは議案第 17 号の 31 年度の一般会計予算の建設課に係わる部分の

説明をしていきます。まず緑色の表紙予算に関する説明書をまずお開きいただいてそこの

一般の 123 ページをお開きいただきたいと思います。123 ページからが土木費建設課に係

る部分が多く書かれてるところでございますがそちらから説明をさせていただきたいと思

います。これからはそれぞれ事業コード単位で担当する係長からそれぞれ歳入にいったり、

歳出にいったりというような形で説明するようになります。昨年の予算と比べて増減の大

きいとこだとか、新たに計上したところなんかを中心に説明し、同じような状況であれば

割愛するような形でいきたいと思います。123 ページの土木総務費のところに真ん中の節の

ところに給料職員手当共済費というのがあるんですけれども人件費の関係、総務課の所管

でございますのでその部分についてもう 1 箇所ありますけれど説明は省略をいたしたいと

思います。それでは 0801 の土木総務費から始めていきたいと思いますので、このあとは根

橋係長から説明させますのでよろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 123 ページの 8 款 1 項 1 目の 0801 の土木総務費についてご説明いた

します。31 年度 5,237 万 1,000 円、30 年度 5,451 万 7,000 円ということで 214 万 6,000
円の減となっております。801 の中でまず 13 節の委託料の中で下から 2 番目また 1 番下の

ものが新規計上となっております。CAD システムの更新業務委託料が新規また、課のパソ

コンのシステム委託料が新規として計上しております。123 ページの 1 番下 18-01 備品購

入費ですけれども、こちらも新規となっております。測量用機器の備品購入を予定してお
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ります。続きまして 1 枚おめくりいただきます。124 ページになります。124 ページの 0801
の 19 節 負担金、補助及び交付金ですけれどもこちらにつきましては前年度比とあまり変

更がありませんので説明は省略させていただきます。続きまして 2 項 1 目の 0810 の道路維

持費です。31 年度 5,496 万 2,000 円、30 年度 5,216 万 6,000 円、279 万 6,000 円の増です。

こちらの方、財源内訳としましてその他 700 万 1,000 円計上しております。こちらの内訳

ですがまず歳入の方 17 ページになりますけれども 15 款の使用料及び手数料こちらの中段

にあります 8 目の土木使用料ですがこちらの 1 節の道路橋梁使用料というところで道路占

用料を 700 万円計上しております。また、1 枚おめくりいただきまして 18 ページ同じく使

用料及び手数料になりますが、今度 8 目の土木手数料になります。こちらの方の 2 節の道

路橋梁手数料ですけれども道路を正面に関する手数料ということで 1,000 円計上しており

ます。それではすみませんまた、124 ページの方ご覧ください。こちらの道路維持費ですけ

れども今年度新規で計上しているものといたしましてすみません、124 ではなく 125 ペー

ジの方なりますけれども備品購入費こちらとしまして 148 万 5,000 円凍結防止剤の散布機

を新規計上しております。また 19 節の負担金、補助及び交付金の中の 2 節の補助金ですけ

れども危険ブロック塀等撤去事業補助金こちらの今年度の補正となっておりますけれども

年度の当初の予算としましては 200 万円を新規として計上しております。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小沢補佐 
○小沢建設課課長補佐兼建設工事係長 0811 道路舗装補修工事費 7,810 万円、前年対比

1,473 万円の減でございます。金額的には 1,400 万減になっているわけですけれども内容と

いたしましては各区からの要望事項に対しまして来年度事業化にしたいといったものを計

上しております。箇所数工事規模等につきまして前年並み、例年並でございまして一部次

の 0820 の事業費に回ってる部分もございます。ご覧いただきますと 0820 では 770 万の増

ですので全体としては約 700 万ほど減ではありますけれども各区からの要望に対しまして

例年並みに対応して事業化しているといった状況でございます。内容といたしましては修

繕料 100 万円、委託料 300 万、工事費 7,410 万円この中で修繕料なんですけれどもこれま

では修繕料この事業コードにはありませんでした。今まで緊急的な小さな修繕にいたしま

しては工事費で対応したり重機借上げ料で対応しておったんですけども修繕料といたしま

して 100 万円計上いたしまして緊急的な修繕に対してここで対応していきたいなといった

ものであります。また委託料につきましては複雑な工事につきまして職員が設計測量でき

ないものについて業者にお願いしなきゃいけないものがあった場合に委託でお願いしたい

わけですけども今年度なんか見ますと職員頑張りまして水路の設計、舗装の設計自分達で

行っております。来年につきましても計上させていただきましたけれども、できれば職員

でやっていきたいなといった内容のものでございます。工事費につきましては各区からご

要望いただきまして全区区長さんと箇所回りましてこの 7,410 万円につきましては全 41 箇

所を工事して来年度やっていきたいなと思います。内容といたしましては舗装工事、オー

バーレーもありますし、打ち替えもございます。また水路側溝改修、開渠を自由勾配側溝
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に変えたりだとかといった箇所ももございます。大きな工事費をもっているところでいっ

たら沢の 50 号線、松島では 54 号線といったところを水路改修等を予定しております。続

いて 0820 町単独道路整備事業費でございます。こちらにつきましては 3 箇所の区からのご

要望に対応して改良工事を進めたいといったものであります。大きくは一つ、北小河内の

705 号線 30 年度から引き続きになる箇所でございますけども地権者との相続関係の対応も

若干遅れがちがありまして、工事主に来年度に施工していきたいといったものでございま

す。もう一つが木下の 556 号線といいまして割と町中の狭い道路これを拡幅していきたい

といった事業でありましてこちらにつきましては測量と用地費等を計上してございます。

八乙女の 177 号線につきましてもこちらの事業の中で水路橋の関係もございますけれども

通学路等、今後どうなっていくか分からない部分につきまして事業費として計上してござ

います。旅費といたしまして 2 万円、消耗品 25 万円、委託料 250 万円、工事費として 1,000
万円、土地購入費 655 万円、いただきまして補償費で 100 万円といった内容であります。

ちょっとご説明いたしますが土地購入費ですけれどもこのうちの 250 万円相当を南箕輪の

事業に絡めて関係するものがございます。今南箕輪の方で町村堺、木下の原町 KOA 株式会

社の南のところを南箕輪の方で道路改良しております。それの取りつけが箕輪の方に取り

つけるときに若干 KOA さんの土地が影響してくるといったものがあるようでしてそこを

道路にするに当たっては、箕輪の方で買い上げその分につきましては、南箕輪で負担いた

だけるといったお話がありますのでちょっとざっくりなんですけども 250 万円をそこで予

定しております。前の事業の事業費を歳入の方を全く触れませんで、すみません。戻りま

す 0811 につきましては起債といたしまして、地方道路等整備事業債 5,400 万充当しており

ます。また区からの分担金といたしまして 530 万 3,000 円と一般財源として 1,879 万 7,000
です。続きまして 0820 につきましては同じく起債の方が 760 万円、区からの分担金 460
万 8,000 円、この 460 万円の中に南箕輪からの 250 万円も入れてございます。一財が 811
万 2,000 円という内容でございます。行ったり来たりですみませんでした。おめくりいた

だきまして 
○根橋建設管理係長 続きまして 8 款の 2 項の 2 目 824 の県営事業負担金について根橋か

らご説明いたします。31 年度 300 万円、30 年度 435 万円、135 万円の減となっております。

こちらの方負担金としまして、国県道の兼用側溝工事負担金こちらが 300 万円となってお

ります。135 万円の減につきましては本年度はバイパスの工事に関する負担金がありました

けれども県の方から 31年度はバイパスの工事に関しては負担金が必要ないよということで、

その分減となっております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小沢係長 
○小沢建設課課長補佐兼建設工事係長 続いて 0825 交通安全対策事業費でございます。修

繕料といたしまして 35 万円、工事請負費 300 万円、内容といたしましては 51 号線先ほど

51、52 号線見ていただきましたけれども、北小学校の付近でございます。横断防止柵をバ

イパスと北小学校の間ございませんので、そこを横断防止柵を設置する予定であります。
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その他グリーンベルトにつきましては今現在この箇所っていった箇所決めはしてないわけ

ですけれども学校、教育委員会、PTA の要望等々検討いたしましてグリーンベルト設置を

予定しております。先日も議会の中でございました 6 号線も含めて箇所決めをしていきた

いといったものであります。財源といたしましてはすべて一財でございます。続いて 0832
社会資本整備総合交付金事業でございます。内容といたしましては 6 号線、316 号線今年か

ら引き続き来年度も伊那プリンスの東側の道路改良工事を進めてまいります。消耗品費 3
万円、委託料 500 万、工事費といたしまして 7,700 万、土地購入費 100 万、負担金これ上

伊那広域連合土木振興課にご協力いただいてる部分で 467 万 5,000 円、補償の方では 100
万円ということで工事費の中には 1 号線、大規模農道の舗装につきましても交付金事業で

進めてまいります。工事といたしましては二つの工事でございます。財源といたしまして

は交付金 3,500 万円、起債の方、公共事業等債の方になりますけども 3,320 万、一般財源

2,050 万 5,000 円といったものでございます。次のページにまいりまして 0833 防災安全の

方の社会資本整備総合交付金事業でございます。こちら橋梁の関係になります。まず委託

料といたしまして 5,500 万円橋の詳細設計を出していく予定のものでございます。あと点

検の部分もこちらに含まれております。工事費といたしまして 3,000 万円、今予定してい

るのが大規模農道 1 号線の山の田橋と申しまして深沢川にかかる橋を補修工事していく予

定でおります。こちらも上伊那広域連合への負担金 527 万 5,000 円でございます。財源と

いたしましては交付金が 3,850万、起債の方で同じく公共事業等債 3,330万円、一財が 1,847
万 5,000 円でございます。続いて 0837 狭あい道路整備等促進事業費こちらにつきましては

115 号線、沢保育園の西側の道路今年から引き続き来年度も工事してまいります。今年度ま

だ工事自体は取りかかってないわけですけれども用地の方交渉いたしまして、用地買収を

進めている途中でございます。消耗品 3 万円、委託料 150 万、工事請負費 700 万、土地購

入費 200 万、補償費 200 万といった内容でいます。工事費につきまして 700 万円狭あい事

業の交付金のつき具合にもよりますけれども 700 万円で工事を進めてどこまでいけるかと

いったところですけれども保育園の交差点までいければいいんですけども若干そこまで届

かないかなといった部分で今予想されます。交付金の付き具合でできれば大沢線から保育

園までいきたいんですけども、若干構造物等大きなものが入ったりする関係でちょっと途

中までになっちゃうかなというところで今進めております。財源といたしましては交付金

の方が 500 万、起債 370 万、また、区からの分担金こちら見込んでいいのかどうかもあれ

なんですけど一応 75 万円見込んでございます。また一財として 308 万円いったものであり

ます。 
○根橋建設管理係長 0839 の河川環境整備事業費です。31 年度 479 万 2,000 円、30 年度

170 万円、309 万 2,000 円の増となっております。こちらは河川維持用重機借上げというこ

とで 479 万 2,000 円を計上しております。今年度 31 年度金額が増額しておりますのは樅の

木川の整備に関しまして河川管理道が近くになくて工事の方、土砂上げの方に費用がより

かかるであろうということでそういったことで 30 年度に比べて 31 年度の方費用が増大し
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ております。1 枚おめくりいただきまして 128 ページご覧ください。4 項の 1 目の 0840 都

市計画総務費です。31 年度 2,747 万 3,000 円、30 年度 2,743 万 5,000 円、3 万 8,000 円の

増です。こちらの方の財源としまして、その他として 7 万 1,000 円計上しております。こ

ちらですけれども 7 万円を町図の売り上げとして見込んでおります。また、1,000 円につき

ましては建築の関係ですけれども、証明手数料ということで 1,000 円計上しておりまして、

合計が 7 万 1,000 円です。0840 につきまして前年度と本年度を比較しまして、微増となっ

ておりますが、こちらにつきましては 1 節の報酬のところにあります景観審議会の委員の

報酬、こちらの方が委員数が増えましたので、そちらの方も見込んでおります。また人件

費の関係で若干微増となっているということで若干ですが増となっております。続きまし

て 3 目になります。0857 の都市公園管理費です。31 年度 460 万 4,000 円、30 年度 832 万

3,000 円、371 万 9,000 円の減です。こちらの方はまず増というか新規ですけれども 129 ペ

ージの方になりますが、13 節の委託料、こちらの方で先ほど現地見てもらいましたけれど

も天竜公園の方に遊具が設置される形になりますので、そちらの方の遊具点検の委託料を

新規で計上しております。また前年度と比較しまして減少額大きくなっておりますが、こ

ちらにつきましては今年度委託料のところに計上しておりました木の伐採のものが 300 万

円ほど計上されてましたので、それが減となっている要因となっております。続きまして

0858 の緑地公園管理費です。31 年度 841 万 4,000 円、30 年度 753 万 5,000 円、87 万 9,000
円の増です。こちら財源内訳の方で国県支出金 21 万 5,000 円計上しております。こちらに

つきましては 27ページになりますけれども県の支出金としまして土木管理費委託金という

ことで箕輪ダム管理棟周辺公園清掃業務委託金、こちらの方で県から 21 万 5,000 円を委託

金という形で計上しております。それでは 129 ページに戻ります。こちらの方で若干前年

度よりも増となっておりますが、こちらの方では 11 節の需用費修繕料の方が昨年に比べて

30 年度に比べ 31 年度大きくしてあります。こちらは箕輪ダムのイベント広場のところにあ

るイベント広場のところから冒険の丘のとこに上っていくところの階段が老朽化してます

のでそちらの方の修繕料として計上してあり若干の増となっております。続きまして 129
ページです。0870 の住宅管理費です。こちらが 31 年度 1,978 万 4,000 円、30 年度 1,112
万 3,000 円、866 万 1,000 円の増です。こちらの方歳入としましてまず国県支出金 21 ペー

ジの方ご覧ください。21 ページに国庫支出金計上しておりましてその中段ほどになります

けれども 8 目の土木費、国庫補助金こちらの中の 4 節 住宅費補助金ですけれども社会資

本整備相互の交付金という形で 585 万円を計上しております。また財源内訳の 1,393 万

4,000 円、こちらにつきましては公営住宅の使用料の納入現年度、また滞繰分などを見込ん

でいて合計して 1,393 万 4,000 円となっております。1 枚おめくりいただきまして 130 ペー

ジをご確認ください。こちらの方で前年度に比べて増えておりますのはまず 13節の委託料、

こちらのところに沢住宅の方を想定しておりますけれども、移転に関する業務委託料を 23
万 2,000 円、新規計上しております。また 15 節にあります。工事請負費ですけれども今年

と同様に、長岡の住宅の屋根工事、また新しく上古田住宅団地の集会所の方耐震補強工事
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しておりまして、そちらの部分で増額となっております。続きまして 134 ページになりま

す。こちら 9 款の消防費の中ですけれども 1 項 4 目の中の 0932 住宅建築物耐震改修事業費

です。31 年度 345 万 5,000 円、30 年度 344 万 8,000 円、7,000 円の増です。こちらの方は

一般の方の住宅建築物に関する耐震診断、また耐震改修事業に関する費用となっておりま

すけれども財源内訳の方で国の補助金国からの交付金が 91 万 7,000 円、県からの交付金が

126 万 9,000 円という形で合計すると 218 万 6,000 円となります。こちらの方が微増とな

っているのはあの 13 の 1 の委託料の方ですけれども、こちらを現在 7 件想定しております

が国の方の補助額が1,000円上がったということで上がるということで1,000掛ける7で、

7,000 円の増となっております。続きまして 165 ページになります。11 款の災害復旧費で

す。こちらの 2 項 1 目 1 番下になりますが 1132 町単独公共土木施設災害復旧費です。31
年度は 30 年度と変更なく 100 万円を計上しております。説明は以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑に入りたいと思います。ご質疑ある方

お願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 収入の方で 17 ページのいわゆる道路橋梁の使用料ってあるんですが、

700 万でかなりの件数があると思うんですが概ねどのくらいの皆さんに貸している、何箇所

ぐらいあるのとかその辺は。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 この 700 万円の道路占用料、主にというかそのうちの 600 万円ぐら

いが中部電力さんと NTT さん、また NTT の関連会社という形で、ほぼその 3、4 社で 600
万円になります。ほかの 100 万については、その他の事業所であったりとか一般の住民の

方になりましてほぼ例年 700 万円ぐらいの推移となっております。以上です。 
○８番 浦野委員 電柱の使用料とか、用地の使用料とか。 
○根橋建設管理係長 おっしゃるとおりです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございませんか。小島委員 
○１番 小島委員 125 ページで防止剤のこといったんだけど備品購入に凍結防止剤散布

機ってあるんだけどこれは今何台くらいあって、あるいは業者に任した散布機は多分業者

が持ってるんだと私思ってるんだけどそういうものじゃなくて固定されたものの散布機な

のかどうかとそれと更新なのかどうか、新規に買うのかともう一つ 127 ページの樅の木か

らの重機の関係ですがこれなかなか進まんなんだようで土砂の捨て場がなくて進まなかっ

たんだけどどこまで進んでて今どんな計画になってるか分かる範囲でお願いしたいと。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 まず 125 ページの凍結防止剤の散布機についてです。現在箕輪町は

この冬期に関して町の方で 1 台、また事業者の方に 2 台貸していて、合計 3 台あります。

こちらの 31 年度に計上したものは新規購入になります。現在業者の方が自前で持っている

ものが耐久性がもう全くないということで 31年度町で購入して貸し付けるという形になり

ます。127 ページの方の河川環境整備の樅の木川に関してですけれども、樅の木川は富田区
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と中曽根区に関係してきてまして富田区のある程度まで終わってから本年度と前年度は中

曽根区の方に富田区の方に了解を得ていておりますけれども中曽根区の方の、今住居とい

うか、住宅が近いところを行ってます。でそちら、現在は中曽根区の住宅の近いところを

やっているんですが、どうしても富田区と中曽根区の間に住宅が全く無くてなおかつ町道 8
号線からだんだんと川が離れていってしまって前は町道 8 号沿いに樅の木川があったので、

比較的工事簡単にできたんですけれども今度離れてって一般の方の畑とか田んぼを借りな

いと重機が入れないという形なので本年度はそこのところにちょっと予算を大きく計上さ

せていただいて、そこの富田区と中曽根区の間になるんですけれどもそこをやる計画で 31
年度は予定しております。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 要するにうんと時間かかってるんだけどどのくらいでとかいう計画は

あるのかね。予算くらい、ただ予算ができたからからこのくらいしかとか長期計画とかそ

ういう終わりまでの計画というのはどうなっているのか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 予算のつき方というのもありますが実際にはまだ何年度に終了する

とかそういった目途は立っておりません。以上です。 
○１番 小島委員 これは意見だけど地元じゃ早くしてくれ、早くしてくれって言ってる

んだよね、前々からだもんで早期の実現をお願いしたいなと意見です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 129 ページの緑地公園の管理費の件でこの賃金の箕輪ダムの周辺の

管理作業の賃金とそれから委託料で箕輪ダム周辺の管理委託、これ別のものに払ってるん

だと思うんだけれど例えば先にダムの周辺の管理作業てこれに何人くらいでどのぐらいの

期間のものでこれだけ払っているのかお聞きしたいこととその下の方の管理料っていうの

どういう部分と差が違いがあって払ってることなのかどうかお聞きしたいんですけど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 ご質問のまず、賃金の方ですけれども、こちらは 10 人ほどの作業員

で 5 月ないし 6 月から作業を始めて、秋の観光シーズンまでに道路近傍の草刈り、またイ

ベント広場や冒険の丘とかそういった観光地の草刈りを重点的に行っていただいておりま

す。委託料にあります箕輪ダム周辺公園管理委託料、こちらにつきましてはそこではそこ

は観光地周辺とかそういったところが重点的になってますのでそれ以外の範囲に関しまし

てこちらはシルバー人材センターさんに委託しておりますけれどもまたあと県有地は含ま

れてこないので先ほど申し上げたその収入でに 21 万 5,000 円ありますよというところでダ

ムの管理棟のところも実際に町でシルバーさんにお願いして後から結果として、県から委

託料という形でいただいているといったものになっております。以上です。 
○１４番 伊藤委員 分かりました。よくあそこの駐車場のところのトイレを良くお掃除

をしている方がいるとかいう話を聞いておる、そういうのもその委託料の中に入っている
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計算ですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 根橋係長 
○根橋建設管理係長 トイレのお掃除とかそういった形のものは管理上もそうですし、キ

ャンプ場の方のトイレの管理は委託料の方の箕輪ダム周辺公園管理委託料の方で行ってお

ります。 
○１４番 伊藤委員 そうするとあくまでも上のことは作業をしてる方の草刈りとかそれ

をしていただいている方だけの部分ということで理解していいですね。 
○根橋建設管理係長 ご質問のとおりです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。下原委員 
○６番 下原委員 2 点ほどありますが、まずこれは区の要望により、125 ページ道路の舗

装補修工事費という形で委託料として出てて 1 番下の 7,400 万、7,410 万円工事請負費道路

舗装側溝等補修工事という形で区よりの要望によりその数は 41箇所だということでほいじ

ゃ 41 箇所が悪いんじゃなくて区の要望は何カ所あってそのうちの 41 箇所をおやりになる

のかどうかその辺のところはどうですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○唐澤建設課長 資料出るまでおつなぎといい方しちゃいけないんですけど区要望、夏か

ら秋にかけて各区から要望が出たものに対して私ども課の職員それから耕地林務の関係職

員等が現地を見て回っています。要望の仕方というのが区によって要望の仕方が違います。

ですので一律にどこがたくさん出たから要望が多い、少ないから要望が少ないということ

ではないんですけれども区で絞ってくるとこもあればそのまま要望する区もあるというこ

とが前提にありまして、このあと小沢補佐の方からある程度数字いっていただけると思い

ますけれども、そんな中で、概ね今までの議会の答弁なんかでもさせていただいた経過が

あるんですけど恐らく 3 割程度が実際の工事費として予算化されてる、その予算化されて

るものっていうのは、事業に着手ができる状態のものということでこちらの予算をつけて

います。要望するんだけれども用地問題があってだめだとかそういうとこについてはなか

なか予算計上されてないというのが大ざっぱな感触となります。時間なっていますが準備

ができたようなので小沢補佐の方からお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小沢係長 
○小沢建設課課長補佐兼建設工事係長 8 月に区長さん方にお願いいたしまして 10 月のと

きに各区を回りました。今課長から説明ありましたとおり、区によって大分違いがござい

ます。常会から上がってきた要望をそのまんまっていい方も変ですけども、もう何十箇所、

例えば大きな木下区なんかですと 50 何箇所とかって上がってきてます。区の区会議員の皆

さんでその中でもこことこことここって絞って上げてきていただいたりもしております。

ある区につきましては建設に関してはここだけだ、この 1 箇所絶対やってくれというよう

なご要望いただいた区もございました。要望数も全体すべてといいますと 295 箇所 300 ぐ

らいです。その中で建設の工事、来年ここ舗装工事しよう、水路工事しようっていったも
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のに絞ってみますと 167 箇所その中でもうちの方でも現地を見させていただいて、区長さ

ん方とも話してこことここっていうように来年度やってきましょうって計画したのが 44箇

所で先ほど全体第 44 箇所でそのうちの 41 が 0811、3 箇所が 0820 の方で来年度計画をし

ているといった状況でございます。時間取ってしまってすみません。数字的なものはそう

いう状況です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 とりあえずまだありますか。下原委員 
○６番 下原委員 そうすると今の分は区からはいろんなものがあるんで数で単純にでき

ないよって部分があるけれども、そういう部分で絞ってっても全部をできるような状況じ

ゃないとその中で 41+3 の 44 箇所をやるということのようでございますけれどもこれはこ

こでどこがどうだということでなくていくんですけれどもそのことをちょっと 1 段落とい

うかひと区切りをさせていただいて 127 ページの狭あい道路整備工事、次のページ 127 の

狭あい道路の整備工事に関係することで土地の購入費だとか工事請負費だという形で 700
万、200 万をのっけているわけですね。すると狭あい道路というのは毎年のっけてきてるの

でこれも区の要望でそういうことはやっているのか、それぞれに見て確認をした上でこれ

は狭いし、こういうことだぜと無理だなというふうにやってるのか皆さんが見てやってる

のか区の希望なり、要望なりがあってその狭あい道路の改修をお願いしてるのかどうかと

いうことについてはどうなんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小沢係長 
○小沢建設課課長補佐兼建設工事係長 まずこの狭あい道路整備等促進事業費交付金の事

業でございます。例えば狭い道路、消防車入らない、救急車入らない道路を広げましょう

といったものに対して交付金がある事業でございますけども、ただここは国の方でもこの

交付金事業自体が段々小さくなってきているのが現状でして、来年度あるかないかもわか

んないといったような担当の言葉もあるんですけども、一応予定といたしまして今回沢の

沢大出の 115 号線を予定しております。過去には木下南保育園のところの縦線狭い道路、

区からの要望事項があったところを、こちらの事業に充て込んで、充て込んでって言い方

も変ですけど狭あい道路だからといったことで交付金事業に充てたものもございます。正

直今 556 号線てちょっと言いましたけども木下の町中で狭いところを広げようといったも

のを、これもこのまんま将来的にこの狭あい事業交付金事業があればそちらの方にも取り

込んでいけるのかなといった見通しもなきにしもあらずといったものがあります。なので

この狭あい事業に関しては区からの要望事項で、そこに該当しそうなもの充てれれば充て

て交付金で若干でも財源つけたいなと言ったのが正直なところでございます。ただ、この

事業自体がどうも小さくなっちゃってるとお聞きしてます。以上です。 
○６番 下原委員 そうじゃないんだよ、そういう部分で交付金があるもんでやるって、

今の説明ではそういうことだと思うんですよね、要望なりこれは自動車ポンプが入らない

んで狭あい道路だと思っても予算がないのでできないやらないというのかどうか、その辺

のところ確認も聞き取れなかったんで分からなんだけれども、そういうふうに本当に狭あ
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い道路で必要な箇所というのがね、やっぱり調査を区なり皆さんのところで調査をされて

て一体全体とすればどのくらい狭あい道路は、動いてるわけじゃないもんで何カ所かあっ

て、そのうちの交付金事業についてるのがこれだけあるから今期についてはこういうこと

のこの場所をこういうふうにするんだというふうに説明をいただく方がわかりやすくてい

いし、住民の衆たちも安心してられる部分もあろうかと思うんだけどね。狭あい道路だで

これだけやりますって言うだけじゃない方がいいということを申し上げてるいるんで、そ

の辺のところだけを。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それ充てるかどうかは皆さんの方でたまたま充て込

んでいるだけの話であって、今のあれでいけば狭あい道路自体の調査をやっているかどう

かっていう点について回答したい。 
○６番 下原委員 そういう調査をされてるかどうかってことを聞いているつもりですけ

ど。 
○小沢建設課課長補佐兼建設工事係長 申し訳ございませんでした。町内各所狭あい道路

はあります。ここ広げなきゃやっていたところを何カ所かていう把握は実際できてないの

が現状でございます。狭あい道路であってもふるさとの道にしたらいいんじゃないかとい

ったご意見もありますし広げるだけがいいのか、各地区からの要望の中で大きく道路改良

4m に広めてくれと言った具体的なところがないのは現状です。例えば松島の地区では 3 件

が通る道路、狭あいでやれば 4m にしなきゃいけないんですけども区の区会議員にお願いし

て路肩を作って普通に車が通れるように作業していただいたりといったものもございまし

て具体的なあそこ、あそこといって町の方で把握してる現状は今のところございません。 
○６番 下原委員 分かりました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 いいですか。 

（「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なければこれまで採決したいんだけれど、いいです

か。 
 （「なし」の声り） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計

予算、建設課分を採決いたします。本案は提案のとおり決するものとしてよろしいでしょ

うか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。本案は原案のとおり決するも

のといたします。ここで休憩といたします。 
 委員会を再開いたします。議案第 24号 箕輪町町道の認定についてを議題といたします。

それでは説明をお願いいたします。課長 
○唐澤建設課長 議案第 24 号 箕輪町町道の認定についてご説明申し上げます。現地につ

きましては午前中に見ていただきましたので議案の後段の図面については省略をさせてい
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ただきます。議案でございます。今回の路線は 1501 号線という路線番号となります。起点

側が中箕輪の 16160 番地 3、今日見ていただいたところの東側のところでちょうど車を止

めたところでございます。それから終点が西側でございますが、中箕輪の 16160 番地 15 で

ございます。延長が 146m 幅員が 2.3 から 2.7m の道路でございます。以上この道路につき

まして、認定外道路であったものを、生活道路としてそして使用されている実態、それか

ら区の要望等にもよりまして町道として認定するものでございます。ご審議のほどよろし

くお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質疑ある方

お願いいたします。よろしいですかね。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。議案第 24 号を採決してよろし

いでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 箕輪町町道の認定についてを採決いたします。原案

のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。本案は原案のとおり決するも

のといたします。認定するものといたします。 
 【建設課 終了】 

 
④税務課 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは委員会再開いたします。議案第 2 号補正あ

りますか。 
○深澤税務課長 補正はありません。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしですか、では当初のみですね。議案第 17 号 平

成 31 年度箕輪町一般会計予算税務課分を審査いたします。それでは説明をお願いいたしま

す。課長 
○深澤税務課長 議案第 17 号につきまして説明をさせていただきます。議案書の方では白

い表紙になりますのでそちらをご覧いただきまして白い表紙の平成 31年度箕輪町予算書と

いうのをご覧ください。すみません、それを 2 枚めくっていただきますと 2 ページをご覧

ください。2 ページに歳入町税ということで町民税からここに記載がされております。あち

こちで申し訳ございません。それで見ていただいたんですが、緑の方の箕輪町予算に関す

る説明書、こちらの方で説明させていただきます。そちらの一般の 1 ページをご覧くださ

い。一般の 1 ページでは 1 番上の行に町税とございます。今年度予算額は 34 億 5,000 万円

となっておりまして対前年比で 8,000 万円、2.4％の増となっております。1 枚めくってい

ただきまして一般の 3 ページをご覧ください。こちらからが町税の歳入の項になります。1
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番上の町民税でございますが01目の個人が12億7,193万2,000円、対前年で3,809万3,000
円、3.1％の増となっております。こちらは個人の所得の増加を見込んで 3.1％の増という

ことで見込んでおります。02 目の法人でございます。3 億 6.938 万 3,000 円、対前年比で

3,143 万 6,000 円、9.3％の増を見込んでおります。その下の固定資産税でございます。01
目の固定資産税 15 億 3,578 万 7,000 円、1,295 万 6,000 円、0.9％の増を見込んでおります。

こちらにつきましては土地の分が約 2％の減、家屋の分が約 2％の増、新築家屋の増加分で

ございます。それから償却資産につきましては約 1％の減を見込んでおります。次に軽自動

車税でございます。9,417 万 4,000 円ということで 625 万 2,000 円、7.1％の増を見込んで

おります。また、たばこ税につきましてはその下の行になりますけれども、1 億 4,650 万

1,000 円、870 万 8,000 円の減、5.6％の減と見込んでおります。一般の 4 ページをご覧く

ださい。次に入湯税でございます。今年度が 3,015 万円、10 万 5,000 円、0.3％の増を見込

んでおります。次に一般の 18 ページをご覧ください。使用料及び手数料のうち手数料につ

いてでございます。中ほどにありますけれども、手数料のうち 02 節の税務手数料でござい

ますが金額が 244 万円となっております。この内訳は、税務証明手数料が 182 万円、こち

らは対前年で 23 万 4,000 円の増それから町税督促手数料こちらの方が 62 万円となってお

りまして対前年で 8 万円の減となっております。次に一般の 26 ページをご覧ください。飛

んでおりますけれども、一般の 26 ページ 17 款 県支出金でございます。委託金の項でご

ざいますが総務委託費のうち 02 節 徴収費委託金でございます。県税徴収事務委託金を

3,900 万円見込んでおります。こちらは納税義務者数、町県民税の納税義務者見込み数を 1
万 3,000 人と見込みまして、1 人当たり 3,000 円が委託金として県から支払われるものでご

ざいます。次に、少し飛びまして一般の 34 ページをご覧ください。一般の 34 ページの 22
款 諸収入でございます。1 番上の行、延滞金加算金及び過料でございます。このうち延滞

金でございますが 264 万 5,000 円、対前年比で 68 万円、35.2％の増を見込んでおります。

続けて一般の 35 ページ、次のページになりますがこちらの雑入でございます。09 節の雇用

保険料本人負担分のうち10行目ほどになりますけれども0253賦課徴収費の項で4万5,000
円を見込んでおります。こちらが収入歳入の方になります。続きまして歳出の事業費につ

いて説明をさせていただきます。一般の 63 ページをご覧ください。一般の 63 ページの 02
款 総務費のうち 02 項の徴税費でございます。本年度 1 億 1,525 万 8,000 円を見込んでお

ります。対前年度で 1,461 万 8,000 円の増となっておりますがこの増額の要因につきまし

ては、0253 の賦課徴収費の中で説明をさせていただきます。ただいま申し上げました行の

次の行になりますが税務総務費でございます。こちらが0251税務総務費6,145万5,000円、

対前年度で 7 万円の減となっておりますが前年とほぼ変わらない支出となっておりますの

で説明の方を省略させていただきます。一般の 64 ページでございます。次のページをご覧

いただきまして 0252 町税過誤納還付金でございます。1,500 万円の予算を見ておりまして

対前年度比では変わらずとなっております。こちらは過年度に、例えば予定納税をされた

法人町民税などに還付が発生した場合の財源となるものでございます。続きましてその下
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の行 0253 賦課徴収費でございます。本年度 3,880 万 3,000 円、対前年比で 1,468 万 8,000
円の増額となっております。内容的には例年と変わらないわけですけれども今回大幅に増

えておりますところは次のページ、一般 65 ページの 13 節委託料のうち 6 行目に記載がご

ざいます平成 33 年評価替えに係る標準地域現況調査委託料でございます。こちらが 1,248
万 8,000 円となっておりまして今年度新たに生じた委託料の予算でございます。それから

もう一つ、その下の方の 18 節 備品購入費 170 万 4,000 円、こちらも今年度新たに生じた

ものでございますが平成 18 年の 5 月にリースアップをいたしました軽自動車を本年度まで

使用しておりますけれどもこの代わりに新しい車を備品として購入を予定しているもので

ございます。新年度の予算につきまして説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方

お願いいたします。どうですか。浦野委員 
○８番 浦野委員 いわゆる町民税、個人税のいわゆる給料とか収入のアップを見込んで

っていうお話なんです。一方昨日あたりに出たいろいろアンケート調査というにはその実

感がないという上がってないていう、国では上がる、いろいろ統計の間違いとかいろいろ

あるかもしれないけれどその辺で見方 3.1％ぐらいは上がるだろうというもとで試算をし

てると思うんだけどその点大丈夫かなという点をちょっと教えてください。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○知野税務課課長補佐兼住民税係長 平成 30 年度の今現在ですが、平成 30 年度の当初よ

りも現状が実際伸びている状況でございましてその状況を見て 31年度をつくっております

ので特別前年同様の当初と対照すれば伸びておりますけれども 30の現状をもとにつくって

おりますのですごく背伸びをした数字ではないとは思っております。以上になります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。それでは議案第 17 号 平成 31
年度箕輪町会計予算税務課分ですが採決してよろしいでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは本案は原案のとおり決することにご異議ご

ざいませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たしました。 
 【税務課 終了】 

 
⑥水道課  
○１３番 中澤総務産業常任委員長 会議を再開いたします。 
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 議案第 15号 箕輪町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。課長か

ら説明をお願いいたします。課長 
○日野水道課長 それでは議案第 15号 箕輪町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する準備についてはご説明

申し上げます。この条例は学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、制度化される

専門職大学の前期課程を終了した者は短期大学を卒業したものに相当することとなるため

水道布設工事監督者、水道技術管理者及び水質検査をする者の要件を改正すること、また

技術士法施行規則の一部を改正する省令の改正に伴いまして、上下水道部門の選択科目の

「水道環境」が「上水道及び工業用水道」に統合されることになるために所用の改正をす

るものでございます。それでは細部について説明をさせていただきたいと思います。条例

の改正の 1 点目についてであります。学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う、改

正でありまして関係する省令につきましては平成 31 年の 2 月 16 日に交付をされまして 4
月 1 日から施行される予定であるために今回条例の改正をお願いするものであります。資

料の 3 ページの新旧対象表の改正後のところをご覧いただきたいと思います。布設工事監

督者の資格第 3 条の（3）ですが学校教育法による短期大学の後ろに括弧書きとして、（同

法による専門職大学の前期課程を含む）それから専門学校において、土木課またはこれに

相当する過程を納めて卒業した後の後ろに括弧書きとして（同法にする専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後）を入れるものであります。次に資料の 4 ページをご覧くだ

さい。水道技術管理者の資格第 4 条の（2）でございます。前条第 1 項第 1 号、第 3 号及び

第 4 号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関

する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後の後ろに括弧書きとして（学

校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）をそれから同項第 1 号に

規定する学校を卒業した者については 2 年以上、同項第 3 号に規定する学校を卒業した者

の後ろに（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）を入れるものであ

ります。次に（4）についてでありますが前条第 1 項第 1 号、第 3 号の及び第 4 号に規定す

る学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当す

る学科目以外の学科目を修めて卒業したの後ろに（当該学科目を修めて学校教育法に基づ

く専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課程」という。）を終了し

た場合を含む。）同項第 1 号に規定する学校の卒業者については 2 年 6 月以上、同項第 3 号

に規定する学校の卒業生の後に括弧書きとして（専門職大学の前期課程の修了者を含む。

次号において同じ。）を入れるものであります。2 点目は技術士法の施行規則の一部を改正

する省令の改正に伴う条例の改正でありまして省令については、平成 29 年の 12 月 28 日に

公布され平成 31 年の 4 月 1 日から施行をされる予定であります。新旧対照表の 3 ページ、

現行の布設工事監督者の資格の（8）をご覧いただきたいと思います。上水道及び工業用水

道又は水道環境でございますが今回の改正で水道環境が上水道及び工業用水道に統合され
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ることになるためにその条文を削除するものであります。議案書の 2 ページをご覧くださ

い。附則でございます。この条例の施行期日でございますが平成 31 年の 4 月 1 日でござい

ます。経過措置についてはそちらに書いてあるとおりでございましてご覧をいただければ

と思います。細部については説明を終わりたいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質疑ござい

ますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。質疑なしと認めます。議案第 15 号

を採決してよろしいでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 議案第 15号 箕輪町水道布設工事費監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定

について本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決したものとい

たします。 
 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算水道課分についてを議題といた

します。課長から説明をお願いいたします。課長 
○日野水道課長 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算のうち水道課に

係る分について説明を申し上げます。係長から説明をさせますので、よろしくお願いをい

たします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○永井水道管理係長 それでは議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算の水道課に

係る部分につきましてご説明をさせていただきます。それでは箕輪町予算に関する説明書

を、一般の 21 ページをお開きいただきたいと思います。内容といたしましては浄化槽の設

置に係る部分、それから中曽根水源に係る部分、それから企業会計への繰出金と、そうい

った 3 本の柱になってございます。まず、一般の 21 の 16 款 国庫支出金でございます。

この 2 項 4 目の衛生費国庫補助金でございます。節 01 保健衛生費補助金の中の説明の部分

の 11循環型社会形成推進交付金 0432合併処理浄化槽事業費 60万 8,000円ということで国

庫支出金を見積もってございます。具体的には、先ほど申し上げましたように浄化槽の設

置費用に対して補助を行うものでございます。補助費この 60 万 8,000 円の内訳でございま

すが 5 人槽が 3 基、それから、7 人槽が 2 基の合計 5 基分の金額 182 万 4,000 円のうち 3
分の 1、国からいただく国庫支出金としての予算計上してございます。続きまして一般の

24 ページをご覧いただきたいと思います。17 款の県支出金でございます。2 項 04 目衛生

費県補助金でございます。01保健衛生費補助金24ページ53浄化槽設置整備事業費補助金、

0432 合併処理浄化槽事業費 60 万 8,000 円となってございます。先ほど申し上げましたよ
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うに、事業費の 3 分の 1 ずつ国が 3 分の 1、県が 3 分の 1、残りは町が 3 分の 1 ということ

でこれは先ほどの国費と同額を盛ってあるものでございます。それでは同じ一般の 36 ペー

ジをご覧いただきたいと思います。22 款の諸収入でございます。0501 の節 12 でございま

すが、水道水源使用負担金が 01 金額が 182 万 5.000 円というふうに盛ってございます。こ

れは中曽根水源の使用負担金といたしまして、株式会社 NTN 上伊那製作所から負担金とし

ていただくものでございます。契約を更新しておりまして昨年度と同額となってございま

す。以上が、水道課に係る一般会計の歳入に係る部分でございます。続きまして、歳出に

ついてご説明をさせていただきます。同じく一般のページの 54 ページをご覧いただきたい

と思います。それでは、54 ページ 2 款総務費でございます。05 財産管理費、0232 財産管

理費の 11 需用費、それから 12 の役務費、13 の委託料に係る部分でございます。まず 11
の需用費いずれも中曽根水源にかかる経費の部分でございますが 11‐01 消耗品（91000）
というところを見ていただきたいんですが中曽根水源施設消耗品として 8 万円、それから

05 光熱水費（91000）のところを見ていただいて、中曽根水源の電気料 100 万円、そして

06 修繕料（91000）のところを見ていただいて、中曽根水源の修繕として 2 万 7,000 円を

計上してございます。続きまして節の 12 節役務費をご覧いただきたいと思います。04 の手

数料同じく（91000）のところを見ていただいて水質検査の手数料 18 万 8,000 円 55 ペー

ジにわたりまして 13 の委託料でございます。委託料の説明のところは（91000）のところ

を見ていただきまして、配水池草刈・伐採委託料 3 万円としてこちらの中曽根水源の維持

管理消耗品に係る費用として計上してございます。続きまして同じ一般のですね 99 ページ

をご覧いただきたいと思います。それでは 99 ページ 4 款の衛生費 1 項 4 目の 0432、合併

処理浄化槽事業費というところを見ていただきたいと思います。本年度予算額185万円で、

前年度と同額となってございます。説明のところをご覧いただきまして、負担金 1 万 6,000
円県合併浄化槽普及促進協議会負担金、それから 02 補助金 183 万 4,000 円、内訳といたし

まして浄化槽設置整備事業補助金先ほど入りのとこで説明いたしました浄化槽の設置に係

る補助金として 182 万 4,000 円、それから箕輪町の浄化槽維持管理組合への補助金として 1
万円を計上しているものでございます。以上が中曽根水源それから合併処理浄化槽に関す

る歳入と歳出に係る部分でございます。続きまして一般会計から企業会計の繰出金につい

てご説明をさせていただきます。ページでいきますと一般の 113 ページをご覧いただきた

いと思います。6 款 農林水産業費 0104 の 0652 農業集落排水処理施設繰出事業費という

ところをご覧いただきたいと思います。本年度分 1 億 5,456 万円を計上してございます。

比較といたしまして△の 144 万円となってございます。これは一般会計から企業会計、下

水道事業会計の農集分としての繰出事業費でございます。この減少の原因でございますが、

元利償還金の減、それから昨年度下水道の使用料の料金改定を行ってございます。そうい

ったものを考慮いたしまして昨年度と比較いたしまして144万円の減となってございます。

それでは一般の 128 ページをご覧いただきたいと思います。今度は公共下水道への繰出事

業費でございます。08 款 土木費事業コード 0845 公共下水道繰出事業費でございます。
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本年度予算額 4 億 6,730 円、比較△3,570 万円となってございます。これも先ほどの農集の

ところでご説明しました内容と同じでございます。元利償還金の減少分これが約 5,000 万

円ほど減ってございます。それから使用料改定分の増こちらの方を見込みまして前年度比

で 3,570 万の減となってございます。ここで一つ繰入金、公共と農集の繰入金の合計額ど

ういうふうにトレンドとして今まで推移してきたのかということをご説明させていただき

ます。まず平成 29 年度公共と農集の一般会計から企業会計の繰出金予算額でございますけ

れども 6 億 9,500 万円でございました。これが平成 30 年度には 6 億 5,900 万円ということ

で 3,600 万円の減少となってございます。さらに 31 年度予算といたしまして公共と農集の

一般会計からの繰入金が 6億 2,186万円となってございますのでこれも前年対比で約 3,700
万円ほど減っているということでございます。順調に一般会計からの繰入金というものが

減っているということが予算上見てとれるかというふうに思います。以上が議案第 17 号の

一般会計予算の水道課事業に係る部分でございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。それでは質疑を行いたいと思いま

す。ご質問ある方お願いいたします。浦野委員 
○８番 浦野委員 合併浄化槽大体この同じようなペースでずっとやってきて 2 基と 3 基

かな町全体的に見るとどのぐらい合計すると何基くらいまた今後もだんだんまあまあ家建

てるとかいろいろによって違ってくるんだけど見込みたいなもが分かれば教えてください。 
○永井水道管理係長 今のご質問二つだと思っております。今、何基ぐらいの浄化槽があ

るのかということ、それから毎年毎年どのぐらい浄化槽が新しく増えていくのかと、その

二つの質問かというふうに思ってございます。まず現在、浄化槽がどのぐらい設置されて

いるかということでございますが、ちょっと今詳細な資料持ってございませんので端数ま

ではお答えできませんけれども、概ね 200 何基ございます。これ毎年どのくらい増えてい

るか二つ目のご質問でございますが年度によっても変わってきますし、あと家を建てる場

所で合併処理浄化槽をつくるに当たって下水道が引けないもんでつくるって一つのパター

ンと、下水道は引けるんだけれども、下水道を引いてくるのにお金がかかるから、浄化槽

がいいですよってそういったケースもあるんですね。こちらの補助金については今現在 30
年度は 2 基の補助金を交付してございます。たしか昨年が 3 基だったと思いますので、概

ねトレンドといたしましては、2 基から 3 基ぐらいが毎年増えていくんだろうというふうに

思っております。ただもう一つこの浄化槽の基数が減っていく要因もございまして、平成

30 年度で下水道接続補助金というものを新たにつくってございます。くみ取りだとか浄化

槽から下水道へ接続すると、補助金として 10 万円交付しますよといったものを 30 年度か

ら 3 年間限定でということなんですけども。現在ですね、これが 2 月末現在で交付決定が

22 件あります。ただ、この 22 件がすべて浄化槽から下水ではなくて、くみ取りから下水っ

てこともございますのでこの補助金が効果的に今機能してるってことは言いますけれども

今後その浄化槽があまり増えていく見込みあまりないだろうというふうには思っておりま

す。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 その他質疑ございませんか。よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。議案第 17 号 平成 31 年度一

般会計予算水道課分採決してよろしいでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 17 号を採決いたします。本案は原案

のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。原案のとおり決したものといたし

ます。 
 続きまして議案第 21 号 平成 31 年度箕輪町水道事業会計予算を議題といたします。説

明をお願いいたします。課長 
○日野水道課長 それでは議案第 21 号 平成 31 年度箕輪町水道事業会計予算についてご

説明を申し上げます。予算の編成の方針については本会議で町長から説明を申し上げたと

りでございます。細部について係長から説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げま

す。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 永井係長 
○永井水道管理係長 それでは議案第 21 号 平成 31 年度箕輪町水道事業会計予算につき

ましてご説明をさせていただきます。まず予算書の方で概要を説明させていただきました

後、予算に関する説明書というところで細かいところを説明させてたければというふうに

思いますので、ご了承いただきたいと思います。それでは予算書の 25 ページになりますで

しょうか。議案第 21号 水道事業会計の予算というところをご覧いただきたいと思います。

それでは第 2 条からご説明させていただきます。業務の予定量でございます。（1）給水戸

数 9,750 戸、（2）年間総給水量 219 万 6,000 ㎥、（3）1 日平均給水量 6,000 ㎥（4）主要な

建設改良事業第 5 次拡張工事事業費 2,822 万 1,000 円でございます。第 3 条といたしまし

て収益的収入及び支出についてご説明をさせていただきます。収入第 1 款 水道事業収益 5
億 151 万 8,000 円内訳でございます。第 1 項 営業収益 4 億 2,176 万 2,000 円、第 2 項 営

業外収益 7,749 万 9,000 円、第 3 項 特別利益 225 万 7,000 円でございます。一方、支出

の部分です。第 1 款 水道事業費用 5 億 111 万円、第 1 項 営業費用 4 億 6,375 万 2,000
円、第 2 項 営業外費用 3,285 万 8,000 円、第 3 項 特別損失 150 万円、第 4 項 予備費

300 万円で収益的収入及び支出を予算計上してございます。一方、第 4 条の資本的収入及び

支出でございます。収入と支出の部分でご覧いただきたいんですが、まず収入第 1 款 資

本的収入 1,070 万円内訳でございます、第 1 項 負担金 70 万円、第 3 項 企業債 1,000 万。

一方、支出でございます。第 1 款 資本的支出 1 億 7,425 万 6,000 円、第 1 項 建設改良

費 7,752 万円、第 2 項 企業債償還金 9,673 万 6,000 円でございます。こちらに、資本的

収入及び支出について資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1 億 6,355 万 6,000



 
 

平成３１年３月定例会総務産業常任委員会審査 

-104- 
 

円は消費税資本的収支調整額 485 万 8,000 円及び過年度分損益勘定留保資金 1 億 5.869 万

8,000 円で補てんするものでございます。では、26 ページをご覧いただきたいと思います。

第 5 条に企業債を計上してございます。平成 31 年は第 5 次拡張事業といたしまして、1,000
万円を借り入れる見込みでございます。以上それから 6 条から 9 条につきましては職員の

人件費等、それから一時借入金等に係る部分でございます。それでは次は予算に関する説

明書をご覧いただきたいと思います。後ろの方になるかと思いますが、平成 31 年度箕輪町

水道事業会計予算に関する説明書というものについて説明をさせます。まずこちらの方の

水道の 1 ページから 4 ページにつきましては先ほど予算書のところで概要についてはご説

明させいただきましたので、割愛をいたしまして水道の 5 ページキャッシュ・フロー計算

書以降をご説明させていただきます。まず、水道の 5 から 9 ページについては財務諸表に

なってございます。まず、下水道の 5 ページはキャッシュ・フロー計算書でございまして 5
ページの左側ですね。1 業務活動によるキャッシュ・フローとこちらは内容でございますが

外部からの資金調達に絶えることなく営業能力を維持しながら借金を返済し配当金を支払

い、さらには新規投資を行うためにどの程度資金を主たる営業活動から獲得できたかとこ

ういったものを示す情報でございます。業務活動によるキャッシュ・フローが合計といた

しまして 1 億 3,800 万円強になってございます。これ財務諸表につきましては、税抜きの

数字にはなっておりますので、それだけをお含みいただければというふうに思います。右

側が投資活動によりキャッシュ・フロー、それから 3 番目財務活動によりキャッシュ・フ

ローということで右下のところに資金の減少額、期首残高、期末残高というふうになって

ございますが、31 年度のキャッシュ・フローの計算書の見込みといたしまして 31 年度期末

には 7 億 5,136 万 2,000 円といったものが現金としては残るであろうと、そういった見込

みでございます。続きましてページをめくりいただきまして水道の 6 ページ、これは 31 年

度の水道事業のバランスシート予定の貸借対照表を示すものでございます。これバランス

シートというものでございますので資産の部は右側の負債の部と資本の部を足したものと

イコールになっているということでございまして、金額といたしましては 57 億 7,145 万

3,000 円というものでございます。続きまして、水道の 7 ページをご覧いただきたいと思い

ます。こちら 7 ページについては 30 年度の水道事業の予定損益計算書を表しているもので

ございます。具体的に企業会計水道事業分としてどのぐらいの純利益が出て期末の利益剰

余金がどのぐらいなのかと、そういったものを表す書類になってございます。これご覧い

ただきましてこれも一番右の方見ていただきたいわけでございますが右の資格の下から 3
番目でございます。当年度純利益 1,440 万 4,000 円と、それに前年度繰越利益剰余金とし

たものが当年度未処分利益剰余金になってございます。こちら営業費用、営業収支がマイ

ナスでございますけれども営業外収支の部分でプラスになって結果的には純利益というこ

とで予定損益を組んでございます。ページをめくりただきまして、8 ページをご覧いただき

たいと思います。こちらの予定の貸借対照表でございますがこれも 30 度年ということでご

ざいますので、先ほど 31 年度で説明させていただきました内容と同じ部分での、30 年度の
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予定というふうになってございます。続きまして、9 ページをご覧いただきたいと思います。

こちらの財務諸表の注記事項になってございます。これから細かいこともございますので

ポイントのみの説明とさせていただきます。重要な会計方針の 2 番固定資産の減価償却の

方法でございます。定額法による減価償却を採用してございます。3 の引当金の継承方法と

あります。（1）から（3）退職給付引当金、賞与当金等ございますけれども、これにつきま

しては後ほど予算の実施計画明細書についてそのところでご説明をさせていただきます。2
番のセグメントでございますが水道については下水道事業と異なりまして、セグメントご

ざいませんので記載は省略をしているところでございます。それでは 10 ページ以降、具体

的に 31 年度の予算の実施計画明細についてご説明をさせていただきます。基本的には科目

名、それから本年度予算額、それから比較の部分、そして比較の部分で前年度の対比いた

しまして大きく数字が動いているところ、こちらを重点的にご説明させていただきますの

でご了承をお願いいたします。まず収入の部、収益的収入支出でございます。水道事業収

益本年度予算額 5 億 151 万 8,000 円内訳でございます。01 給水収益 4 億 260 万円比較、177
万円の増というふうになってございます。この要因でございますけれども一つは、10 月か

ら消費税が 8％から 10％に上がります。水道事業、下水道事業ともに外税となっておりま

すので国税が 8 から 10 に上がることによってこれらの料金も 2％上がるというものでござ

います。そのほか昨年度の調定ベースでの推計をもとにこちらの数字を算出してございま

す。2 目の受益工事収益 854 万 5,000 円、比較 256 万 3,000 円の増となってございます。

具体的には消火栓の新設工事に伴いまして一般会計からいただくお金でございます。31 年

度は 10 基分でございます。昨年度は 7 基でございましたので、7 基が 10 基なった 3 基分

の増がこの256万3,000円というものでございます。3目その他営業収益本年度予算額1,061
万 7,000 円、276 万 4,000 円の減というふうになってございます。こちらの主な要因でござ

います。01 の負担金、今 200 万 1,000 円というふうになってございます。消火栓維持管理

負担金になってございます。ここが、前年度比で 270 万円ほど減ってございます。何が減

ったかといいますと消火栓移転取替負担金昨年度はこれが 3 基ございました。しかしなが

ら31年度はこれが0基になっておりまして皆減になっておりますので、その皆減の分が276
万円の減となってございます。続きまして 2 項の営業外収益でございます。営業外収益の

7,749 万 9,000 円、比較△229 万 1,000 円でございます。その大きな要因でございます。06
の長期前受金戻入 7,041 万 4,000 円、比較△200 万 7,000 円になってございます。こちらは

減価償却分を順次収益化ているものでございますが、収益化が進んでおりまして 200 万

7,000 円の減となってるものでございます。それから、09 の雑収益でこれが 22 万 4,000 円

となってございますがこちらは電柱敷地料が昨年度は大分多めに過大計上されておりまし

たので、これを精査したものになってございます。11 ページ特別利益でございます。こち

らの 225 万 7,000 円で前年度比で皆増になってございますけれども、これは内容といたし

ましては、固定資産除却に伴う長期前受金の受入でございます。具体的に何を除却するか

というものですが、水道の量水器であったり、滅菌設備などを予定してございます。1 ペー
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ジおめくりいただきまして、水道の 12 ページをご覧いただきたいと思います。3 条の支出、

水道事業費用に係る部分でございます。本年度予算額 5 億 111 万円、比較 189 万 1,000 円

でございます。この大きな内容でございますが原水及び浄水費 103 万 5,000 円増えてござ

いますがこれは 11 の受水費でございます。上伊那広域水道用水企業団、水道用水供給費と

いうところでこれが消費税分にかかるもんだと思いますけれども、増えている要因でござ

います。続きまして 13 ページをご覧いただきたいと思います。13 ページの目でいうと 03
受託工事費 810 万円、比較 243 万円という増になってございます。先ほど歳入のところで

ご説明させていただきましたとおり消火栓の新設工事費 810 万円になってございます。こ

れは先ほど 7 件から 10 件になったのも、入りも増えておりますと当然出も増えると、同じ

考え方によるものでございます。続きまして 04 の総係費でございます。総係費 13 ページ

のところの一番下でございますが本年度予算額 5,453 万円比較 297 万 8,000 円の増でござ

います。内訳が 14 ページ、15 ページにそれぞれ記載がございますけれども 1 番の大きな

要因、これは上伊那広域連合の情報システム企業会計のシステムでございます。会計のシ

ステムそれから水道の料金付加システムとこれが 31年度に変わるということでそれに伴い

まして、上伊那広域連合の負担金、具体的にはページで水道の 15 ページ、20 負担金のとこ

ろにございますけれども、上伊那広域連合負担金 398 万円とこういったものここがおよそ

170 万円ほど増えております。こういったシステムの変更に伴いましてそのシステムを活用

して料金を付加しているものですので具体的に水道料金をかけるシステムですね、ページ

でいいますと水道の 14ページの委託料というところ見ていただきたいんですけれども住民

の委託料説明のところ水道台帳管理システム、保守データ更新委託料 516 万 6,000 円とな

ってございますがこちらの方もそういった上伊那広域連合のもとのシステムが変わるもん

ですから、それに伴いまして皆様にお願いをしている水道料金、下水道料金の負荷システ

ムも変わってきて、こういった委託料も増額になってくると大きな要因といたしましてこ

の二つが響いてまいりまして 297 万 1,000 円が増えているというものでございます。それ

では水道の 15 ページ、先ほどの財務諸表のところでご説明をあとでというふうに申し上げ

ました引当金にかかるところでございます。水道の 15 ページ、施設でいいますと 50 の貸

倒引当金繰入額、賞与引当金繰入額、その他引当金繰入額とそれぞれ計上してございます

が、これについてご説明をさせていただきます。まず、貸倒引当金繰入額といったもので

ございますがこちらは、債券の不納欠損による損失に備えるために貸倒実績率等による回

収を見込み不納額を計上しているものでございます。この貸倒実績率といったものは不納

欠損処理していない債権のうち、5 年経過した債権を貸倒処理額として見なして算出をして

いるものでございます。続きまして、51 の賞与引当金繰入額でございます。こちらですが

具体的には職員の期末勤勉手当、またこれに係る法定福利費こういったものの支払いに備

えるため当年度の負担に属する額つまり 12 月から 3 月までの 4 カ月分こちら 31 年度の 12
月から 32 年の 3 月分を予算計上しておいて、それを次年度に 32 年度に回しまして 6 月の

手当に回しているといったものでございますのでそれぞれをお含みいただければというふ
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うに思っております。それでは15ページの減価償却費でございますが本年度予算額2億759
万 9,000 円、△の 715 万 4,000 円ということ、こちらは減にはなっておりますが、先ほど

減価償却は進んでいることもご説明いたしましたけれども、それが大きな要因となってご

ざいます。ページをおめくりいただきまして、16 ページ、17 ページをご覧いただきたいと

思います。水道の 16 ページ、目 06 の資産減耗費本年度予算額 782 万 5,000 円比較 379 万

8,000 円の増となってございます。固定資産の除却費 772 万 5,000 円、こちらが前年度と比

較いたしまして 379 万 8,000 円増額となってございます。領水域滅菌設備流水系制水弁な

どの固定資産の除却によるものでございます。それで 02 項の営業外費用の支払利息のとこ

ろを見ていただきたいと思います。支払利息本年度予算額 2,968 万 9,000 円比較△224 万

8,000 円でございます。こちらは、元金の償還が進むにつれて利息も減少しておりますので

昨年度より 200 万強減っているものでございます。それから事業名で 3 項 1 目の 9031 過

年度損益修正損事業 150 万円、こちら同額でございますが、水道の不納欠損の方に充てる

ための計上でございます。予備費は昨年度と同様となってございます。それでは 17 ページ

をご覧いただきたいと思います。水道 17 ページ、4 条の資本的収入でございます。予算額

につきましては昨年と全く同額でございまして企業債の 1,000 万円を借り入れる予定でご

ざいます。18 ページおめくりいただきまして資本的支出のところをご覧いただきたいと思

います。資本的支出、本年度予算額 1 億 7,425 万 6,000 円比較 2,151 万 6,000 円の減とな

ってございます。事業は 9111 配水設備工事事業 3,705 万 1,000 円でございまして比較 867
万 9,000 円となってございますがこちらは委託料それから工事請負費等の減少によるもの

でございます。02 メーター費でございます。メーター事業といたしまして、本年度予算額

1,100 万円を計上してございます。100 万円の減でございますが 31 年度はメーターの交換

を 1,418 個予定しております。昨年度からは 492 個の減少でございますので、その分の予

算の減少というふうになってございます。9113 第 5 次拡張事業でございます。本年度予算

額 2,822 万 2,000 円比較 1,336 万 1,000 円の減となってございます。大きく二つの要因が

ございます。まず 06 の委託料でございます。平成 31 年度は 500 万円を計上してございま

すが 30 年度、昨年度はここにアセットマネジメントの策定業務委託料といったものが計上

しておりました。具体的にアセットマネジメントの委託料は 993 万 6,000 円とこれがあっ

たものですこれが皆減したことによるもの、それからもう一つ職員の人件費にかかる部分

でございますけれども 30 年度、昨年度の予算上はこちらの水道事業会計で主幹クラス中堅

以上、係長手前、係長待遇の職員の予算計上しておったところ 31 年度は新人の 2 年目の職

員をこちらの給料に充ててございますのでその分の減少、この二つの大きな要因となって

ございます。次のページに移りまして、水道の 19 ページをご覧いただきたいと思います。

9114 固定資産購入事業本年度予算額 124 万 8,000 円、比較△の 107 万 9,000 円でございま

す。こちらでございますが 02 無形固定資産購入費ということで、固定資産システムに 69
万 7,000 円盛ってございます。こちらの、先ほど上伊那広域連合のシステムが入替わると

いったことをご説明させていただいたところでございますがそれに伴いまして、水道と下
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水でそれぞれ固定資産というものを盛っております。その固定資産を管理するためのシス

テム、こちらの方も改修の方が必要となっておりましてそのシステムとしては、上下水一

つのシステムでございますけれども資産割合、水道と下水の資産割合に応じて案分をいた

しましてこちら計上しているところ、それから昨年度はハンディターミナル、水道の検針

をするときに、それぞれ検針員さんが持って回るシステム、携帯電話の大きいものみたい

なイメージを持っていただければ結構なんですけれども、昨年はそれを 7 台更新をするた

めにここに計上しておりました。そういった増の要因、それから減の要因を考慮いたしま

してマイナス 107 万 9,000 円となってるところでございます。続きまして 9121、企業債償

還事業でございます。本年度予算額 9,673 万 6,000 円、261 万 1,000 円の増となってござい

ます。ちなみに企業債の償還は進んでいるというふうに申し上げました。今後の見通しで

ございます。今後の見通しで、元利というものは元金と利息足したものは、平成 33 年が償

還のピークであります。ただ、元金だけは 34 年のピークでありまして、当分の間元金につ

きましては 1 億 2,000 万、失礼しました、元利で 1 億 2,000 万円強の償還となっている予

定でございます。29 年決算時点で企業債に未償還元金の合計額 15 億 5,800 万円ほどござい

ました。こちらが概ね 29 決算の数字でございますが、新たな借り入れ 1,000 万強借り入れ

たとしていても、順次減っていく見込みということでございますので補足をさせていただ

きます。工事係の方でございましたら。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 清水係長 
○清水担当係長 それでは工事係の関係で高山が負傷して入院しているのものですから、

私が代わりに説明しますが 18ページに戻っていただきまして配水設備工事事業の関係です

がその中で委託料ですがいわゆる布設工事の設計委託料で 422 万 4,000 円で主なところを

申し上げますよ。それから工事関係ですね、5 節の工事請負費道路改良関連の布設替工事で

200 万円、それから下水道関連の上水道布設替工事で 1,000 万円、それから耐震化の配水管

布設替工事でございますがそれで 1,000 万円、これ上古田でございます。それから施設整

備工事の大原配水池と南小河内のポンプの取り換えですが両方合わせて 482 万 7,000 円で

ございます。それから新規宅造地の上水道管の布設ということで 300 万円ほどを見込んで

ございます。それから 5 次拡張事業の中の設計委託料 500 万円を盛ってございます。それ

から上水道管の工事請負費ですけれども、153 のバイパスの木下地区 1,100 万円ほどを見込

んでございます。それからまたずっと戻ってもらいまして 31 年度予算の 12 ページ、13 ペ

ージお戻りいただきまして、主なものだけご説明を申し上げます。まず 12 ページの原水及

び浄水の中の修繕費ですが水源施設関係、上古田の浄水場とかですね、の関係の施設関係

の修繕が 550 万円、それから主だったところでは上伊那広域水道の水質管理負担金が 687
万 1,000 円、それから 13 ページにいきまして配水及び給水費の中の修繕費ですが根幹等の

漏水修理組んだ修繕費が760万円、それから大原排水のフェンスががかなり傷んでまして、

この修繕費 285 万円を計上させていただいております。主なところだけ申し上げました。

以上です。 



 
 

平成３１年３月定例会総務産業常任委員会審査 

-109- 
 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。それでは質疑に入りたいと思いま

す。ご質疑ある方お願いいたします。小島委員 
○１番 小島委員 18 ページの布設整備工事の関係で大原配水池と南小河内のポンプ取替

というのはポンプを何年ぐらい使ってたものかどうか、2 台ともということなのかな。18
ページ工事請負費のところ。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○日野水道課長 ポンプについては基本的に耐用年数というものがありましたて、7 年くら

いなんですけれども実際には稼働しているのが 10 年以上のものになります。現況のものに

ついては 10年以上使っているんですけれどもこれにつきましては 2 台の交互運転になりま

す。で、そのうちの 1 台をここで取りかえないといわゆる水を配水池に送れないためにそ

のために今回ポンプの取り換え工事をする、基本的には 10 年くらいを目途に変えていくと

いうことで今回はっきりした年度は今ちょっと持ち合わせがないのでわからないんですが

今から 10 年くらい前に、そのポンプの取り替えを 1 台やっていたというようなことで考え

ていただければと思います。 
○１番 小島委員 もう 1 個いい。その下の方で工事請負費の下から 2 個上、木下の 153
のバイパスの配管工事があったんだけどもこれどこの辺をどのくらいやったのか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 清水係長 
○清水担当係長 木下のバイパスにつきましては昨年ですね、昨年 ENEOS から南のとこ

ろで接続工事 1 箇所やりました。木下のバイパスにつきましては西側東側共に歩道に入れ

てる部分あるんですが軒並みいわゆる虫食い状態なんです。ですので、いわゆる管網をつ

くるためにはそれを接続して結んでいってどちらからでも給水できるという形にしないと

ですからどこって言われてもあれなんですけど、要はバイパスの西東の歩道の両側という

ことなんですけど各町道との交差部分については各々仕切弁でキャップ止めになってます

のでその間をつなぐという形になります。いわゆる優先順位をつけて必要性の高いところ

からやっていくということになると思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございませんか。よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。議案第 21 号 平成 31 年度箕

輪町水道事業会計予算について採決をしてもよろしいでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 議案第 21号は原案のとおり決するものとすることに

ご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。原案のとおり決したものといたし

ます。 
 続きまして議案第 22 平成 31 年度箕輪町下水道事業会計予算を議題といたします。説明
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をお願いいたします。課長 
○日野水道課長 それでは、議案第 22 号 平成 31 年度箕輪町下水道事業会計予算につい

てご説明を申し上げます。予算の編成方針について本会議で町長の申し上げたとおりでご

ざいます。細部について係長から説明を申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○永井水道管理係長 それでは議案第 22 号 平成 31 年度箕輪町下水道事業会計予算につ

きまして先ほどの水道と同じように、予算書その後説明書の順で説明をさせていただきま

す。それでは予算書 27 ページをご覧いただきたいと思います。まず業務予定量第 2 条でご

ざいます。排水個数 7,990 個（2）年間総排出量 201 万 7,794 ㎥、（3）主要な建設改良事業

（ア）施設整備事業 1 億 8,251 万 1,000 円（イ）雨水配水施設整備事業 945 万 2,000 円（ウ）

固定資産購入事業、256 万 3,000 円でございます。具体的に 3 条と 4 条、収益的収入及び

支出についてご説明をさせていただきます。3 条の収益的収支でございます。収入が第 1 款 

下水道事業収益 10 億 3,237 万 1,000 円、第 1 項 営業収益 4 億 76 万 3,000 円、第 2 項 営

業外収益 6 億 3,160 万 8,000 円支出でございます。第 1 款 下水道事業費用 10 億 3,237 万

1,000 円、第 1 項 営業費用 8 億 3,837 万 4,000 円、第 2 項 営業外費用 1 億 8,719 万 7,000
円第 3 項 特別損失 80 万円、第 50 項 予備費 600 万円でございます。一方 4 条の資本的

収入及び支出でございます。収入のところを見ていただきたいと思います。第 1 款 資本

的収入 6 億 2,523 万 1,000 円、第 1 項 企業債 3 億 2,580 万円、第 3 項 他会計負担金 1,266
円 1,000 円 28 ページをご覧いただきまして、第 4 項 他会計補助金 2 億 1,482 万円、第 6
項 国庫補助金 7,195 万円支出の部分です。資本的支出 9 億 8,614 万 3,000 円第 1 項 建

設改良費 1 億 9,452 万 6,000 円、第 10 項 企業債償還金 7 億 8,861 万 7,000 円、第 50 項 

予備費 300 万円でございます。27 ページにお戻りいただきまして資本的収入第 4 条のとこ

ろでございます。資本的収入及び支出の予定額でございますが資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 3 億 6,091 万 2,000 円は当年度分消費税資本的収支調整額 1,326 万

2,000 円、当年度分損益勘定留保資金 3 億 4,765 万円で補てんするものでございます。再び

28 ページにお戻りいただきまして第 5 条債務負担行為でございます。31 年度につきまして

は、農業集落排水処理施設機能強化対策事業といたしまして、31、32 年間にわたり債務負

担行為をお願いするものでございます。限度額といたしましては 1 億 7,800 万円を予定し

てございます。第 6 条の企業債でございます。金額といたしまして 3 億 2,580 万円を下水

道事業債として新たに借り入れる予定でございます。そして 29 ページでございますが第 10
条で下水道事業の助成にするため一般会計からこの会計へ受ける補助金が 6 億 2,186 万円

というものでございますのでご覧いただきたいと思います。それは具体的に説明の方に移

らせていただきます。箕輪町予算に関する説明書でございます。下水道事業分に係る部分

でございます。先ほどと同じように、下水の 1 ページから 4 ページにつきましては、先ほ

ど予算書の方で説明させていただきましたので下水の 5 ページ以降についてご説明をさせ

ていただきます。先ほどの水道と同じように財務諸表が冒頭にございましてその後セグメ

ントの収支の予定、そして 31 年度の予算の実施計画の明細書というふうになっております
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のでよろしくお願いいたします。下水の 5 ページ 31 年度の予定キャッシュ・フローの計算

書でございます。水道と全く同じつくりになってございます。右側の右下から三つ目をご

覧いただきたいと思います。資金の減少額、資金の期首の残高それに対して資金の期末の

残高というところでございまして、31 年度キャッシュ・フローいたしまして期末には 6,358
万 9,000 円のキャッシュが残ると、そういった計算をしてございます。1 ページおめくりい

ただきまして、下水の 6 ページ先ほど予算書のところでご説明をさせていただきましたけ

れども債務負担に関する調書でございます。農業集落排水処理場機能強化対策事業限度額 1
億 7,800 万、前年度末までがなくて当該年度以降の支払い義務発生予定額 31 年度から 32
年度まで金額 1 億 7,800 万円でございます。こちらの残余内訳でございますが国庫 8,900
万、企業債 8,900 万、半分ずつが起債等国庫補助によるものというものでございます。そ

れでは下水の 7 ページをご覧いただきたいと思います。31 年度の予定の貸借対照表をバラ

ンスシートでございます。左辺と右辺、資産の部は負債の部と資本の後を足したものに等

しいといったつくりになってございます。下水道事業の 31 年度のバランスシートは金額と

いたしまして、187 億円というものでございますのでお含みいただければと思います。1 ペ

ージお述べいただきまして、下水の 8 ページをご覧いただきたいと思います。前年度平成

30 年度の下水道事業会計の予定の損益の計算書を載せてございます。こちらの表の右側の

四角下から三つ目でございますが、当年度純利益 30 年度は 1,033 万 4,000 円税抜きでござ

いますけれどもの純利益を予定してございます。前年度からの繰り越しを考慮いたしまし

て 30 年度末には 2,548 万円の未処分利益剰余金が発生するであろうと、そういった内容的

になってございます。次のページを移りまして下水の 9 ページをご覧いただきたいと思い

ます。こちらは前年度 30 年度の下水道事業の貸借対照表バランスシートでございます。こ

ちら資産と負債、資本を足したものを等しいといったものになってございまして 191 億と

いったバランスになってございますのでよろしくお願いいたします。1 ページおめくりいた

だきまして下水の 10 ページでございます。注記事項については重要な会計方針等によって

もすべて水道と同じでございますので後ほどご覧いただければというふうに思います。下

水の 11 ページをご覧いただきたいと思います。先ほど水道のところでご説明いたしました

けれども、下水道については公共・特環・農集といった三つのセグメント事業ごとの会計

で管理をしてございます。その 2 のところでございますけど報告セグメントごとの予定営

業収益というふうになっておりまして公共下水道、特環、それから農集といったことでそ

れぞれ営業収益費用、企業経常損益等このように予定をしておりますので、ご覧いただけ

ればというふうに思います。それでは具体的に下水道事業会計の予算の実施計画の明細書

につきましてご説明をさせていただきます。ページで言いますと下水の 12 ページといった

ところになりますのでご覧いただければと思います。こちらも本年度予算額、それから前

年と比較いたしまして、大きく増減があるところを中心にご説明させていただきました後、

具体的な工事係の部分についてはご説明をさせていだきます。はい、それでは下水の 12 ペ

ージ収益的収入支出でございます。下水道事業収益本年度予算額 10 億 3,237 万 1,000 円、
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比較 1,833 万 4,000 円の増となってございます。まず営業収益でございますがこの営業収

益の中の一番の大きな柱をしめます下水道使用料でございます。本年度予算額 3 億 9,220
万円、比較 800 万円の増というふうになってございます。こちらは増えた要因でございま

すが、下水道使用料というものは、昨年 7 月賦課分から 10％の値上げをしてございます。

ですので、30 年度については 5 月に料金を付加したものについては、値上げ前のお金にな

っています。しかしながら 31 年度は 5 月に賦課した分も 10％になってございますので、

その 5 月、1 回の賦課の分が約 680 万円ほど多く見てございます。それから消費税の 10％
の増税額と、これはあわせまして約 800 万円を前年度比で多く見積もっているものでござ

います。20 ですね、その他営業収益本年度予算額 307 万円、比較 140 万円となってござい

ます。具体的に何が増えているのかというものでございます、手数料節にございますけれ

ども、その中で指定申請手数料 290 万円というふうに盛ってございます。これ具体的には

下水道の宅内工事を有するに当たっては、指定工事店といった、その登録を受けないとだ

れでもが皆様のお宅の下水道の排水設備の工場をできる方ではございません。この指定工

事店の更新の時期が 5 年に 1 回になってございます。ですので 31 年度は更新の予定の件数

が前年比で 28 件多くなってございます。その多くなった分の部分が比較として 140 万円の

増といったものでございます。続きまして2項の営業外収益本年度予算額6億3,160万8,000
円、比較 936 万 9,000 円の増でございます。こちらでございますが減の部分、それから増

の部分、それぞれ計算をするという具体的には 936 万 9,000 円増えることになりますけれ

ども、1 番大きな要因は 07 目の長期の部分でございます。こちらが 1,378 万 9,000 円の増

になってございます。これどういうことかといいますと、1 番は雨水排水設備の工事が 30
年度で終わりまして、31 年度からは減価償却というものが始まります。減価償却に伴いま

して長期前受金、事前に補助金等で受け取っていたものをこちらの戻入という形で収益化

いたします。その分が大きく響いているものでございます。あと、それから受益者負担金

マイナス 270 万となってございますが、これは 30 年度は沢の南新井、こちらの新規の宅造

地になったものです。ですので投資予算では、事前にわかっているもののみ負担金として

計上しております。30 年度今現在町民プールの跡地あそこが宅地造成されておりますけれ

ども、この分の負担金については、30 年度で補正予算で対応してございますので 31 には載

っかってこないということでございますので具体的に投資予算ベース比較すると沢の南新

井の分が減っているとそういったところでご理解いただければというふうに思います。続

きまして下水の 13 ページをご覧いただきたいと思います。下水道事業費用のところでござ

います。本年度予算額 10 億 3,237 万 1,000 円、比較 1,833 万 4,000 円の増となってござい

ます。内訳でございますが 7011 管渠事業、本年度予算額 1,362 万 9,000 円、比較 350 万円

1,000 円の増となってございます。修繕費が 300 万の増、委託料が約 50 万の増といったも

のでございます。7012 処理場費でございますが、本年度予算額 1 億 8,389 万 4,000 円、比

較 163 万 5,000 円の減というふうになってございます。こちらはですね。具体的には、農

業集落排水は公共の処理場に統合した効果が表れているものでございます。15 の修繕費約
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こちらが 700 万円の増、箕輪浄水苑の修繕費の増でございます。それに対して 18 の委託料

1 億 1,439 万 3,000 円となっておりますが、この委託料全体といたしましては 574 万 2,000
円の減となってございます。内容ですが説明にございますように、処理場の維持管理委託

料でございますとか、汚泥収集運搬処分委託料とこういったものが西部南を廃止したこと

によって公共へ統合したと、これのスケールメリットといいますかコストダウンの効果が

はかられているというもので委託料が減っているといったものでございます。それに対し

て公共の方の修繕費は増えているということでございますので、ご理解いただければと思

います。はい、それで下水の 14 ページをご覧いただきたいと思います。事実が 7014 総が

かり事業でございます。本年度予算額 4,197 万円、比較 370 万 3,000 円の増というふうに

なってございます。大きな要因が二つございます。増の要因が二つ、それから減の要因が

一つございます。まず水道の方でも申し上げたんですけれども上伊那広域連合のシステム

が変わるというお話をさせていただきました。ページで言いますとページの下水の 15 ペー

ジをご覧いただきたいと思います。15 ページの節でいいますと 23 の負担金でございます。

負担金の説明のところでございますが、上伊那広域連合負担金 618 万 8,000 円というふう

になってございます。これが現行のシステムから新しいシステムに変わることによつて下

水道事業会計で負担しなければならない上伊那広域連合への負担金でございますが、具体

的に前年比で約 240 万円ほど増えてございます。それからそのほかにでございますが職員

の人件費にかかる部分でございまして、こちらの方が職員の人事異動等によりまして、昨

年度対比で 100 万円ほど増えているものでございます。そういったもの、それから 15 ペー

ジのところの委託料でございますけれども説明のところ固定資産管理システム保守委託料

と、こちらも広域のシステム改修に伴う金額、そしてその下にですね、下水道使用料負担

金検討支援業務委託料 200 万というふうに盛ってございますけれどもこれ昨年の 7 月から

下水道の料金を平均 10％値上げしてございますけれども下水道運営審議会の答申におきま

して 5 年以内にもう 10％の値上げが必要だといった答申が出されております。それを踏ま

えまして現在今の値上げだけでやっていくことはまず難しいだろうと。それから新しく下

水道の管渠等の更新計画といったものを 30 年度で委託業務として出しておりますがて、そ

ういったものとリンクをさせて具体的にいつの時点でどのぐらいのハード面での更新の負

担が出てくるのかと、そういったものを綿密にかみ砕いてですね、収支プランをもう一度

立たなければならない必要がでてきます。そうしないとお金がなくて設備の更新ができな

いと、下水道管等のそういったもののプランニングのための負担金の使用料等の委託料と

いうことで計上をしております。そして同じく下水の 15 ページの 1 番下のところになりま

すけれども 7020 減価償却事業本年度予算額 5 億 9,628 万 1,000 円、比較 2,519 万 3,000 円

の増となってございます。この増の大きな要因は、先ほど申し上げますように、雨水配水

設備の減価償却が来年から始まるものでございます。そして下水の 16 ページをご覧いただ

きたいと思います。16 ページ 2 項の事業名が営業外費用、支払利息でございます。下水道

の方も、元金の償還は順次進んでまいりまして 31 年度の支払利息といたしましては 1 億
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8,249 万 7,000 円を計上するものでございます。昨年度と比較いたしまして 1,699 万 8,000
円の減となっておりますが、これはダイレクトに下水道の企業債の利息の減によるもので

ございます。そして 7032 補助金のところの補助事業でございます。370 で前年と同額でご

ざいますが先ほど説明させていただいた補助金、下水道の接続推進補助金 315 万円という

ものを予算計上してございます。2 月末現在で 22 件の交付決定をしております。1 件あた

り 10 万円を交付しておりますのでご参考までにご説明させていただきます。その 16 ペー

ジについては前年度と他は同じぐらいのようになっております。17 ページの予備費につい

ても前年と同額を計上してございます。続きまして、下水の 18 ページをご覧いただきたい

と思います。4 条の資本的収入及び支出でございます。資本的収入、本年度予算額 6 億 2,523
万 1,000 円、比較 1,855 万 3,000 円の減でございます。この内訳でございますが、企業債

本年度予算額 3 億 2,580 万円、264 万 3,000 円の増額でございます。こちら要因でございま

す。まず資本費平準化債といったものをこちらは平成 30 年と同格の 2 億 4,000 万円を予定

しております。公共と特環の新規の借り入れというものは減少する一方で農集の北小河内

処理場、こちらの機能強化のための新規借り入れこちらが増額になっているものによるも

のでございます。01 他会計負担金、1,226 万 1,000 円でございます。こちらがマイナスの

1,743 万円の減となってございます。他会計補助金 2 億 1,482 万円、△2,436 万 4,000 円の

減、企業債元金償還金の減少によるものでございます。01 国庫補助金と本年度予算額 7,195
万円、比較 2,059 万 8,000 円の増となってございます。こちらは大きくは農集処理場機能

強化事業補助金、北小河内の処理場によるものでございますがこちらの方の皆増によるも

のが大きいものとなってございます。それでは下水の 19 ページをご覧いただきたいと思い

ます。資本的支出に係る部分の予算でございます。本年度予算額 9 億 8,614 万 3,000 円、

比較△835 万 6,000 円となってございます。事業ごと説明をさせていただきます。7111 施

設整備事業 1 億 8,251 万 1,000 円、2,983 万円の増となってございます。こちらですが、大

きくは二つ要因がございます。この 2,900 万の増加の要因でございますがまず節の 18、委

託料のところをご覧いただきたいと思います。合計で 6,522 万 1,000 円となってございま

すが、その内訳、説明のところでございますが下から 2 段目片仮名で、ストックマネジメ

ント基本計画策定委託料 5,043 万 4,000 円、こちらが皆増となっているものでございます。

一方ですね、工事請負費が 1 億 1,100 万円となってございますが、1,900 万円の減というも

のでございます。また 23 の負担金、こちらについても 31 年度は上伊那広域連合での負担

金はございません。土木振興課になりますけれども、ないものですのでこちらが約 500 万

円ほど減になっている。それらの増と減の要因でございまして、合計として 2,900 万の増

となってるものでございます。7115 汚水排水施設整備事業費 945 万 2,000 円、比較 1,329
万 4,000 円の減でございます。これは管渠工事等の終了に伴うものしかししながら、汚水

排水計画については引き続き再検討が必要というふうになってございますので、職員を 1
人配置し、人件費を計上しているものでございます。1 ページをおめくりいただきまして下

水の 20 ページをご覧いただきたいと思います。事業 7118 固定資産購入事業、本年度予算
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額に 156 万 3,000 円同額の皆増となってございます。こちらも先ほど水道事業会計の方で

ご説明させていただきましたとおり固定資産管理システムといったものを下水道でも同じ

システムを水道と下水で使っていると新しく入れるに伴いまして水道と下水の資産割合に

応じてそれぞれ購入事業として予算を計上しているものでございます。事業名 7120 でござ

います。企業債償還事業でございます。本年度予算額 7 億 8,861 万 7,000 円でございます。

前年度比 2,745 万 5,000 円の減でございます。下水道の起債の償還につきましては、30 年

度、本年度が償還のピークでありました。ですので 31 年度は 2,700 万減っているものでご

ざいます。ちなみに未償還元金が今後どのように推移していくのかといったものをご説明

させていただきます。まず、平成 29 年度決算時点で未償還元金下水道事業にかかわる借金

がまだ残っているもの、こちらは約 101 億ございました。31 年度の決算の予定でございま

すけれども平準化債を借りたりそれから起債の償還が進みまして約 5 億から 6 億減る予定

でございます。ですので 30 の決算予定でございますが、未償還元金が 96 億弱になる予定

でございます。で今後ですね新たな新規の借り入れが多くなければ、概ね 4 億から 5 億ぐ

らいのペースで元金が減少していくというものでございます。ですので元金が減っていけ

ば当然ながら利息も減ってきますので、この費用負担というものは大分軽くなってくるだ

ろうというふうに考えてございます。工事係の方からよろしくお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 清水係長 
○清水担当係長 19 ページに戻っていただきまして工事の係にかかるもの、31 予算につき

ましては永井係長の方から説明がありましたので特段細部の説明はいたしません。4 条につ

きまして、先ほど申し上げました委託料の中の不明水調査業務委託料が 618 万 7,000 円ご

ざいます。これは去年今年と不明水調査を絞り込みやってきまして、第 5 ブロックってい

うところのいわゆる場所で言うとジャスコのジャスコというかイオンからだいたい帯無川

を超えたあたりまでの国道バイパスの幹線エリアを中心とするブロックなんですがそこの

絞り込みのテレビカメラ調査を委託するものでございます。それからストックマネジメン

ト基本計画策定業務委託料 5,043 万 4,000 円ですがこれには内訳が処理場と管渠とござい

まして処理場の方が約 4,475 万円ほど、それから管渠の方が 570 万円ほどということでこ

のストックマネジメント計画をつくらないとこれからの汚水処理施設交付金ですとか雨水

排水の交付金ですとかそういうものの国の補助事業の採択を受けられないということで 31
年度でこのストマネ計画を作ってあわせて資産の健全な維持管理をしていくという内容に

なってございます。それから 24 節の工事請負費の農村漁村地域整備交付金事業の工事です

がこれ具体的には北小河内の処理場の中の各槽の再塗装ですね、防水・防食防錆のそれぞ

れの塗装をし直すということで長寿命化を図るという内容でございます。この工事を 31、
32と予定しておりまして工事費そのものについて31年度は約7,200万円を予定しておりま

す。ただ今日現在ちょっとうれしいニュースが飛び込みまして、どうも国の方から 9,000
万円近くつけてくれそうだというちょっとうれしいニュースもありましたので、そうする

と 31 年がもう少し事業が進むのかなというふうに思ってます。その場合には来年の 6 月な
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りの議会の補正でお願いを国庫補助事業と工事請負費と歳入では起債と補助金の補正をお

願いするいう部分は出てくるかもしれませんがうれしいニュースが本日入りました。とい

うことで汚水環境につきましては必要なところをやっていくということで約 1,800 万ぐら

いの事業費は見込んでおります。ちょっと最近ですね大分宅地造成というのが結構ありま

してそこに必要な上下水を引いていくというような部分が結構あるもんですから移住定住

の促進の観点からも受益者負担が少ないそこへの上下水道の工事の給水工事排水工事を積

極的にやっていきたいということで進めてまいりたいと思います。以上です。 
○中澤総務産業常任委員長 よろしいですか。それでは質疑を行いたいと思います。質疑

ある方お願いいたします。ございませんか。不明水調査というのはイオンから帯無までの

間に絞れたということ。その辺りに何か。 
○清水担当係長 まだ報告書上がってきてないんですが報告書の最終的なもの上げる前段

の協議の中ではその中の箕輪中央汚水幹線の接続部分とか、マンホールとこの継ぎ目また

帯無側を横断してる部分について地下水より低い位置に埋設されてる管渠だもんですから

地下水の侵入率がかなり高いと、ただそれは管渠の中にテレビカメラを入れてみないと何

ともいえないということなんで 30 年度でやったのは流量計、水温計というようなものを入

れて調査をかけてきたものでございます。そんな中から結果としてその中央汚水幹線がも

っとも侵入水の危険度が高いと枝線の 200m の VU 管みたいなものについてはほとんど侵

入水は今のところ認められないというような結果を一応内々には聞いております。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 自然の水というかそういうことだと思うんだけれど

も、こういう調査ってなんていうの水道の水以外を入れてるというような調査をべっこに

やるの。井戸の水って言い方おかしいけどもどこかからしみ込むのはよくわかるが、故意

にやってるていう人たちの調査はたまにはするんですか。 
○清水担当係長 具体的にはそこまでできていません。1 番汎用的にやられてるのはいわゆ

る取り付け管というのから、公共桝へ向かって各幹線成り支線のマンホールから煙を入れ

て公共桝を通じてもし雨水が雨どいからいれてるとかいうのがあれば煙を使って調査する

という方法はよくやられてる方法ですけれども井戸水を入れてるというところまでは特定

できておりません。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野委員 
○８番 浦野委員 15 ページの 18 の委託料の中で 1 番下の最下欄の下水道使用料・負担

金検討支援業務委託料これはどういうところに委託をして今のやつが高いだなんだとやる

と思うんですが結構な 200 万というお金なんで、その辺はどういうところに出すんですか

ね、委託を。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 永井係長 
○永井水道管理係長 これは現在の 10％値上げをしたときの業者経営戦略というものを平

成 26 年か 27 年につくったんですけども、そこで、具体的に箕輪町の水道それから下水道

は今後どのような財政的なシミュレーションをしていくかってことをまず経営戦略でつく
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っていただきました。そこの業者にお願いをして、その今回 10％値上げをした時の財政的

なシミュレーションをお願いしたというものでございます。ですのでそういった基礎資料

を全部お持ちの業者があります。もう一つ使用料とあわせて、これ移住定住の関係もある

んですけれども、下水道受益者負担金についての検討もこのあたりでやっていく必要があ

るだろうと。つまり、人口が増加をして、下水道を接続する世帯が増えれば経常的な収入

というものが期待ができるということでございますのでそういったもろもろのシュミレー

ションをするに当たって、今 10％水道を上げたなおかつ経営戦略をつくっていただいたそ

この業者さんにお願いするのが 1 番コスト的にも安くできるんではないかというふうに考

えているものでございます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にざいませんか。荻原委員 
○３番 荻原委員 よく分からないもんで聞くんだけど、さっき清水係長の方から農村下

水交付金事業工事の北小河内の分で 9,000 万円の国の補助がついたって話し合ったこれっ

て 1 億 1,000 万ってのはこれは国のお金なくしてやろうとしてたところに 9,000 万のお金

が入ったという解釈なんですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 課長 
○日野水道課長 19 ページの 1 億 1,100 万のうちこのうちの 3,600 万というものは、管渠

に対するものというのは先ほど清水から説明申し上げたとおりで残りの額の 6,600 万とい

うのが今年いわゆる事業費でついてそのうちの 3,300、3,300 というものが補助で 3,300 が

2 分の 1 ですね、国庫補助でもらえて 3,300 というものは起債でやると。翌年度の債務負担

というのは 1 年間ではできないので残りの工事 1 億数千万の工事になるわけですが、その

分を 2 年目の工事ということで見ているわけなんですね。それで 1 年目がそういった 7,000
万なにがしになる 2 年目に 1 億 2,000 万かかるというのを 1 年目に 7,000 万もの 9,000 万

円いただけますよと、簡単にいいますと。で、１年目にそれだけ先行して設備投資工事を

やってその分を補正をしてお願いしたいということで先ほど説明を申し上げたわけです。

だからといって 1 億 7,800 万の全額を 1 年目でもらえるわけではないので工事自体は 2 年

間かかるということでご理解をいただければなと思います。 
○３番 荻原委員 31、32 年っていう。 
○日野水道課長 そうです。 
○３番 荻原委員 国から 9,000 万という話があったが。 
○日野水道課長 ですので 6 ページの債務負担行為に関する調書というのがございますけ

れども、その財源内訳に 8,900 万という金額がございます。約 1 億 8,000 万、そのうちの 1
年目で 7,000万の工事しかできないよと言われていたのが 9,000万お金を国の方から 9,000
万に相当するものですので国庫補助金は 4,500 万、それに対する起債が 4,500 万というこ

とで 1 年目に措置をお願いしたいよいうことで 2 年目は、この金額が減ってきますよとい

うふうに解釈をいただければなと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございませんか。松島とか木下の雨水排水計画見
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直すというか作り直す前に、一般質問の時に答弁いただいているんだけれども、実際にそ

の見直しが始まってるのか、あるいはこの 31 年度の予算の中にそういったものが出てきて

いるんですか。まだ予算とかまではいかないけれど、検討は開始した段階なのか、そうい

う点も含めて。課長 
○日野水道課長 雨水排水の見直しの業務については 3 月の末が工期なんですが、検討の

業務の成果品というものが今上がってきています。それでどうしても多大なコストがかか

ります。皆さんにお示しをするのにこんなにお金がかかったんではとてもじゃないけど、

松島の排水区、それから木下も将来的に考えていかなきゃいけないけれども、膨大な負担

を将来の世帯にかけてしまうというようなことで一時的にこの見直しの業務の 1 期計画そ

れから 2 期計画というようなもののどれくらいのコストが掛かるかということが業者さん

から 3 月の末くらいから上がってきますけども、そういったものを実際にそれじゃそれだ

けのものをかけてやるべきなのかどうかってことを今すぐできないので職員を（聴取不能）

の方に配置して、そういったことを検討していく期間をいただきたいということでありま

す。ですのでそういうような内容で今検討の成果というものが 3 月の末にあがってきます

けど、どれだけのコストがかかるかっていうのが出てきますので内部でもう少し検討をし

ていきたいなということであります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 検討したけどそれを上がってきたものを見てもう 1
回考えるということなんだね、いわば。 
○清水担当係長 基本的にいわゆる流域面積っていうのは変わりません、降雨強度も変わ

りません。ということになると必然的に流量計算するとある 1 路線が飲み込む水路の断面

というのはもう決まってきてしまうということで、それを変えるということはまずできな

いで何を考えたかというと優先的にやるのはどこをやればいいか。優先的にやって浸水を

解消する、最も浸水がひどいところを解消するのには真っ先にどこをやればいいかそれを

松島地区は 2 路線選んでいます。それに係る事業費がこのくらいかかるっていうのはこれ

からまた検討をいただいていくことになると思うんですがいずれにしても浸水用シミュレ

ーションをしていただいた中では浸水を解消するためには当初の計画であったものの断面

とほぼ同じくらいの断面でなければ、仮に分水を途中でしたとしてもかなり小さくなって

いかないという結論にはなっています。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますか。よろしいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。議案第 22 号 平成 31 年 箕

輪町下水道事業会計予算について採決をしてもよろしいでしょうか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは議案第 22 号を採決いたします。平成 31 年

度箕輪町下水道事業会計予算につきましては原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決したものとい

たします。 
 【水道課 終了】 

 
⑦会計課 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 会議を再開いたします。会計課さんです。 
 議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算会計課分についてを審査いたします。課

長から説明をお願いいたします。唐澤課長 
○唐澤会計管理者兼会計課長 それでは平成 31年会計課にかかわります予算につきまして

箕輪町予算に関する説明書に基づきまして、係長から説明をいたします。ご審議よろしく

お願いいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 係長 
○小松会計係長 では 34 ページお願いいたします。説明書の 34 ページです。まず歳入の

部ご説明いたします。22 款 諸収入、2 項 1 目 預金利子につきましてお願いします。本

年度 3,000 円、前年度 3 万 4,000 円、差引額マイナス 3 万 1,000 円です。こちらが町預金

利子となっております。昨年度よりの比較ですけれどもこれまで記載しておりました金額

を見直しまして実績に基づいて計上しております。続きまして 5 項 1 目 雑入 02 節の証紙

売捌手数料、こちらですが本年度 10 万 6,000 円、前年度 10 万円、差引プラス 6,000 円と

なっております。こちらにつきましては県の収入証紙の販売手数料といたしまして計上し

ております。歳入につきましては以上です。続きまして歳出についてご説明します。53 ペ

ージお願いいたします。2 款 4 目 会計管理費にあります 02 給料からおめくりいただきま

して 04 共済費、こちらまでにつきましては人件費でありますので省略いたします。11 需用

費、予算額 53 万 8,000 円、消耗品費 13 万円、印刷製本費 40 万 8,000 円、内容としまして

は印刷製本費としまして決算書や元号代わりに関する帳票類等の印刷類となっております。

12 節 役務費、04 手数料、合計が 444 万 5,000 円となっております。内訳につきましては

税金等の収納手数料 252 万 9,000 円、各種手数料 15 万円、こちらは死亡や口座解約等で振

り込みができなかった場合に再振込みをしております。その関係の振り込み手数料ですと

かまた大きなお金を取り崩す両替手数料といったものが含まれています。コンビニ収納手

数料 176 万 6,000 円、13 節 委託料 218 万円、指定金融機関派出業務委託料 218 万円、こ

ちらは八十二銀行さんへお支払いするものです。歳出につきましては事業内容等大きく変

わりはありません。消費税の引き上げに関する増額以外には平成 30 年と同様の範囲です。

以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ありがとうございました。質疑を行いたいと思いま

す。ご質疑ある方お願いいたします。 
 （「なし」の声あり） 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。それでは議案第 17 号 平成 31
年度の箕輪町一般会計予算会計課分を採決いたします。原案のとおり決することにご異議

ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 異議なしと認めます。原案のとおり決するものとい

たします。 
 【会計課 終了】 

 
【3 日目】 
⑧議会事務局・監査委員事務局 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 おはようございます。委員全員、それから関係者も

全員揃いましたので 3 日目の委員会を始めたいと思います。議会事務局、監査委員事務局

であります。議案第 2 号 平成 30 年度箕輪町一般会計補正予算（第 9 号）の議会事務局に

係わる分について説明をお願いいたします。局長 
○田中議会事務局長 それでは議案第2号 平成30年度箕輪町一般会計補正予算（第9号）

議会費についてご説明をさせていただきます。議会費につきましては一般 19 ページになり

ますので 19 ページをご覧いただきたいと思います。101 の議会費でございます。補正額で

ございますが 205 万 5,000 円の減ということでございます。大きな内容としましては 08 の

報償費、09 の旅費、12 の役務費、通信運搬費と 19 の負担金でございます。詳細につきま

しては次長の方から説明申し上げますのでよろしくお願いをいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小松次長 
○小松議会事務局次長 それでは詳細について説明を申し上げます。0101 議会費の 0801
報償費、報償金及び賞賜金についてですが、行政視察の謝礼の減に伴う減額ということで

71 万円の減額をしております。これについては行政視察や研修への参加に伴う運転代行の

謝礼等の減額になります。続きまして 09‐01 旅費ですが、議員普通旅費の減ということで

62 万 7,000 円、職員普通旅費の減ということに 2 万 5,000 円の減となっております。これ

についても研修会や視察等の旅費の残に伴う減になります。続きまして 12‐01 役務費の通

信運搬費ですが、アンケートの実施予定でしたが、こちらについては実施いたしませんで

したので全額減とすることで 46 万円の減額となっております。続きまして 19‐01 負担金

になりますが、こちらについても議員さんの各種研修会の参加負担金ということでとって

ありましたが、参加しなかったものもありましたので 18 万 3,000 円の減ということで計上

してあります。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方

お願いします。特にございませんか。一つね、報償費で行政視察謝礼等減ってなってるけ

ど、今の説明聞くと運転手の謝礼みたいなものを組んでおられるんだよね。これは私の感

想ですので意見っていうんじゃなくて感想ですので、一般的にこの行政視察の謝礼という
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と持ってく手土産みたいなイメージがとられるんで多分一番減ったのがそういう運転手の

謝礼であるなら運転手謝礼って書いた方がいいんじゃないのかなと私は思います。一番大

きな原因を書いた方が。 
○田中議会事務局長 委員長のおっしゃるとおりで、大半が前からお話させていただいて

いる各視察に関するもので運転代行の予算をそれぞれとってるんですけど、大半はそれで

したのでここの文言を今後はちょっと気をつけたいと思います。大変失礼しました。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございませんか。浦野委員 
○８番 浦野委員 いわゆる通信運搬費でアンケートのというしなかったということ、あ

れはどういうアンケートの仕方を想定してたか、俺ちょっと聞いていないんで。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 若者アンケートということで予算を計上した際は特に若い女性をタ

ーゲットに抜粋をして県外、中京圏あたりの女性、あと箕輪から出ている方ということで

抽出をしてアンケートをとると、この通信運搬費は返信用の切手代ということで計上して

おりましたけれども、いかんせん新年度に入ってバタバタしているところがあったりして

ちょっとそこの対応ができなかったというのが大変、政策提言の一環ということもあった

ので年度途中で実施というのもあったかと思うんですが、政策提言もまとまったというこ

ともありまして今回は実施をしなかったということでございます。 
○８番 浦野委員 例えば来年度にも引き続きとか、そういうことはもう政策提言が終わ

ったからやらん。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 来年度、31 年度につきましては今の段階ではアンケートの実施につ

いては計画をしておりませんけれど、改選後の選挙が終わった後、また各委員会等の編成

が変わりますのでこの後の新年度の予算もそうですけれど、新年度の体制、新しい体制で

また事業計画とかですね、事業の見直しとか検討しながら必要であればということになろ

うかと思います。 
○８番 浦野委員 町の方ではそういうようなアンケートをやったことがあるのか、もし

やってないとしたらやっぱり必要なことなのでまた新しい体制でやってもらいたいと。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 住民満足度調査とか魅力発信室で様々なことをやっておりますけれ

ども、特に突出して若者にターゲットを当てているかというとそこまでどこまでできてい

るかっていうのはあるかと思いますので、そこの状況も見ながら必要ということであれば

議会として取り上げて実施をするのかっていうのはまた新しい体制でご検討ということに

なろうかと思います。以上です。 
○中澤総務産業常任委員長 これ決算に近づけるための補正だと思うんですけれど、現実

的にこれであれだよね、そんなに大きな不用額は出ないよね。 
○田中議会事務局長 今回の補正である程度落としています。というのは実はこの補正を
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出す前にまだ議運の関係が残っていたりしたのでそこの部分は残してありますけれど、極

端に大きな残額という形にはならないようには補正の対応ということでさせていただいて

おります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 この補正に対しては今委員長や浦野さんがいろいろ申されましたよう

にいろいろな部分があると思いますけれども、要は結論的にはこれがこういうことが必要

なかったとか、あるいは必要だけれども忙しくてというか他の日程の絡みででき得なかっ

たのかどうか、そこのところが私は新予算にも絡んでくると思うんですね。決め方に対し

てもそういうことでやっていこうよというプランニングするときにそういう部分、ただ相

手のあることですからどっこいそうはいかないという部分も十分わかりますけれども、そ

の辺のところだけを明確にとは言わんけれども掴みながら新予算を組んでいくべきだと、

こういうふうに思うけれどもその辺のところここマイナスでいいということじゃないんだ

けども、マイナスの要素とすればどういうことがあったんでしょうかということ、行かな

かったから、あるいはやらなかったからマイナスですっていうんじゃなくて、やれなかっ

たとやらなかったっていうのは意味違いますからね。その辺のところをお尋ねをしたい、

こういうふうに思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 それでは報償費に関して金額が大きい、旅費も大きいですけれども

今下原委員さんのご質問に関係でございますが、まず報償費につきましては先ほどもお話

ししていますけど基本は町のバスを利用して視察を予定してます。ただ、バスが空いてな

い場合にレンタカーを総務の方から手配をしていただいて行っています。そのレンタカー

の際に、今回、今年に関しては総務のとき私運転しましたけれどできれば職員ではなくて

専門の運転手さんにお願いをということでいわゆるバスがとれない可能性があるすべての

視察において運転代行さんの経費を計上していました。今回でいうと総務では運転手さん

の都合がつかなかったものですから、手配ができずにレンタカーでは行きましたけど総務

としては運転代行の経費はかかりませんでした。それと議運は行政視察まだ実際していま

せんでしたのでその分の経費もございます。あと JIAM、滋賀の研修ですね、滋賀の研修も

マイクロで行く場合は運転代行要らないんですけど、そこの経費も一応運転代行の分とし

ては一応確保として経費としては予算をとっていました。ですけど JIAM の研修に関して

も全員で今年は出席をしていただきましたけれども、議運と福祉と活性化が同じ研修に参

加ということになったものですからそれぞれ運転代行やなんかの経費を盛っていたんです

けど、バスで行けたことによってそれがそっくり不用になったとか、そういうこともござ

います。ですので計画として運転代行の可能性もあるということで予算を立てていたんで

すが、施行する必要がなかったということで不用額が生じたということがございます。あ

とグループ研修というものをできるような形をとって今いるわけですけれども、今回グル

ープ研修についてのいわゆるこれは旅費や負担金にも絡みますが、研修自体が少なかった
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ということもございます。そういったことで旅費、また負担金も含めて必要なかったとい

うか研修等がなかったということで不用額になったということで理由はそういうことでご

ざいます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 理由はそういうことでわかりましたんですけど、今度は新予算を組む

ときにまた同じようなことがあるからって言ってね、今度は予算が逆に足りなくなっちゃ

うっていう話がね、別々に今に行けるようになったから少なくて済んだんだけれども今度

は新予算組むときに去年がそうだったから一緒にできるとは限らないわけですから、予算

組むときに言えばそういうことはむしろこうやって余ることの方が良いわけですから、私

に言わせれば。いいわけですから予算をへつることのないようにしてしっかり研修ができ

たりいろんなことをするというふうな考え方で進んでいってもらいたいと私はそう思いま

すので以上終わります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 たぶん次の当初予算で見えてくると思います。他に

質疑ございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。それでは議案第 2 号 平成 30 年度

箕輪町一般会計補正予算（第 9 号）を採決したいと思いますがよろしいですか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 本案は原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。原案のとおり決するものといたし

ます。 
 続きまして議案第 17 号 平成 31 年度箕輪町一般会計予算、議会事務局及び監査委員事

務局分を審議いたします。よろしく説明お願いします。 
○田中議会事務局長 それでは 31 年度の一般会計予算でございます。こちらにつきまして

はこの緑色の予算に関する説明書の方で説明をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。まず議会費の関係で歳入がございますので一般の 35 ページをご

覧いただきたいと思います。22 款の諸収入の 09 雇用保険料の本人負担分でございます。雇

用保険本人負担分 0101 の議会費として 5,000 円計上させていただいております。こちらに

つきましては非常勤職員の増澤さんの個人の負担分ということで収入を見込んでいるもの

でございます。歳入については以上でございます。歳出について説明をさせていただきま

すのでまずページが一般の 42 ページ、43 ページになります。01 の議会費でございます。

本年度の予算総額 1 億 299 万 2,000 円、前年度比較 109 万 7,000 円の減ということでござ

います。詳細につきましてはまた次長の方から説明をさせていただきますが、先ほど下原

委員さんの方からもちょっとお話ありましたけれど、この一般会計の予算の計上の際に各
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委員会の委員長の皆さんと正副議長集まって予算調整会議というものを開かせていただい

て各委員会でどういった取り組みを 31年度計画をするかということで事業計画を上げてい

ただく中でその中で議会事務局の方でその計画に基づいて予算を立てまして、案を出させ

ていただいて予算調整会議の中でご審議をいただいて町の方に提出したという経過でござ

います。ただですね、今回は 31 年度改選ということで各委員会どういう状況になるかって

いうのが明確でないところもあるんですが、予算を立てる上で各委員会としてこういう計

画でこういうことをしてったらという計画をあげていただいた上で、まずその骨組みの予

算というものをちょっと作っておかないといけないということでそういう形で委員会の組

織は変わるかもしれませんが、今の各委員長さんに計画を立てていただいた上での予算の

組み立てをしたということでございます。それでは詳細については次長の方から説明をさ

せていただきますのでよろしくお願いをいたします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小松次長 
○小松議会事務局次長 それでは一般の 42 ページの詳細を説明させていただきます。01
節 01 細節の議員報酬になりますが、こちらについては 4 月に改選がありますので 15 名分

で計上させていただいておりまして 4,282 万 8,000 円あげさせていただいております。01‐
03 非常勤職員の報酬ですが、こちらについては 1 名月 20 日勤務ということで 180 万円計

上してあります。その下、0201 のお給料ですが、こちらについては総務課の方からの計上

になっております。その下、0301 の職員手当等についてですが議員さんの期末手当等につ

きましてはこちらについても 15 人分で計算して計上してありまして 1,673 万 9,000 円、そ

の下、一般職員の諸手当ですがこちらについては総務課の方からの計上になっております。

その下、04 節 04 細節の共済費ですがこちらについては議員さんの共済費については 15 人

分ということで計上させていただいておりますが、詳細を申し上げますと議員共済会の共

済費負担金については算出根拠として 4 月 1 日現在の人数で請求になりますのでこちらに

ついては 14 人分での計算になっております。14 人分での請求になりますので 14 人分での

計上になっております。もう一つ、議員共済事務費というのがありますがそれについては

15 人分ということで計上してあります。一般職員の共済費については総務課からの計上に

なっております。あと非常勤職員の社会保険料としましては1人分ということで28万3,000
円、雇用保険料としては 2万 1,000円計上してあります。続きまして 08‐01報償費ですが、

こちらについては先ほどの局長からも説明がありましたが各委員会からの計画に基づく算

出となっておりまして行政視察や研修会、あとこちらについては中学生模擬議会の記念品

についても含まれております。ということで 101 万 8,000 円計上してあります。続きまし

て 09 の旅費ですが議員さんの普通旅費としまして 236 万 6,000 円、こちらについても報償

費と同じように各委員会の方からの計画に基づく算出となっております。職員の普通旅費

も計画に基づく視察等の随行ということで計上してあります。16 万 2,000 円となっており

ます。続きまして旅費の 09‐02 の費用弁償の旅費ですが、こちらについては非常勤職員の

通勤手当ということで 1 人分 5 万 1,000 円計上してありまして旅費と 09 節の旅費としまし
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ては 257 万 9,000 円の計上となっております。続きまして 10 の交際費になります。こちら

については例年同様 40万円計上してございます。続きまして需用費の消耗品になりますが、

こちらについては新聞などの購読料例年の図書購入費と合わせまして改選に伴う経費とい

うことでまた議員バッジとか議員必携、議員手帳、作業服等必要になってきますのでそち

らに伴う消耗品も合わせて計上してありまして 88 万 2,000 円計上してあります。続きまし

て印刷製本費ですが、こちらにつきましては議会だよりと名刺代を計上してありますが、

議会だよりにつきましては 10 月から消費税の増税が見込まれていることもありまして、2
回分を消費税 8％、後半の 2 回分を 10％で計算してあります。合わせまして 189 万 9,000
円を計上してあります。続きまして 06の修繕料ですが議場の放送設備の修理ということと、

あと会議録作成支援システムのハードディスクの方が年数も経っておりましてちょっと機

能的にたまにおかしくなってきているものもありますので、こちらの方の改修を予定して

おりましてこちらが 15 万 120 円ほど見込んでおりまして合わせまして 20 万 1,000 円計上

してあります。続きまして 12 の役務費ですが、広告料につきましては暑中見舞い、年賀広

告など新聞への例年どおりの掲載とあと議場の四角柱、議員さんの席にあります改選があ

りますので四角柱の方の作成の手数料、あと廊下にあります議席番号、議員さんの名前の

木札の方の作成を見込んでおりまして合わせまして 4 万 3,000 円を見込んで役務費手数料

としては見込んであります。続きまして委託料ですが、例年とおりの会議録の作成関係の

保守であったり業務委託料に合わせまして議員控室にありますパソコンの方のWindows10
への更新が必要になっていましてそちらについて 29 万 1,600 円を見込んでありまして合計

しまして 134 万 9,000 円を計上してあります。続きまして 14 の使用料及び賃借料ですが、

会議録検索システムや会議録作成支援システム、図書室にあります複合機のリース料など

の使用料になります。こちらについては 211 万 2,000 円計上してあります。続きまして 19‐
01 負担金ですが議長会をはじめまして各協議会等の負担金及び議員さんの各種研修会の参

加負担金を計上してあります。こちらについては合計で 68 万円を計上してあります。議会

費については以上になります。続きましてそのまま監査委員費、それでは一般の 73 ページ

をお願いいたします。73 ページの下段の方に監査委員費、0290 の監査委員費になります。

詳細についてはおめくりいただいて 74 ページになります。01‐02 委員報酬としまして、

監査委員報酬で 79 万 6,000 円、02‐01 給料としまして職員の給料、こちらについては総

務課への計上になります。03‐01 職員手当、こちらについても総務課での計上になります。

04‐04 共済費、こちらについても総務課での計上となっております。08‐01 報償費ですが、

こちら 10 万円の計上となっておりましてこちらについては法律相談の謝礼ということで

10 万円を計上してあります。続きまして 09 の旅費、職員旅費としまして監査委員の全国の

研修会の方への随行であったり今年千葉の市町村アカデミーの方への研修を来年度ですね、

予定しておりますのでそちらの方の随行ということで 4 万 9,000 円計上してあります。旅

費の 02の費用弁償ということで監査委員さんのその費用弁償をとしましてこちらについて

も監査委員の全国研修会の旅費と、あと日本経営協会、NOMA 方の研修の旅費、あと市町
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村アカデミーの旅費ということで 12 万 9,000 円計上してあります。続きまして需用費、消

耗品ですがこちらについては追録代と図書購入費、あと監査委員章も議選の監査委員さん

が変わられる予定ですのでこちらの分計上してありまして 34 万 2,000 円となっております。

その下、印刷製本費ですが監査委員さんの名刺の印刷ということで 3,000 円を見込んであ

ります。合わせまして需用費としましては 34 万 5,000 円となっております。その下、負担

金ですが県の監査委員協議会への負担金、あと市町村アカデミーへの参加負担金、全国研

修会の参加負担金ということで 9 万 5,000 円を計上してあります。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 すみません、議会費で若干の補足をさせていただきます。先ほど予

算調整会議の中でという計上ということで予算を作成させていただいて町の方に提出をし

てるわけでございますが、その中で議場の椅子の更新について撤去費、あの椅子を可動式

にっていうことも考えまして予算要望のときにあそこの固定椅子を撤去で大体概ね 70万円

くらいの工事費と備品購入として稼働用の椅子ということで数ちょっと絞ってみたんです

けど600万とか500万の世界になるということで一応予算要求をさせていただきましたが、

今回は見合わせていただきたいということでそれについては予算は確保できなかったと、

ただまた改選後の議員さんのお声も聞きながら、そこは古い椅子でもあるので何かしらの

ちょっと手立ては考えなきゃならないのかなとは思ってますけれど、今回の当初予算では

そういうことでちょっと査定としてはカットされております。先ほどのお話の報償費の考

え方でございますが、今回も一応ですね、運転代行の謝礼分はそれぞれの研修の分に計上

をさせていただいております。それと議員研修の際の分も若干計上させていただいている

状況です。それと何年か去年、一昨年、28 年度の時ですかね、総務の委員会で視察行った

ときに行った先でレンタカー借りた経過もあったりしてるのでレンタカーの借上代も一応

6 日間、10 万強ですが一応予算はそこでも盛ってはいます。ただ、新しい体制になって事

業の計画をもう一度また見ていただく中で生じたものっていうのは現予算の中で執行でき

る状況であればそういう形ですけど必要に応じてまた何かこちらの対応は必要かなという

ことで考えております。今回、改選ということで作業服等もすべて町の作業服も更新され

てますのでそこも含めて更新をしたいというふうに考えてます。改選に伴う経費としても

それなりに 15名分という予算で例年にない予算の計上もあるということでよろしくお願い

をいたします。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑を行いたいと思います。ご質問ある方お願いい

たします。浦野委員 
○８番 浦野委員 今報償費の中でレンタカーって言った。10 万円とか。 
○田中議会事務局長 レンタカーは賃借料の方で盛っています。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他にございますでしょうか。下原委員 
○６番 下原委員 42 ページのですね、10 の交際費ですね、議長交際費っていうのが 40
万円になってるんですけれども、私議長の、何て言うんですかね、飛び回るって言い方お
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かしいんですけれど、いろいろなケースを見たり聞いたりしている範囲でいくと、本当に

交際費の必要性があるかどうかなんてことは私はわかりませんけれどもそういう部分から

勝手に察すると 40 万円で足りているのかなというのが、あるいは足りないんじゃないかっ

ていう方が今の議長が出すに出されなんでるとか、出さなくてもいいよと言ってる部分だ

ったってあるのかなというような感じをしているんですけど、その辺のところはいかがで

すか。40 万円で年間、そんなわけないなって思っているんです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 以前 50 万を計上していてここ 2 年、40 万、10 万下げています。執

行率から言いますと 40 万までは執行はしてないですね。いっても 30 万いくかどうかくら

いの金額でございます。今下原委員さん議長がどこまで出せなんでっていうところってい

うのは、議長とも細かくまでは話はしてないところあるんですが、一応議長としてはこの

金額で交際費は十分であるということでお話を聞いてまして 40万までは執行はしてないん

ですが例年どおりの金額ということで計上させていただいてるのが実情でございます。 
○１３番中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 人によって違うということのないようにしてもらわないと、今の木村

議長だもんでそうだとか私やった時に私記憶ないんですけど、ないんですけれどもそうい

うこと、人によって差があるようなことはダメだということを申し上げたいので今の木村

さんから違う人がなったときにね、なった場合においてはこうだったという部分だったっ

て、じゃあその中でやれということは大変なことだぜというようなことのないようにだけ

はしてもらいたいというだけで、局長とちゃんと連絡は密にとってるんでそんなことはな

いとは思いますけれども、そういうことのないようにだけは心がけて議長が何て言うんで

すかね、遠慮してなのか、遠慮しなんでいるのか知らないけれども、実際に絶対ないよう

にしてやった方が私はそう願いたいということだけを申し上げておきたいというだけでご

ざいます。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 下原委員さんのおっしゃるとおりだと思いますので議長さんによっ

て執行するもの、執行しないものが変わることはよくないと思います。そこをまたしっか

り調整をしながらというか打ち合わせをしながら使用するもの、出すもの、出さないもの

の範囲というものは明確にしながらということはしていきたいとは思っております。以上

です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 これ副議長さんも絡んでいるものもあるわけ。議長交際費だけにな

ってるわけ。副議長さんのものは、副議長ここにいるけどそれは一緒に考えてる。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 議長さんと行動をともにするような場合、一般の議員さんの分もそ

うですけれど副議長さんばっかではなくてというのは、はい。その範囲の中で執行させて
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もらってるものはあります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ちなみに関連で具体的な使途は。どういうところへ

お支払いしてる。単純な話して議長交際費ってここで使ってますとか、なんか飲食の伴う

会議へ出たときに使ってますとか、その具体的な使途はなんですか。 
○田中議会事務局長 まずご祝儀関係、あと会費制の場合のところでも議長ばかりではな

くて一緒に議員さんが出席する場合の会費の場合も使用はしております。主はご祝儀が多

いのが現状です。 
○３番 荻原委員 議長 1 人のときには例えば 3,000 円とか、例えばある議員で何人か行

った時にそれは 5,000 円になるとか、そういった規則みたいなの何かあるんです。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 規則というか例えばやる場所で会費 3,000 円ということになれば 5
人出席ということであれば 1 万 5,000 円ということもありますし、会費 5,000 円というと

きにはお 2 人出れば 1 万円ということも、会費として出すと。あとご祝儀は例年出してい

る金額で大体 3,000 円、5,000 円が多いんですけど、というような形の執行で一律ご祝儀は

3,000 円ですとかっていうことではないです。 
○３番 荻原委員 例えば消防で赤魚会なんか、そうすると議長はじめ総務産業の衆が呼

ばれるじゃん。例えばこの衆が全部呼ばれて議長が呼ばれてといったときのご祝儀という

3,000 円ですか。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 すみません、今のところは執行見てみてこないと何とも言えないん

ですけれども、人数による場合もありますので 1 人のときと何人出席するっていう状態の

もので会費として持ってくっていった場合はやはり人数によっての金額にはなります。そ

こをご祝儀として出すのか、会費として出すのかというのは町がどういうふうに出すかっ

ていうのも確認をしています。町が会費として出すと言っているものを議会がご祝儀とし

て 3,000 円持ってくとかっていうことはしないのでいつだったかもあったんですけど、町

としては会費として持ってくよっていうときは議会も会費として人数分ということでとい

うやり方には一応町の方とも調整はしながらさせてはもらっています。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 今のことはわかるし、それで結構だと思うんですけど、ただちょっと

木村議長のとこ見てるとね、要するに自分の車でしょっちゅう長野まで行ったりいろんな

ことをやっているという部分はね、交際費に当たるかどうかは別ですよ。そういうような

ことの部分がね、非常に木村さんだもんでできるわっていう話じゃ私はないと。これから

浦野さんが議長になるかもしれないし、やや、例えばの話、そういう要素になったときに

ね、前がこうだったもんでっていうことのないようにだけはしとかないといけないんじゃ

ないかっていう話だけはしておきたいと思う。今、木村議長の見てるとね、本当東京まで 1
人で行って、それはそれで行っちゃいけないって言ってるんじゃないんだよ。別個かもし
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れん。交際費とは別でやってるかもしれない。というような心配もちょっと片側に、今木

村議長はいろいろな上伊那の広域連合でいろいろな役を行ったりする部分があるもんでっ

ていうことを議長の心配今ここで一生懸命することでもないって言えばそれまでだけど、

一応そうはいったってみんなである程度の認識は持っていった方がいいと。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 そういういわゆる公職上の立場で行くということで

あれば必ずその団体から旅費等は出ます。 
○６番 下原委員 費用弁償でね。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ただね、例のマニフェストなんとかとか、ああいう

のは個人で入っているだろうもんでそういうとこ行くのは当然自分で払う。 
○６番 下原委員 そういうようなことを裏がこういう時こうだったとかというんではな

くて事務局と本当に本人との話の中で進めてもらえれば問題ないというふうに思いますけ

れども、今の木村さん見てると頻繁にね、出が多いのでっていう心配をしただけでどうし

なきゃいけんってことじゃない。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 先ほどのすみません、交際費の関係、赤魚会が丁度出ましたので、

赤魚会は 1 万円でした。それ以外はそういったそこの会費だったということで執行をされ

ております。 
○８番 浦野委員 引き続いて、図書室に複合機を意味していただいてこれ決算じゃない

もんでだけど、おそらくほとんど使わないのが現状じゃないかなというふうに思ってるん

ですが、予算的には 12 万 9,000 円ね。この前ちょっと見てみたらどっちがっちゃ図書室が

使えないような状態もあるかもれんけど、あそこへ行くと当然番号というか暗証番号みた

いな入れて使ってるのかなってちょっとが心配あるんだけれど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 局長 
○田中議会事務局長 10 万何がしはリース料です。使用した分の支払いは委託料として払

っています。委託料としてカウンターで 1 枚幾ら契約ということで一応ですね、執行はあ

ります。議会の事務局としても使わせていただいておりますので。議員さんも使ってらっ

しゃる方もいます。ただ番号入れなきゃならないので使うときにはちょっと声かけていた

だければ使えるようにはしてありますのでもちろんあそこに整備したパソコンも使えます

し、直接あそこでパソコンに接続してプリントアウトもできる形にはしてありますのでま

た改めて新年度のときにはまたそういう説明というのをさせていただいて利用していただ

けるような形はとれるように予算も取ってますのであれです。今回大変申し訳ないです。

申告の関係で入れない状態にされちゃってるんですけど、あれも今年はああいうふうに了

解しましたけど、本来は図書室として使ってるので図書室が使えないのはちょっとまずい

のでまた今後ちょっと考えたいと思いますけど、自由にあそこで必要な印刷とかもできる

ような体制として整備をしてるものですので予算もそういう十分予算は確保しております。 
○８番 浦野委員 私が心配したのは本当に無駄にね、せっかくリース料もかかりますん
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で、最低。そうするとそのリース料がすごく多くて実際のコピー料金が、委託料か、が少

ないといけないと思ってというのは少し思ったのは議会事務局でこれすみません 5 枚とっ

てきてくださいって言うと下行くんだよな、どうも。徹底しておいてもらって議員に言わ

れたら上でとると。そういう形で無駄にならないようにぜひお願いします。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他はございますか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 質疑なしと認めます。それでは議案第 17 号 平成 31
年度箕輪町一般会計予算、議会事務局及び監査委員事務局分についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なしと認めます。原案のとおり決したものといたし

ます。これでおしまいですね。 
【議会事務局・監査委員事務局 終了】 

 
⑨請願・陳情審査 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは委員会を再開いたします。陳情の審査とい

うことになります。陳情 1 号から事務局の方で説明をお願いいたします。小松次長 
○小松議会事務局次長 陳情第 1 号 朗読 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 説明は以上のようでございます。それでは質疑に入

りたいと思います。これも毎回のように委員全員からご発言をいただきたいというふうに

思います。どうしましょうか。先に発言していただける方。浦野委員 
○８番 浦野委員 日米地位協定、これはそれこそ日本を守るための根幹になっているも

のなんですが、いずれにしてもいわゆるこういう外交問題とかいろいろな防衛問題とかい

ろいろ含んでいますので、これをいわゆる市町村議会がどうだこうだというようなことを、

それ自体がそんなことをしていいのかという問題もありますし、するべきじゃないかなと

いうふうに思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島委員 
○１番 小島委員 私も前からこういう協定があるっていうのは地位が違うというふうに

感じるんだよね。要するに敗戦後の、敗戦じゃないな。日本が遅れた時代のものが残って

いるような感じがして、だんだん本当は日本は事実国家であるべきだと思うし、全国の知

事会でもそういうことを提言しているようなので私はこれ考えた方がいいなと思っていま

す。こういう考え方でいいんじゃないかな。お願いすることは大事だと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 今、先日の米朝の（聴取不能）ああいうような形でまだますます不

安定になってきている状態が起こってきている。日本にアメリカの基地があるということ

である程度守られている部分もある中で、昔からのこの部分を全面的に（聴取不能）する
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という形はなかなか私達には分からない。ましては地方議会でこれをどうこう言うという

部分が果たして正しいことなのかどうかということ、ちょっと私は疑問に思うわけです。

その中でこのことについてはちょっと私はよくわからない部分があります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 荻原委員 
○３番 荻原委員 この地位協定というのはやっぱり先ほど小島さんおっしゃいましたけ

れども、やはり当時の戦争が終わってアメリカ軍があそこに米軍基地をつくったという背

景の中からある程度米軍を守るための協定であったような気もするんだよね。このことっ

ていうのはどっかでやっぱり少し弊害が出てきていることも事実で、やはり犯罪を犯して

も米軍基地へ逃げちゃって分からんともそれは本国へ返しちゃうとそういったものも一切

なくなってしまう。どっかでこういった見直しというのは意見が出てきて当然だと思うの

でできるならば趣旨とするとわかる。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 こういう陳情書に関することの本質的な部分でよく私は分からない。

こういうものが仮にこの議会でいいよといってもあるいはよくねえよと言っても、要する

にその後のことっていうのは出せっていうから出してるだけであってその後の状況ってい

うのはたぶんできないんですよね。どこまでいっていいか。また政府もそういうものを来

たのでっていう感覚的にやってると思えないというようなことを踏まえたときに、やはり

私はこのことに対してはもう少し内容的に、あるいはここで否決しようが可決しようが保

留になろうが何しようがそういうものの流れとか動きっていうのは教えてもらいたいし知

らなきゃいけないんじゃないかと。出せば出しっぱなし、ただここのこの件に関してだけ

を言えば日本のどこかにそういうものは必要で沖縄の県民の 7 割が反対だと言っていると

いう事実も事実ですからその事実のことに対してそれじゃあ沖縄に固執する米国は何なん

だいっていうことを考えてみると、あそこに中国があったりいろいろな分が出てていろい

ろやってるから心配だなという要素は持っているのかもしれないというようなことでです

ね、私はこのことについては本当にもう一度再考すべきだし、このことに対してやたらめ

たら反対だ、賛成だという言葉がでないというようなことで趣旨についてはよく分かるけ

れども、それをどちらかに決定するというような方向でいかなんで保留のような恰好でい

ったらいかがなものかなと、こういうふうに思ってます。以上です。 
○８番 浦野委員 もう 1 件、さっき言い忘れたんですが、この陳情書の中にこの地位協

定からすれば日本のどこでも米軍基地ができる可能性があること、確かにこの文章そのも

のを読めばそういうことが言えるかもしれないけれど、こういうことができないから今い

ろいろ問題になってて今まであった沖縄のところを普天間をやめて、それから沖縄の中で

あまり支障のないところに基地を持ってこうというような形になってると思いますんで、

この文章というのはちょっと可能性はそれは否定はできないけれどどこでもできっこない

と、逆に言えばね。と私は思いますのでちょっとこの文章はそのまま受けるわけにはいか

ないんじゃないかなというふうに思います。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 ご意見はございませんか。 
○６番 下原委員 ちょっと質問いいですかね。この日米地位協定を見直す会の共同代表

の難波さんが出されているんだけれど、こういう組織というのはどのくらいこれに付随す

る部分というのかな、賛同していろんな各地区ごとにあるのかどうかというのはその辺は

これはただぱっと送られてきたのか持ってきたのかは別としてわからないんですね。まし

てや賛成だ、反対だっていったって貴議会で賛成してくださいっていうだけですからね。

これじゃ私がさっき言ったことと兼ねるものですから各地区のこの地区だけではなくて全

国的にも仮に賛成だとおっしゃって本当に自民党にとってどうなんだろう、野党にとって

どうなんだろうということを考えたときには非常にクエスチョンマークがついちゃう。だ

からダメって言ってるんじゃなくて、そういう意味のことを考えて合わせるときにこうい

う部分のところの出してきてくれてる共同代表の難波さんのとこや何かの組織的な部分だ

ったって知る必要性があるというふうに思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 なんか調べたことありますか。局長 
○田中議会事務局長 この団体についての調査は特にしておりません。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 委員の中で分かっている人います。 
○８番 浦野委員 それとさっき関連して陳情の受理する要件みたいなものがあって、何

でもという感じじゃなくて因果関係を有するという、できればここの住民がというのは原

則的だと思うんです。箕輪とかここら辺の衆たちがこういうふうにしてちょうだいという

のがそれが全く知らない以前東京のオンブズマンが汚れた汚染ごみを受け付けるなという

ことを言ってきてとんでもない間違えということが分かって却下になったんだけど、そう

いうことからするとこの人が全く知らない人のものをそのまま受け取るってこともちょっ

と問題かもしれない。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 浦野さんの発言の中でどこでもできる可能性がある

ことになってますって言ったんだけど、事実どこへ持っていったって反対だからそういう

ことはないのかなという感じはしますけれど、それとやっぱり基地が必要であるかどうか

っていう辺も立場によって必要っていうことになればただ反対するんじゃなくて、対案を

出すべきだと思うし、そこら辺のことも考えなきゃいけんのかね。 
○１番 小島委員 確かにこれまでは特に敗戦後、日本は軍隊を持てない形になったから

アメリカの力で守られてはきてるけども、最近中国あたりも力を増してきているところを

見ると、アメリカも簡単に動けなくなる時代になるんじゃないかと思うんだよね。いや、

私は中国がいいとか悪いとか言うんじゃなくて、ただ日本の国の場合は特に、特にという

か敗戦以降が特に力出せんというか日本の考えが上手くとおらんことが多いわけね。防衛

関係なんか。そこら辺考えるとやはりどっか見直して主権国家というところを出してかな

きゃいけないんじゃないかなということでこの見直しっていうのはいいんじゃないという

ことです、私の考えはね。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他何かありますかね。荻原委員 
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○３番 荻原委員 今の世界ってやっぱりそういった軍事的な紛争だとかっていうのって

非常に起こり得る可能性ってすごく出てきてて米朝の首脳会談、トランプと金正恩の、で

も最終的にはやはり今も北朝鮮では核の施設もまた稼働始めたみたいな話出てきてるし、

そういった面では中国が東シナ海へ島をつくってそこを軍事基地にするというような出て

きてるので基金自体というのは日本にとって必要だとは思うんで、ただその中で沖縄の人

たち 7 割が基地の辺野古に対して反対だってことが事実だということになるとやっぱりか

どっかで日本全体の問題として考えるべきだし、そのことは別に沖縄県の辺野古につくる

ばっかがいいわけじゃないかもしない。もしかしたら違う所へつくることも必要なのかも

しれんということはやっぱり日本中の人たちが考えるべきだと思うんだよ。この地位協定

というものに関して全くどうしても反対だよというだけではやっぱりそこら辺はみんなで

考えていくということが必要になってくるとやっぱりどっかで理解をしてやらないと全て

沖縄にそれを全て負担をさせるというのは私はやっぱり少し変えた方がいいと思う。 
○８番 浦野委員 ちょっと今のやつね、地位協定ではどこでもつくれる、沖縄と限定し

てないわけよ。どこでもつくれるというのが反対なんだ。この陳情書そのものが。そうす

るとだから沖縄なんていうのは何にも限定してないのでその辺間違えないとこれの地位協

定というものとまた基地問題、これ一緒じゃないということね、地位協定はどこでもつく

ることができるということが現状。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ただ、今荻原さんの言った原点には沖縄のそういう

県民投票の話もあって出てきてということも事実だとは思うので。ただもう一つは下原委

員が最初におっしゃったんだけどやっぱり外交とか防衛とかって国のしかもすごい専門家

が世界の情勢を全部知って世界の軍事力を知って、そういう人たちが一生懸命考えている

ことに対して地方議会が、しかも大阪のこういう人が言ってきたことでぼんと出せるのか

なっていうね、書いてることは分からんわけじゃないんだけれどそこらどうなの。 
○１番 小島委員 全くその通りだと思うよ、私は。 
○８番 浦野委員 要はこの地位協定を見直せば沖縄に基地をつくらなくていいとか、逆

にどこへでもつくれるって言ってるんだから。ちょっとこの話が違うんじゃない。これを

見直せば沖縄の基地がなくなるという話じゃない。地位協定というのはそれだけ守っても

らうというのはあるんだけど、それはどこへでもいいんだよ、東京でも。ということが地

位協定なんだ。それを見直してって言うと沖縄にっていうのはできないんだから。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 小島さんも荻原さんもやっぱり集権国家としての姿

勢があってもいいんじゃないかっていうそういう意味で沖縄に限定してるわけじゃなくて

そのことは言ってると思うんだよ。ただ、いずれにしろこれをいろいろ議論は出たところ

なんだけれど採択するか不採択とするか、それともそれ以外のそういう趣旨採択みたいな

扱いにするかっていうへんに絞ったちょっと議論にしていって、これに対する意見は出た

と思うので採決の自体を採択するか不採択にするか、もしくは趣旨採択にするか、さっき

若干意味は分かるからっていうご意見もちょっと若干あったのでその辺の議論にちょっと
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収束をしていっていただきたいなと思いますけど。 
○８番 浦野委員 要は今、沖縄に基地反対ってこういうのが沖縄県民の動性であるしそ

れを言うんじゃなくて、今回は基地協定、いわゆる地位協定を見直すこれがイコール沖縄

の何とかにはならない。頭の方にそういうふうに書いてあるけれど。地位協定というもの

はそれを言ってるんじゃないんで、私はこの陳情については全くこの地域の人でもないし

相手は。私は不採択がいいんじゃないかなと私は思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 ありがとうございます。特になければちょっと議論

収束の方向にさせていただきますけれども、要は採択不採択で採決していいかどうか、ま

ずお伺いをしたいのと、もし採択、不採択じゃないとするといわゆる趣旨採択みたいな扱

いをするかどうかになってくるんですけど、その採択する場合、前にもあったんですけれ

ども、趣旨採択をするんであれば先議決をしろという話になってるのでその趣旨採択の理

由、ご意向があるかどうかを聞いて、あれば趣旨採択とするかどうかの採決をし、それが

否決された場合、今度は改めて採択とするか不採択とするかの採決をしたいと思うんです

けれど、趣旨採択の採決をどうするかどうかの採決した方がいいていうかするべきだって

いう人がいたらちょっと発言していただきたい。 
○３番 荻原委員 ここに米軍基地云々ってあるんだけど、結局米軍基地があるがために

要するにそこで事件だとか事故起きてるわけなんですよね。そのときにその地位協定って

いうことによって守られることによって安全な引き渡しとか本来だったら引き渡されて裁

判まで受けなきゃいけないものが地位協定という名のもとに本国へ返されたときには何も

日本としての裁判権もそうしたこともできないし、そういったのというのはやっぱり基地

だけの問題じゃなくてそういったものの地位協定というのの見直しというのは必要だと思

うんだよ。やはりそのことに関してはやっぱり見直しというのは私は必要と思う、ある一

面で。だから趣旨としてはこれは理解はできると。ですので自分とするならば気持ちはわ

かるんだけども、現実にそのことに関してっていう話になってそれはまたその先の話にな

るんだけど。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでちょっと申し上げておくんだけれども、今言

ってる趣旨採択というのはこの意見書は要望どおり出すわけじゃない。あなたの言ってい

ることはわかるけど、意見書は出しませんよということですのである意味不採択なんだけ

どね。ただ、ぶっきらぼうな不採択よりは少し言ってることが分かりますよって、そうい

う扱いにするのかどうかをまず先にやるかどうかっていうことなんだけど。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 これ政府の中でも与党の方でも沖縄のことについては反対でしてる

ところが何％かあるわけで、そういうものを加味して考えると私たちが地方議会でこのこ

とについて採択するのか、不採択にするのかっていうことを決めるというよりやはりある

程度もう少し様子見をした方がいいと私は思うんですよ。そんな中で今のところ趣旨採択

にしていただいてて次にどういう段階が出てくるかっていうこともあると思うもんですか

らそこまで待ってみたらどうでしょうかっていうご意見です。 
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○１３番 中澤総務産業常任委員長 下原委員 
○６番 下原委員 私ここに書いてあること、沖縄のことを例にとってるけれども、実際

は地位協定っていうのはね、日米の、地位協定が主体性であってこのうち日米の地位協定

を見直してそういうのをなしにするか何か知らんけれども見直すんだということでときた

まそのうちの一つに今あるので、沖縄の話が。出てるんだということなのでそれを私はこ

こでは沖縄のことは何ら謳ってないと思うんですね。頭にね。そういう部分であるんだけ

れども、そういう部分のところを分けて考えると沖縄の話だと今言うように趣旨のそうい

うことに対することはいい。ところが日米の地位協定自身を趣旨採択にするとか賛成する

とか反対するとかということになるとまた別の議論でやらなきゃいけないというふうに思

うのでその辺のところは噛み合わせて議論をしたり話をしないと私は違う。だから結局こ

れを沖縄の件について日米地位協定については検討の余地はあるが当面する沖縄の件につ

いてはもっと検討する必要性があるとか反対するとかっていうようなやり方でやっていく

べきであって私はどちらかっていうのが趣旨採択というものの中身をちゃんとわかるよう

にした上でことに当たってきていくべきだというふうに思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 おっしゃるように議論はいろいろあったんだけれど

も、要求していることは確かに地位協定であることは事実。 
○６番 下原委員 事実なんだよね。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 そのことを採決するっていうのは言ってございます。

ただ言ってることの意味が分かるって、小島委員や荻原委員はやっぱり主権国家として日

本ももう少し自分たちの意思を表現できるとなっていいんじゃないのかという、そういう

意味で言ってるんだと思うんですけれども沖縄のことで採決するつもりじゃありませんの

で。 
○８番 浦野委員 さっきの犯罪被害者の引き渡し条項というのは大きな問題今までも出

てるんだけど、それについてはかつては本当に逃げちまえば基地入っちゃえば（聴取不能）

今は引き渡しをしてます。何人か逮捕されてるね。だからそこら辺は地位協定を見直せな

いんだけどいわゆる日本側がいろいろ言えるような警察の当事件も入ってるしというとこ

ろでそうじゃなかったらこれで謳ってくるわけない、何にも書いてないよね。というその

辺がちょっと私も疑問なところがある。出したと思うんだよ。要は 
○３番 荻原委員 それはある程度アメリカの方で柔軟な姿勢を出したと思うんだよ。そ

れはまずいよ、誰だって思うよね、何かやったときにアメリカ基地の中入れちゃったら何

にもそれはなかった話で全然ダメだよっていうのは要は世の中としてとおらない。だから

ある一面でそういった、せざるを得なくなったけど現実でも地位協定というものがあるこ

とは事実だと思うので本来だったら要するにそういった日本の国内でもそうだけれどもそ

ういったあまりのことやってたらそれこそ本当に米軍もう要らない、そういったふうにな

っちゃうから、だからそこら辺はある程度米軍の方で譲歩をするか自分達も悪いことは悪

いっていう、ただ依然とした地位協定があることだけは事実なのでその見直しに関しては
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ある一面趣旨は分かると。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それではしっかりいろいろな意見も出されたところ

ですので、いわゆるまず先に趣旨採択の採決をします。その後に趣旨採択が否決された場

合は採択するか、不採択とするかの議決をしたいと思います。ということですがもし趣旨

採択が成立しない場合はもう一度全員で採択か不採択かの議決になりますのでそのことを

頭に入れて採決参加をしていただきたいと思います。陳情第 1 号 全国知事会の「米軍基

地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直し

を国に求める意見書の提出であります。まず本案を趣旨採択とするということに賛成の方

は挙手をお願いします。 
【賛成者挙手】 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 2 人ですので本案は趣旨採択とすることついては否

決されました。それでは改めてもう一度採決をしたいと思います。陳情第 1 号を採択とす

る、採択として意見書を出すということになりますけど、採択とすることに賛成の方は挙

手をお願いします。 
【賛成者挙手】 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 1 人ね。採択に反対の方は挙手をお願いします。 
【賛成者挙手】 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 この採択に反対が多数でございますので不採択とい

うことに決しました。 
 それでは続きまして陳情第 2 号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見

書」の採択を求める陳情書を審査いたします。お願いします。次長 
○小松議会事務局次長 陳情第 2 号 朗読 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 上伊那地区労働組合連合会議長 河野則夫さんから

の陳情であります。それではご意見をお願いしたいと思います。これは全員からでなくて

もいいと思いますので意見のある方ぜひ挙手をお願いしたいと思います。浦野委員 
○８番 浦野委員 この文章の中でちょっとどうかなという、例えば出生率が 0.01％下が

ったというけど 1 万分の 1 なんだよね。下がったことは間違えないんだけどそれともう一

つ、今 821 円だからこれを 1,000 円にするということは 21、2％というすごい率でそれだ

け上げて今度は付与してる側が特に中小企業の多いところでやっていけるかなってちょっ

と心配で趣旨はこれはもう本当によくわかるんだけど安倍さんは 3％って言ってるけどま

た順次上げてくっていう形で一気になんということは到底考えられないんだけど、その辺

がちょっと私もまだ賛成だとか反対とかまでここまで上げろっていうのはちょっと問題が

あるかなっていう気はする。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他はございませんか。伊藤委員 
○１４番 伊藤委員 これ仕事のあれにも差が出てくると思うんですよね。ただ、今長野

県の場合は 821 円ってやってるんだけど、実際はこれここまでいってるのかどうか、ちょ
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っと私は疑問なところがあるわけです。そんな中でこの当時毎年 3％上げて 2020 年までで

1,000 円ということ言ったようなことになってるんだけど、実際にはこれそんなことは無理

な話であって以前よりは上がってることは事実だと思うんですよ。そういう中でね、経営

者というものが今浦野さんも言いましたけど経営者の方のこともあるもんですからそうい

う部分から考えると一気にここまでいくってことはちょっと無理な話じゃないかと思いま

す。以上です。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 他ございますか。下原委員 
○６番 下原委員 今言われている最低賃金の改善という形でね、中小企業の状態がどう

いう状態であるかということを考えたときに一律にそれをそういうふうにやってくとね、

中小企業でもやってる仕事だとか内容によって全然違うわけですよ。だからみんな一緒く

たに中小企業をというやり方はそのことは私は賛成できないけれども賃上げをしたりそう

いう生活を補助するためできるところはやらないと言ってそんなことを言ってる時代じゃ

ないということですから私はやはりこのことについては（聴取不能）言ってるようなもの

で全部一緒くたにやるっていうことに対してはやっぱり是正勧告みたいな形でやれるとこ

ろってどういうところがやれるところよなんていう話にまたぶり返すような話になるので

いけないんだけれども要するに中小企業に対するものの考え方をきちっと捉えてことに当

たるべきであって、一緒くたに当たるべきでは私はないというふうに思います。 
○３番 荻原委員 それぞれの皆さんが言う通りだと思うし、この中で今すぐ政治決算で

1,000 円以上に引き上げるべきだっていう話になるとやっぱりそれはちょっと中小企業の

自分たち、人を雇う立場であっても農業なんて余計そうだし、そういうことを考えたとき

に気持ちは分かるけど、曖昧かもしれないけどそうは言ってもちょっとそこまで極端なこ

と言われるとちょっと、ですのでできることならば気持ちは分かるということであります。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 気持ちはわかるっていうことは趣旨採択。そうする

と趣旨採択という今話が出ていますので先趣旨採択をさっきと同じようにやらせていただ

いて、それが成立しなかった場合は採択か不採択かの採決をしたいと思います。では陳情

第 2 号を採決いたします。陳情第 2 号につきましては趣旨採択とすることに賛成の方は挙

手をお願いします。 
 【賛成者挙手】 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 趣旨採択はこれで否決されました。では採択とする

ことに賛成の方。 
【賛成者挙手】 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 不採択に賛成の方。  
【賛成者挙手】 

○１３番 中澤総務産業常任委員長 全員です。これ採択に反対が全員ということで不採

択と決定をいたします。 
 続きまして陳情 3 号お願いいたします。 
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○小松議会事務局次長 陳情第 3 号 朗読 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 それでは質疑を行いたいと思います。 
○８番 浦野委員 これとほぼ同等趣旨の陳情が前回くらいになかったけね、同じような

消費税の引き上げを。1 回あったでしょ。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 12 月議会だね。全く同じだね。 
○８番 浦野委員 そういうことで前のとこはダメだよ、こっちはということもできない

し、昨日インターネットで見たニュースの中で中止かっていうようなことを書いてあった。

分からない、この状況によって今政府の統計問題で実際には儲かってなかったっていうこ

とが分かって上げないかもしれないというのはあるけど、それは政治判断でやるし、一番

困るのは私たちの予算書もそうだけどそれこそ国のやつも県のやつも全部 10％上げること

を大混乱に陥っちゃうというようなこともありますんで前と同じ不採択がいいと思います。 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 今浦野委員からそういう話が出ましたが、他にご意

見はありますか。いいですか。 
 （「なし」の声あり） 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 採決してもよろしいですかね。陳情第 3 号につきま

して採決いたします。採択に賛成の方挙手をお願いします。  
 【賛成者挙手】 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 念のために不採択の方。 
 【賛成者挙手】 
○１３番 中澤総務産業常任委員長 全員でございます。陳情 3 号につきましては不採択

というふうに決しました。以上で今議会の委員会は全部の審査事項を終えました。 
ちょっと 1 点だけちょっとお願いを申し上げておきますが、指定管理のところで例の「に

こりこ」と、それから「ぷらプラ」、あれが 330 万ぐらいから 70 万くらいまで下がったと

いう中で小島さんの方から少し振興公社への指定管理についてはしっかり精査しろという

かそんなような意見が出され、それで協議会の中でもしっかり出たわけなんですが、委員

長報告の中に少しそういうことがしっかり出されたので今後のいわゆる指定管理料を算定

するというか示すに当たっては少し精査した取り扱いをしていただきたいと、特に振興公

社に出すものについてね。議案第 1 号だったっけ、それの当然採決結果はそのとおりです

が、一応そういう意見を添えて委員長報告とさせていただきたいと思いますのでそれだけ

承知しておいてください。これで議会の委員会はすべて終了いたします。大変ご苦労さま

でございました。[一同「ご苦労さまでした。」] 
 
 
 

午後 0 時 00 分 閉会 


